
第９ 合併、解散認可等手続き

合併は、２つ以上の法人が契約により１つの法人に合同することであり、これにより

当該法人の全部（新設合併の場合）又は一部（吸収合併の場合）が消滅し、同時に新法

人の設立又は吸収法人の定款変更が生じて、消滅法人の事業及び財産も当然に新法人又

は吸収法人に包括的に継承されることになります。

解散は、法人がその積極的活動を停止し、その財産関係を整理（清算）する範囲内で、

それが終了するまで存在する姿（清算法人）となることです。

１ 合併（吸収合併・新設合併）の手続き

社会福祉法人が合併するには、理事会の決議及び評議員会の承認を得なければなり

ません。

（１）合併契約書の作成

合併の当事者である各社会福祉法人の間で、合併契約の内容について、法令

で定められた事項（合併の条件、新設合併設立社会福祉法人の定款の内容、合

併の期日、職員の処遇等）を定め、合併契約書（様式例４０・１０１頁又は

１０２頁）を作成します。

（２）合併契約に関する書面の備え置き

合併契約承認にかかる評議員会の日の２週間前の日から、以下の日までの間、

法令で定められた事項を記載した書面を、その主たる事務所に備え置き、閲覧

等の用に供する必要があります。（法第５１条、第５４条、第５４条の７、第

５４条の１１第２項）

なお、新設合併設立社会福祉法人については、その成立の日から後６月を経

過する日まで、主たる事務所に備え置き、閲覧等の用に供する必要があります。

（３）評議員会の承認

吸収合併消滅社会福祉法人、吸収合併存続社会福祉法人及び新設合併消滅社

会福祉法人は、評議員会の決議（議決に加わることができる評議員の３分の２

以上の多数による議決）により合併契約の承認を受けなければなりません。

（法第５２条、第５４条の２第１項、第５４条の８、第４５条の９第７項第５

号）

（４）所轄庁の認可

合併は、所轄庁の認可を受けなければその効力を生じません。（法第５０条

第３項、第５４条の６第２項）

（５）認可後の手続き

合併の認可があった時は、法令で定める事項を官報及び定款に規定する方法

により公告（様式例４１・１０３頁又は１０４頁）し、かつ、判明している債

権者には、各別に２月を下らない一定の期間内に異議を述べることができる旨

の催告書（様式例４２・１０５頁）を送付し、催告しなければなりません。

（法第５３条第１項、第５４条の３第１項、第５４条の９第１項）

債権者が、前述の期間内に合併に対して異議を述べなかった時は、合併を承

吸収合併消滅社会福祉法人 吸収合併の登記の日まで

吸収合併存続社会福祉法人 吸収合併の登記の日後６月を経過する日まで

新設合併消滅社会福祉法人 新設合併設立社会福祉法人の成立の日まで
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認したものとみなされ（法第５３条第２項、第５４条の３第２項、第５４条の

９第２項）、異議を述べた時は、社会福祉法人は当該債権者に対し、弁済し、

若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的

として信託会社及び信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければな

りません。（法第５３条第３項、第５４条の３第３項、第５４条の９第３項）

社会福祉法人の評議員、理事、監事、会計監査人若しくはその職務を行うべ

き社員、精算人等がこれらの手続に違反したときは、２０万円以下の過料に処

せられます。（法第１６５条）

（６）合併の登記

合併したときは、主たる事務所の所在地においては２週間以内に、従たる事

務所の所在地においては３週間以内に次の登記をしなければなりません。（法

第２９条第１項）

合併は登記することによって、その効力を生じます。（法第５０条第１項）

① 合併によって設立された法人の設立の登記（新設合併の場合）

② 合併後存続する法人の変更の登記（吸収合併の場合）

③ 合併によって消滅する法人の解散の登記

２ 合併の効果

合併後存続する法人又は合併によって設立された法人は、これにより消滅した法

人の一切の権利義務を承継することになります。（法第５０条第２項、第５４条の

６）

３ 合併認可申請手続き

（１）申請書提出先

伊勢市健康福祉部福祉監査室

〒５１６－８６０１

伊勢市岩渕１丁目７番２９号

ＴＥＬ ０５９６－２１－５５８４

ＦＡＸ ０５９６－２１－５５５５

電子メール fukushi-kansa@city.ise.mie.jp

（２）提出部数

正本 ２部

提出されたもののうち、１部は認可後、認可書として交付します。

（３）提出書類（規則第６条）

ア 合併認可申請書（様式第７・９７頁又は９９頁）

イ 定款変更認可申請書（様式第２・７３頁）又は定款変更届（様式例３７・

８０頁）

※吸収合併の場合、新定款との変更箇所を確認するため、提出してください。

ウ 添付書類（別紙「合併認可申請書類一覧表」９５頁を参照）

４ 解散の原因

社会福祉法人は、次のいずれかの原因により解散します。（法第４６条第１項）

（１）評議員会の決議

（２）定款に定めた解散事由の発生

この４に列記する法定の解散事由の外に、当該社会福祉法人の定款に特殊な
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解散事由を定款に明記した場合です。この事由は、例えば社会福祉法人の存続

期間を定める等客観的に定まるものであることを要し、この事由による解散は、

所轄庁の認可又は認定を必要としません。

（３）目的たる事業の成功の不能

成功の不能の意味は、社会観念に従って決めるべきであるとされています。

「不能」には、「法令上不能」と「事実上不能」との双方を含みます。

（４）合併（合併により当該社会福祉法人が消滅する場合に限ります。）

合併により消滅社会福祉法人となった場合は、当該社会福祉法人は解散しま

す。

（５）破産手続開始の決定

社会福祉法人がその債務につき、その財産をもって完済することができない

ようになった場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職

権で、破産手続開始の決定をします。

また、このような場合、理事は直ちに裁判所に破産手続開始の申立てをしな

ければなりません。（法第４６条の２）

なお、この申立てを怠った理事は、２０万円以下の過料に処せられます。

（法第１６５条）

また、破産又は合併以外の解散事由によって社会福祉法人が解散し、清算手

続きを進めている間に、破産事由が発生した場合は、清算人は直ちに裁判所に

破産手続開始の申立てをするとともに、その旨を公告（様式例４７・１１１頁）

しなければなりません。（法第４６条の１２）

この手続きを怠った場合の罰則も前記の場合と同様です。

（６）所轄庁の解散命令

所轄庁は、社会福祉法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しく

は定款に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達することができ

ないとき、又は正当の事由がないのに１年以上にわたってその目的とする事業

を行わないときは解散を命ずることができます。（法第５６条第８項）

５ 解散認可、認定申請手続き

４の（１）により解散する場合には伊勢市長の認可、（３）による場合には伊勢市

長の認定がなければ、それぞれの効力を生じません。（法第４６条第２項）

また、解散（合併又は破産による解散を除く。）した場合における残余財産は、評

議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団

法人のうちから選出されたものに帰属します。

なお、合併による解散の場合には、合併について伊勢市長の認可を受けるので、解

散についての認可は必要ありません。

（１）申請書提出先

伊勢市健康福祉部福祉監査室

〒５１６－８６０１

伊勢市岩渕１丁目７番２９号

ＴＥＬ ０５９６－２１－５５８４

ＦＡＸ ０５９６－２１－５５５５

電子メール fukushi-kansa@city.ise.mie.jp

（２）提出部数

正本 ２部
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提出されたもののうち、１部は認可後、認可書又は認定書として交付します。

（３）提出書類（施行規則第５条）

ア 解散認可、認定申請書（様式第８・１０９頁）

イ 添付書類

① 理由書

② 法第４６条第１項の手続（評議員会の決議）又は、定款に定める手続

を経たことを証明する書類

③ 財産目録及び貸借対照表

④ 負債がある場合は、この負債を証明する書類

６ 解散の届出

４の（２）、（５）による解散の場合には、清算人は、遅滞なくその旨を伊勢市長

に届け出なければなりません。（法第４６条第３項）

７ 解散の登記

前述の手続を済ませた法人が解散したときは、合併と破産の場合を除き、主たる事

務所の所在地において２週間以内に、解散の登記をしなければなりません。（法第２

９条第１項、登記令第７条）

解散の登記には、清算人の氏名、住所、解散の原因及び年月日を記載してください。

なお、破産による解散の場合は裁判所が、伊勢市長の解散命令による解散の場合に

は伊勢市長が、それぞれ解散の登記を嘱託します。

８ 清算人の職務等

清算人は、解散前に着手していた事務の結了（法第４６条の９第１号）、債権の取

立て及び債務の弁済（法第４６条の９第２号）、残余財産の引渡し（法第４６条の９

第３号、法第４７条）を行います。

また、清算結了の登記（法第２９条第１項、登記令第１０条）を行い、清算が結了

したときは、伊勢市長に清算結了の届出（様式例４６・１１０頁）をしなければなり

ません。（法第４７条の５）

なお、次に該当することとなったときは、遅滞なく債権を申出るべき旨を公告（様

式例４８・１１１頁）し、債権者が判明している場合は、その債権者に対し、債権

を申出るべき旨を催告しなければなりません。

（１）解散した場合

ただし、評議員会の決議、定款に定めた解散事由の発生、目的たる事業の成

功不能、合併で社会福祉法人が消滅する場合の解散、破産手続開始の決定によ

り解散した場合であって当該破産手続きが終了していない場合を除きます。

（２）設立無効の訴えに係る請求を容認する判決が確定した場合
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合併認可申請書類一覧表

（○印が必要な添付書類）

変更事項

添付書類

吸収合併 新設合併

備 考存続

法人

消滅

法人

新設

法人

消滅

法人

１ 申請書 ○ － ○ －
様式第７（１）・９７頁

様式第７（２）・９９頁

２
定款変更認可申請書又は定

款変更届
○ － － －

様式第２・７３頁

様式例３７・８０頁

吸収合併の場合、変更箇所

の確認のため

３ 合併理由書 ○ － ○ －
様式例３９（１）・１００頁

様式例３９（２）・１００頁

４ 合併契約書（写） ○ ○ ○ ○
様式例４０（１）・１０１頁

様式例４０（２）・１０２頁

５
理事会及び評議員会の議事

録（写）
○ ○ － ○ 合併契約の承認のあるもの

６ 定款 ○ － ○ －
吸収合併存続法人又は新設

合併設立法人のもの

７

財
産
関
係
書
類

(1) 財産目録（写） 〇 ○ 〇 ○
様式第３・７５頁

処分前のもの

(2) 負債を証明する書類 〇 ○ － ○ 負債があるとき

(3) 現金の保有証明書（写） ○ ○ ○ ○ 金種別明細（任意様式）

(4)
預貯金等残高証明書

（写）
〇 － 〇 －

金融機関発行のもの

（口座名義人指定）

(5) 有価証券の保有明細書（写） ○ ○ ○ ○ －

(6)
不動産の登記事項証

明書（写）
〇 － 〇 － －

(7) 固定資産台帳（写） ○ ○ ○ ○ 固定資産の明細書

(8) 貸借対照表（写） － ○ － ○ －

８ 事業計画書 ○ － ○ －
合併の日の属する会計年度

及び次年度のもの

９ 収支予算書 ○ － ○ －
合併の日の属する会計年度

及び次年度のもの

10 仮決算書 〇 ○ － ○ 合併予定日前日現在のもの

11 履歴書（写） ○ － ○
－ 評議員となるべき者及び役

員となるべき者のもの
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（注）１ 評議員となるべき者のうちに、他の各評議員となるべき者について、社会

福祉法施行規則（以下「規則」という。）に規定する次の者

① 第２条の７第６号に規定する者（同号括弧書に規定する割合が３分の１

を超えない場合に限ります。）

② 同条第７号に規定する者（同号括弧書に規定する半数を超えない場合に

限ります。）

③ 同条第８号に規定する者（同号括弧書に規定する割合が３分の１を超え

ない場合に限ります。）

２ 評議員となるべき者のうちに、他の役員となるべき者について、規則に規

定する次の者

① 第２条の８第６号に規定する者（同号括弧書に規定する割合が３分の１

を超えない場合に限ります。）

② 同条第７号に規定する者（同号括弧書に規定する半数を超えない場合に

限ります。）

３ 理事となるべき者のうちに、他の各理事となるべき者について、規則第２

条の１０各号に規定する者（第６号又は第７号に規定する者については、こ

れらの号に規定する割合が３分の１を超えない場合に限ります。）

４ 監事となるべき者のうちに、他の各役員となるべき者について、規則に規

定する次の者

① 第２条の１１第６号に規定する者（同号括弧書に規定する割合が３分の

１を超えない場合に限ります。）

② 同条第７号に規定する者（同号括弧書に規定する割合が３分の１を超え

ない場合に限ります。）

③ 同条第８号に規定する者（同号括弧書に規定する半数を超えない場合に

限ります。）

④ 同条第９号に規定する者（同号括弧書に規定する割合が３分の１を超え

ない場合に限ります。）

５ 「７財産関係書類」の（２）から（８）の書類については、（１）の財産

目録に記載された額との整合性を確認するためのものです。

変更事項

添付書類

吸収合併 新設合併

備 考存続

法人

消滅

法人

新設

法人

消滅

法人

12 就任承諾書（写） ○ － ○ －

・評議員となるべき者及び
役員となるべき者のもの

・吸収合併存続法人の場
合、引続き評議員となる
べき者及び役員となるべ
き者の分は不要

13
各評議員と特殊の関係を説

明する書類（写）
○ － ○ － （注）１

14
各役員と特殊の関係を説明

する書類（写）
○ － ○ －

（注）２、（注）３、

（注）４

15
不動産の所有権移転誓約書

（写）
○ － ○ －

財産目録に記載のもの

様式例４３（１）・１０７頁

様式例４３（２）・１０７頁
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様
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第
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）
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）
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用
）
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地

三
重
県
伊
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市
○
○
町
○
○
番
地

ふ
り
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な
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会
福
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法
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○
○
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理
事

長
の

氏
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理
事
長
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○
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○
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○
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○
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〇
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〇
〇
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由
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の

名
称

社
会
福
祉
法
人
○
○
○
会

合 併 後 存 続 す る 法 人

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

三
重
県
伊
勢
市
○
○
町
○
○
番
地

ふ
り

が
な

法
人

の
名

称
社
会
福
祉
法
人
○
○
○
会

事 業 の 種 類

社
会
福
祉

事
業

第
１

種

第
２

種

公
益

事
業

収
益

事
業

定
款
に
記
載
さ
れ
、
登

記
さ
れ
て
い
る
法
人
の

所
在
地
を
記
載
し
て
く

だ
さ
い
。

定
款
に
記
載
さ
れ
、
登

記
さ
れ
て
い
る
法
人
の

所
在
地
を
記
載
し
て
く

だ
さ
い
。

申
請
書
を
提
出
す
る
年
月
日

を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

（
裏

面
）

※
理
事
の
う
ち
、
理
事
長
予
定
者
に
つ
い
て
は
、
○
を
付
け
て
く
だ
さ
い
。

合 併 後 存 続 す る 法 人

資 産

純
資

産

⑤
－

⑥

内
訳

社
会
福
祉
事
業
用
財
産

③
公

共
事

業
用

財
産

④
収

益
事

業
用

財
産

⑤
財
産
計

①
＋

②
＋

③
＋

④
⑥

負
債

①
基

本
財

産
②

そ
の

他
財

産

円
円

円
円

円
円

円

役 員 等

理 事 監 事 評 議 員 の 別

氏
名

親 族 等 の 特 殊 関 係 者 の 有 無

役
員

の
資

格
等

（
該

当
に

○
）

他
の

社
会

福
祉

法
人

の

理
事

長
へ

の
就

任
状

況

事 業 経 営 識 見

地 域 福 祉 関 係

管 理 者

事 業 識 見

財 務 管 理 識 見

有 無

法
人

名

引 き 続 き 役 員 等 と な る 者

理
事

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

監
事

－
－

－

－
－

－

評
議
員

－
－

－
－

－

－
－

－
－

－

－
－

－
－

－

－
－

－
－

－

－
－

－
－

－

－
－

－
－

－

－
－

－
－

－

新 た に 役 員 等 と な る べ き 者

理
事

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

監
事

－
－

－

－
－

－

評
議
員

－
－

－
－

－

－
－

－
－

－

－
－

－
－

－

－
－

－
－

－

－
－

－
－

－

－
－

－
－

－

－
－

－
－

－
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（
注
）
１

用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
し
て
く
だ
さ
い
。

２
記

載
事

項
が

多
い

た
め
、

こ
の

様
式

に
よ

る
こ

と
が

で
き

な
い

と
き

は
、

適
宜

用
紙

（
大
き
さ
は
、

日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番

）
の
枚
数

を
増
し
、
こ
の
様
式
に
準

じ
た
申
請

書
を
作
成
し
て
く
だ
さ
い
。

３
こ
の
申
請
書
に
は
、
社
会
福
祉

法
施
行
規
則
第
６
条
第
１
項
第
１
号
か
ら
第
４
号
ま
で

に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

98



様
式
第
７
（
２
）

合
併
認
可
申
請
書
（
新
設
合
併
用
）

（
表

面
）

社
会
福
祉
法
人
合
併
認
可
申
請
書
（
新
設
合
併
用
）

申 請 者

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

三
重
県
伊
勢
市
○
○
町
○
○
番
地

ふ
り

が
な

名
称

社
会
福
祉
法
人
○
○
○
会

理
事

長
の

氏
名

理
事
長

○
○

○
○

設
立

事
務

共
同

執
行

者
住

所
三
重
県
伊
勢
市
○
○
町
○
○
番
地

氏
名

理
事
長

○
○

○
○

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

三
重
県
伊
勢
市
○
○
町
○
○
番
地

ふ
り

が
な

名
称

社
会
福
祉
法
人
○
○
○
会

理
事

長
の

氏
名

理
事
長

○
○

○
○

設
立

事
務

共
同

執
行

者

住
所

三
重
県
伊
勢
市
○
○
町
○
○
番
地

氏
名

理
事
長

○
○

○
○

申
請

年
月

日
令
和
〇
〇
年
〇
〇
月
〇
〇
日

合
併

す
る

理
由

別
紙
「
合
併
に
係
る
理
由
書
」
の
と
お
り

合 併 に よ り 設 立 す る 法 人

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

三
重
県
伊
勢
市
○
○
町
○
○
番
地

ふ
り

が
な

法
人

の
名

称
社
会
福
祉
法
人
○
○
○
会

事 業 の 種 類

社
会

福
祉

事
業

第
１

種

第
２

種

公
益

事
業

収
益

事
業

申
請
書
を
提
出
す
る
年
月
日

を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

定
款
に
記
載
さ
れ
、
登
記
す

る
予
定
の
所
在
地
を
記
載
し

て
く
だ
さ
い
。

定
款
に
記
載
さ
れ
、
登
記
さ

れ
て
い
る
法
人
の
書
斎
地
を

記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

定
款
に
記
載
さ
れ
、
登
記
さ

れ
て
い
る
法
人
の
書
斎
地
を

記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

（
裏

面
）

※
理
事
の
う
ち
、
理
事
長
予
定
者
に
つ
い
て
は
、
○
を
付
け
て
く
だ
さ
い
。

（
注
）
１

用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
し
て
く
だ
さ
い
。

２
記

載
事

項
が

多
い

た
め
、

こ
の

様
式

に
よ

る
こ

と
が

で
き

な
い

と
き

は
、

適
宜

用
紙

（
大
き
さ
は
、

日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番

）
の
枚
数

を
増
し
、
こ
の
様
式
に
準

じ
た
申
請

書
を
作
成
し
て
く
だ
さ
い
。

３
こ
の
申
請
書
に
は
、
社
会
福
祉

法
施
行
規
則
第
６
条
第
１
項
第
１
号
か
ら
第
４
号
ま
で

に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

合 併 に よ り 設 立 す る 法 人

資 産

純
資

産

⑤
－

⑥

内
訳

社
会
福
祉
事
業
用
財
産

③
公

共
事

業
用

財
産

④
収

益
事

業
用

財
産

⑤
財
産
計

①
＋
②
＋
③
＋
④

⑥
負

債
①

基
本

財
産

②
そ

の
他

財
産

円
円

円
円

円
円

円

役 員 等 と な る べ き 者

理 事 監 事 評 議 員 の 別

氏
名

親 族 等 の 特 殊 関 係 者 の 有 無

役
員

の
資

格
等

（
該

当
に

○
）

他
の
社

会
福
祉

法
人

の

理
事
長

へ
の
就

任
状

況

事 業 経 営 識 見

地 域 福 祉 関 係

管 理 者

事 業 識 見

財 務 管 理 識 見

有 無

法
人

名

理
事

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

監
事

－
－

－

－
－

－

評
議
員

－
－

－
－

－

－
－

－
－

－

－
－

－
－

－

－
－

－
－

－

－
－

－
－

－

－
－

－
－

－

－
－

－
－

－
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様
式
例
３
９
（
１
）

吸
収
合
併
理
由
書

吸
収
合
併
に
係
る
理
由
書

合
併
後
に

消
滅
す

る
法
人
の

財
務
は

比
較
的

健
全

で
あ
り

、
事
業
運

営
に
経
済

的
な
支

障
は
あ

り
ま
せ
ん
で

し
た
が

、
設
立
○

○
年
を

迎
え
、
施
設

及
び
設

備
の
老
朽

化
が
進
ん

で
お
り

、
修
繕

費
用
の
捻
出
が
困
難
な
状
況
で
し
た
。

少
子
化
の

進
行
に

よ
る
子
ど

も
の
減

少
か
ら

、
将

来
の
事

業
運
営
は

厳
し
く
な

る
こ
と

が
予
想

さ
れ
る
こ
と

か
ら
、

保
育
所
利

用
者
の

長
期
的
か
つ

安
定
的

な
利
用
を

存
続
さ
せ

る
こ
と

を
最
優

先
さ
せ
る
た

め
、
財

政
が
悪
化

し
な
い

段
階
で
合
併

に
よ
る

事
業
継
続

の
決
断
を

行
い
、

合
併
後

に
存
続
す
る
法
人
へ
合
併
の
申
し
入
れ
を
行
い
ま
し
た
。

そ
れ

ぞ
れ

の
法

人
は

、
比

較
的

近
隣

に
立

地
し

て
お

り
、

従
来

か
ら

保
育

所
間

の
交

流
が

あ

り
、
一
定
の

連
携
も

あ
っ
た
こ

と
か
ら

、
合
併
後
に

消
滅
す

る
法
人
に

と
っ
て
、

合
併
後

に
存
続

す
る
法
人
と
の
合
併
は
適
切
で
あ
る
と
判
断
い
た
し
ま
し
た
。

合
併
後
に

存
続
す

る
法
人
で

は
、
合

併
に
よ

り
事

業
領
域

が
拡
大
す

る
こ
と
、

そ
れ
ぞ

れ
の
法

人
の
良
い
と

こ
ろ
を

継
承
す
る

こ
と
に

よ
る
サ
ー
ビ

ス
の
質

の
向
上
が

見
込
ま
れ

る
こ
と

、
地
域

へ
の
貢
献
が
よ
り
一
層
図
ら
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
合
併
の
申
し
入
れ
を
受
入
れ
ま
し
た
。

令
和
〇
〇
年
〇
〇
月
〇
〇
日

伊
勢
市
長

○
○

○
○

様

合
併
後
存
続
す
る
法
人

所
在
地

伊
勢
市
○
○
町
○
○
番
地

名
称

社
会
福
祉
法
人
○
○
○
会

理
事
長

○
○

○
○

合
併
後
消
滅
す
る
法
人

所
在
地

伊
勢
市
○
○
町
○
○
番
地

名
称

社
会
福
祉
法
人
○
○
○
会

理
事
長

○
○

○
○

様
式
例
３
９
（
２
）

新
設
合
併
理
由
書

新
設
合
併
に
係
る
理
由
書

現
在
の

伊
勢
市

に
お

け
る

保
育

所
は
、

公
立
保
育

所
○
所

、
社

会
福

祉
法

人
が
経

営
す
る

保
育

所
○
所
（

○
○
保
育

園
、
○
○
保

育
園

、
○
○
保

育
園

、
○
○
保

育
園

、
○
○
保

育
園
）
の

合
計

○
○
所
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

社
会
福

祉
法
人

が
経

営
す

る
保

育
所
○

所
に
つ
い

て
は
、

そ
れ

ぞ
れ

の
地

区
に
お

い
て
保

育
所

を
経
営
し
て

お
り
ま

す
が
、
近

年
の
少

子
化
の
進
行

に
よ
る

子
ど
も
の

減
少
が
続

く
中
、

そ
の
運

営
は
今
後
ま
す
ま
す
厳
し
く
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

こ
の

よ
う
な
状
況

の
中
、

令
和

○
○
年

度
か

ら
伊
勢

市
○
○

会
、
伊

勢
市
保
育

組
織
検
討

委
員

会
及
び
各
社

会
福
祉

法
人
の
理

事
会
に

お
い
て
、
保

育
所
経

営
に
つ
い

て
の
方
策

を
種
々

協
議
し

て
ま
い
り
ま
し
た
。

そ
の

結
果
、
将
来

的
な
経

営
基

盤
を
強

化
し

、
職
員

の
資
質

の
向
上

と
保
育
内

容
の
充
実

を
図

る
こ
と
に
よ

り
、
地

域
の
児
童

福
祉
の

増
進
に
寄
与

す
る
こ

と
を
目
的

に
、
伊
勢

市
内
○

つ
の
社

会
福
祉
法
人
が
合
併
し
て
、
新
た
に
社
会
福
祉
法
人
を
設
立
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。

令
和
〇
〇
年
〇
〇
月
〇
〇
日

伊
勢
市
長

○
○

○
○

様

設
立
事
務
共
同
執
行
者

所
在
地

伊
勢
市
○
○
町
○
○
番
地

氏
名

社
会
福
祉
法
人
○
○
○
会

理
事
長

○
○

○
○

設
立
事
務
共
同
執
行
者

所
在
地

伊
勢
市
○
○
町
○
○
番
地

氏
名

社
会
福
祉
法
人
○
○
○
会

理
事
長

○
○

○
○

100



様
式
例
４
０
（
１
）

吸
収
合
併
契
約
書

吸
収

合
併

契
約

書

社
会

福
祉
法

人
○

○
○

会
理

事
長

〇
〇

〇
〇

（
以

下
「
甲

」
と
い

う
。
）

と
社

会
福
祉

法
人
○

○
○
会

理
事
長

〇
〇

〇
〇
（

以
下

「
乙
」

と
い

う
。
）

は
合
併

に
関
し

、
次
の

と
お

り
契
約

を
締

結
す
る
。

（
合
併
の
方
式
）

第
１
条

甲
は
、
乙
を
合
併
し
て
存
続
し
、
乙
は
解
散
す
る
。

（
合
併
の
期
日
）

第
２
条

合
併
の

期
日
は
、
令

和
○
○
年
○
○

月
○
○
日
と
す
る
。
た
だ
し
、
同

日
ま
で
に
合
併

に
必
要

な
手
続
き
が

完
了
し
な
い

と
き
は
、
甲
及
び
乙
の
代
表
者

に
お
い
て
協

議
し
、
こ
れ
を

延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
定
款
変
更
）

第
３
条

甲
の
定
款
の
基
本
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

１
名

称
社
会
福
祉
法
人
○
○
○
会

２
主
た
る
事
務
所

伊
勢
市
○
○
町
○
○
番
地

３
事

業
甲
の
定
款
で
定
め
る
全
て
の
事
業

４
役
員
等
の
定
数

（
１
）
理

事
○
名

監
事

○
名

（
２
）
評
議
員

○
名

５
定
款
変
更

事
項

（
１
）

定
款
を

変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
評

議
員
会
の
議
決

を
得
て
、
伊

勢
市
長
の
認

可
（

社
会

福
祉
法

第
４
５

条
の
３

６
第
２
項
に

規
定
す
る
厚

生
労

働
省

令
で
定

め
る
事

項
に
係

る
も
の
を
除
く
。）

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
２
）

前
項
の

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
に

係
る
定
款
の
変

更
を
し
た
と

き
は
、
遅
滞

な
く

そ
の

旨
を
伊

勢
市
長

に
届
け

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
公

告
の

方
法

公
告

は
、
甲

の
掲

示
場
に
掲

示
す

る
と

と
も
に

、
官
報

、
新
聞

又
は
電
子
公
告
に
記
載
し
て
行
う
。

（
基
本
財
産
）

第
４
条

甲
の
基
本
財
産
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

１
土
地

①
伊
勢
市
○
○
一
丁
目
○
○
番
所
在
の
○
○
保
育
所

敷
地
（
○
○
㎡
）

②
伊
勢
市
○
○
町
○
○
番
所
在
の
○
○
保
育
園

敷
地
（
○
○
㎡
）

２
建
物

①
伊
勢
市
○
○
一
丁
目
○
○
番
○
○
号
所
在
の
○
○
造
○
○
屋
根
○
階
建

○
○
保
育
所

１
棟
（
○
階
○
○
㎡
、
○
階
○
○
㎡
）

②
伊
勢
市
○
○
町
○
○
番
地
所
在
の
○
○
造
○
○
屋
根
○
階
建

○
○
保
育
園

１
棟
（
○
階
○
○
㎡
、
○
階
○
○
㎡
）

３
現
金

定
期
預
金
○
○
万
円

（
権
利
義
務
の
継
承
）

第
５
条

新
法
人
は
、
甲
及
び
乙
の
令
和
○
○
年
○
○
月
○
○
日
現
在
の
貸
借
対
照
表
及
び
財
産

目
録
を

も
と

に
、
以

後
合
併
期

日
ま
で

の
収

入
支
出
を

加
除

し
、
合
併

期
日

に
お
け

る
甲
及
び

乙
の
権
利
義
務
一
切
を
承
継
す
る
も
の
と
す
る
。

（
財
産
の
管
理
）

第
６
条

甲
及
び
乙
は
、
こ
の

契
約
の
締
結

後
、
所
有
財
産
の
管
理
に
最

善
の
注
意
を

は
ら
い
、

新
た

な
義
務

等
の
発
生
及
び
そ
の
他
重
要
な
取
引
き
に
つ

い
て
は
、
予
め
両
者
の
承

認
を
受
け

る
も
の
と
す
る
。

（
財
産
等
の
引
継
ぎ
）

第
７
条

乙
の
所
有
す
る
財
産
そ
の
他
一
切
の
権
利
義
務
は
、
甲
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

（
職
員
の
身
分
）

第
８
条

合
併
の
際
に
お
け
る

乙
の
職
員
は

、
す
べ
て
の
甲
の
職
員
と
し

て
引
き
継
ぐ

も
の
と
す

る
。

乙
の
職

員
の
給
与
、
任
免
、
配
置
そ
の
他
の
身
分
の

取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
甲

の
職
員
と

の
均
衡
を
考
慮
し
て
、
公
正
に
取
扱
う
も
の
と
す
る
。

（
事
務
の
執
行
）

第
９
条

合
併
の
た
め
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
甲
及
び
乙
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
任
さ
れ
た
者
が
行
う

も
の
と
す
る
。

（
理
事
会
の
招
集
）

第
１
０
条

甲
及
び
乙
は
、
こ
の
契
約
の
承
認
の
他
合
併
に
必
要
な
議
決
を
経
る
た
め
、
こ
の
契

約
を
締
結
後
、
速
や
か
に
理
事
会
を
招
集
す
る
も
の
と
す
る
。

（
契
約
の
解
除
等
）

第
１
１
条

こ
の
契
約
の
締
結

の
日
か
ら
合

併
成
立
ま
で
の
間
に
、
天
災

地
変
そ
の
他

の
事
由
に

よ
り

、
甲
又

は
乙
の
所
有
財
産
に
重
大
な
変
更
が
あ
っ
た

と
き
は
、
両
者
は
協
議
の

う
え
、
こ

の
契
約
を
変
更
し
、
又
は
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
契
約
の
効
力
）

第
１
２
条

こ
の
契
約
は
第
１
０
条
の
合
併
承
認
の
議
決
後
、
伊
勢
市
長
の
合
併
認
可
の
日
か
ら

効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
協
議
）

第
１
３
条

こ
の
契
約
に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
調
整
を
必
要
と
す
る
事
項
が
生
じ
た
と
き

は
、
合
併
条
件
に
影
響
の
な
い
限
り
、
甲
及
び
乙
の
代
表
者
に
お
い
て
協
議
を
行
い
、
決
定
す

る
も
の
と
す
る
。

上
記
契
約
の
証
と
し
て
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
各
１
通
を
保
管
す
る
も
の
と
す
る
。

令
和
○
○
年
○
○
月
○
○
日

甲
所
在
地

伊
勢
市
○
○
町
○
○
番
地

名
称

社
会
福
祉
法
人
○
○
○
会

理
事
長

○
○

○
○

㊞

乙
所
在
地

伊
勢
市
○
○
町
○
○
番
地

名
称

社
会
福
祉
法
人
○
○
○
会

理
事
長

○
○

○
○

㊞
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様
式
例
４
０
（
２
）

合
併
契
約
書
（
新
設
合
併
）

新
設

合
併

契
約

書

社
会
福

祉
法

人
○

○
○

会
理
事

長
〇

〇
〇

〇
（

以
下

「
甲

」
と

い
う

。
）
と

社
会

福
祉

法
○

○

○
会

理
事

長
〇

〇
〇
〇

（
以

下
「

乙
」

と
い

う
。
）
は

合
併

し
、

新
た

に
社

会
福
祉

法
人

を
設

立

す
る
に
あ
た
り
、
関
係
法
人
間
で
下
記
の
と
お
り
合
併
契
約
を
締
結
す
る
。

（
合
併
の
方
式
）

第
１
条

甲
及
び

乙
は
、
合
併
し
て
新
た
に

社
会
福
祉

法
人
を
設

立
し
、

設
立
後
は
、
甲
及
び
乙

は
解
散
す
る
。

（
合
併
の
期
日
）

第
２
条

合
併
の

期
日
は
、
令
和
○
○
年
○

○
月
○
○

日
と
す
る

。
た
だ

し
、
同
日
ま
で
に
合
併

に
必
要

な
手
続
き
が
完
了
し

な
い
と

き
は
、
甲

及
び
乙
の
代
表

者
に
お
い

て
協
議
し
、
こ
れ
を

延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
新
設
法
人
の
状
況
）

第
３

条
合
併

に
よ
り

設
立
す

る
法
人

（
以

下
「

新
法

人
」

と
い

う
。
）

の
名

称
、

主
た

る
事
務

所
の
所
在
地
、
目
的
、
経
営
す
る
事
業
の
種
類
等
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

１
新
法
人
の
名
称

社
会
福
祉
法
人
○
○
○
会

２
主
た
る
事
務
所

伊
勢
市
○
○
町
○
○
番
地

３
目

的
新
法
人
は
、

多
様
な
福

祉
サ
ー
ビ

ス
が
そ

の
利
用
者

の
意
向
を
尊

重
し

て
総

合
的

に
提
供
さ

れ
る
よ
う

創
意
工
夫

す
る

こ
と
に

よ
り
、

利
用

者
が

、
個

人
の
尊
厳

を
保
持
し

つ
つ
、
心

身
と

も
に
健

や
か
に

育
成
さ
れ
る
よ
う
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

４
経

営
事

業
の

種
類

（
１
）
第
１
種
社
会
福
祉
事
業

①
児
童
養
護
施
設
の
経
営

（
２
）
第
２
種
社
会
福
祉
事
業

①
保
育
所
の
設
置
経
営

②
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
経
営

③
児
童
厚
生
施
設
の
経
営

（
３
）
公
益
事
業

①
事
業
所
内
保
育
の
事
業

５
役
員
等
の
定
数

（
１
）
理

事
○
名

監
事

○
名

（
２
）
評
議
員

○
名

６
定
款

変
更

事
項

（
１
）

定
款

を
変
更
し

よ
う
と
す

る
と
き

は
、
評
議

員
会
の
議
決

を
得
て
、

伊
勢
市
長

の
認
可
（

社
会
福
祉

法
第
４
５

条
の
３

６
第
２
項

に
規
定
す

る
厚
生
労

働
省
令
で

定
め
る
事

項
に
係

る
も
の
を
除
く
。）

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
２
）

前
項

の
厚
生
労

働
省
令
で

定
め
る

事
項
に
係
る
定
款
の
変

更
を
し
た

と
き
は
、

遅
滞
な
く

そ
の
旨
を

伊
勢
市
長

に
届
け

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７
公

告
の

方
法

公
告
は
、

新
法
人

の
掲
示
場

に
掲

示
す

る
と

と
も
に

、
官
報
、

新
聞
又
は
電
子
公
告
に
記
載
し
て
行
う
。

（
基
本
財
産
）

第
４
条

新
法
人
の
基
本
財
産
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

１
土
地

①
伊
勢
市
○
○
一
丁
目
○
○
番
所
在
の
○
○
保
育
所

敷
地
（
○
○
㎡
）

②
伊
勢
市
○
○
町
○
○
番
所
在
の
○
○
保
育
園

敷
地
（
○
○
㎡
）

２
建
物

①
伊
勢
市
○
○
一
丁
目
○
○
番
○
○
号
所
在
の
○
○
造
○
○
屋
根
○
階
建
○

○
保
育
所

１
棟
（
○
階
○
○
㎡
、
○
階
○
○
㎡
）

②
伊
勢
市
○
○
町
○
○
番
地
所
在
の
○
○
造
○
○
屋
根
○
階
建
○
○
保
育
園

１
棟
（
○
階
○
○
㎡
、
○
階
○
○
㎡
）

３
現
金

定
期
預
金
○
○
万
円

（
権
利
義
務
の
継
承
）

第
５
条

新
法
人
は
、
甲
及
び
乙
の
令
和
○
○
年
○
○
月
○
○
日
現
在
の
貸
借
対
照
表
及
び
財
産

目
録
を
も
と
に
、
以
後
合
併
期
日
ま
で
の
収
入
支
出
を
加
除
し
、
合
併
期
日
に
お
け
る
甲
及
び

乙
の
権
利
義
務
一
切
を
承
継
す
る
も
の
と
す
る
。

（
財
産
の
管
理
）

第
６
条

甲
及
び
乙
は
、
こ
の
契
約
の
締
結
後
、
所
有
財
産
の
管
理
に
最
善
の
注
意
を
は
ら
い
、

新
た
な
義
務
等
の
発
生
及
び
そ
の
他
重
要
な
取
引
き
に
つ
い
て
は
、
予
め
両
者
の
承
認
を
受
け

る
も
の
と
す
る
。

（
事
務
の
執
行
）

第
７
条

新
定
款
の
作
成
と
そ
の
他
新
法
人
の
設
立
の
た
め
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
甲
及
び
乙
か

ら
そ
れ
ぞ
れ
選
任
さ
れ
た
設
立
事
務
共
同
執
行
者
が
行
う
も
の
と
す
る
。

（
理
事
会
の
招
集
）

第
８
条

甲
及
び
乙
は
、
こ
の
契
約
の
承
認
の
他
合
併
に
必
要
な
議
決
を
経
る
た
め
、
こ
の
契
約

を
締
結
後
、
速
や
か
に
理
事
会
を
招
集
す
る
も
の
と
す
る
。

（
契
約
の
解
除
等
）

第
９
条

こ
の
契

約
の
締
結
の
日
か
ら
新
法

人
の
設
立

に
至
る
ま

で
の
間

に
、
天
災
地
変
そ
の
他

の
事
由

に
よ
り
、
甲
又
は
乙

の
所
有

財
産
に
重

大
な
変
更
が
あ

っ
た
と
き

は
、
両
者
は
協
議
の

う
え
、
こ
の
契
約
を
変
更
し
、
又
は
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
契
約
の
効
力
）

第
１
０
条

こ
の
契
約
は
第
８
条
の
合
併
承
認
の
議
決
後
、
伊
勢
市
長
の
合
併
認
可
の
日
か
ら
効

力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
協
議
）

第
１
１
条

こ
の
契
約
に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
調
整
を
必
要
と
す
る
事
項
が
生
じ
た
と
き

は
、
合
併
条
件
に
影
響
の
な
い
限
り
、
甲
及
び
乙
の
代
表
者
に
お
い
て
協
議
を
行
い
、
決
定
す

る
も
の
と
す
る
。

上
記
契
約
の
証
と
し
て
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
各
１
通
を
保
管
す
る
も
の
と
す
る
。

令
和
○
○
年
○
○
月
○
○
日

甲
所
在
地

伊
勢
市
○
○
町
○
○
番
地

名
称

社
会
福
祉
法
人
○
○
○
会

理
事
長

○
○

○
○

㊞

乙
所
在
地

伊
勢
市
○
○
町
○
○
番
地

名
称

社
会
福
祉
法
人
○
○
○
会

理
事
長

○
○

○
○

㊞
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様
式
例
４
１
（
１
）

吸
収
合
併
公
告

（
合
併
後
存
続
す
る
法
人
）

社
会
福
祉
法
人
吸
収
合
併
公
告

社
会
福
祉
法
人
○
○
○
会
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
は
、
令
和
○
○
年
○
○
月
○
○
日
に
社
会

福
祉
法
人
○
○
○
会
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。）

を
吸
収
し
て
合
併
し
、
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い

た
し
ま
し
た
。

つ
き

ま
し
て
は
、

こ
の
合

併
に

対
し
て

異
議

の
あ
る

債
権
者

は
、
本

公
告
記
載

の
翌
日
か

ら
２

箇
月
以
内
に
そ
の
旨
を
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

な
お

、
甲

乙
両

法
人

の
最

終
会

計
年

度
に

係
る

貸
借

対
照

表
の

開
示

状
況

は
次

の
と

お
り

で

す
。

記

甲
別
紙
「
貸
借
対
照
表
」
の
と
お
り

乙
別
紙
「
貸
借
対
照
表
」
の
と
お
り

令
和
○
○
年
○
○
月
○
○
日

甲
伊
勢
市
○
○
町
○
○
番
地

社
会
福
祉
法
人
○
○
○
会

理
事
長

○
○

○
○

㊞

乙
伊
勢
市
○
○
町
○
○
番
地

社
会
福
祉
法
人
○
○
○
会

理
事
長

○
○

○
○

㊞

（
合
併
後
消
滅
す
る
法
人
）

社
会
福
祉
法
人
吸
収
合
併
公
告

社
会
福
祉
法
人
○
○
○
会
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
は
、
令
和
○
○
年
○
○
月
○
○
日
に
社
会

福
祉
法
人
○
○
○
会
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。）

に
吸
収
さ
れ
て
合
併
し
、
甲
は
解
散
す
る
こ
と
に

い
た
し
ま
し
た
。

つ
き

ま
し
て
は
、

こ
の
合

併
に

対
し
て

異
議

の
あ
る

債
権
者

は
、
本

公
告
記
載

の
翌
日
か

ら
２

箇
月
以
内
に
そ
の
旨
を
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

な
お

、
甲

乙
両

法
人

の
最

終
会

計
年

度
に

係
る

貸
借

対
照

表
の

開
示

状
況

は
次

の
と

お
り

で

す
。

記

甲
別
紙
「
貸
借
対
照
表
」
の
と
お
り

乙
別
紙
「
貸
借
対
照
表
」
の
と
お
り

令
和
○
○
年
○
○
月
○
○
日

甲
伊
勢
市
○
○
町
○
○
番
地

社
会
福
祉
法
人
○
○
○
会

理
事
長

○
○

○
○

㊞

乙
伊
勢
市
○
○
町
○
○
番
地

社
会
福
祉
法
人
○
○
○
会

理
事
長

○
○

○
○

㊞
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様
式
例
４
１
（
２
）

新
設
合
併
公
告

社
会
福
祉
法
人
新
設
合
併
公
告

社
会

福
祉

法
人

○
○

○
会

（
以

下
「

甲
」

と
い

う
。
）
、

社
会

福
祉

法
人

○
○

○
会

（
以

下

「
乙
」
と
い
う
。）
、
社
会
福
祉
法
人
○
○
○
会
（
以
下
「
丙
」
と
い
う
。）

及
び
社
会
福
祉
法
人
○

○
○
会
（
以
下
「
丁
」
と
い
う
。）

は
、
令
和
○
○
年
○
○
月
○
○
日
に
新
設
合
併
（
対
等
合
併
）

し
、

新
た

に
社

会
福

祉
法

人
○

○
○

会
（

伊
勢

市
○

○
町

○
○

番
地

）
を

設
立

し
、

甲
乙

丙
丁

は
、
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

つ
き

ま
し
て
は
、

こ
の
合

併
に

対
し
て

異
議

の
あ
る

債
権
者

は
、
本

公
告
記
載

の
翌
日
か

ら
２

箇
月
以
内
に
そ
の
旨
を
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

な
お

、
甲
乙
両
法

人
の
最

終
会

計
年
度

に
係

る
貸
借

対
照
表

の
開
示

状
況
は
、

次
の
と
お

り
で

す
。

記

甲
別
紙
「
貸
借
対
照
表
」
の
と
お
り

乙
別
紙
「
貸
借
対
照
表
」
の
と
お
り

丙
別
紙
「
貸
借
対
照
表
」
の
と
お
り

丁
別
紙
「
貸
借
対
照
表
」
の
と
お
り

令
和
○
○
年
○
○
月
○
○
日

甲
伊
勢
市
○
○
町
○
○
番
地

社
会
福
祉
法
人
○
○
○
会

理
事
長

○
○

○
○

㊞

乙
伊
勢
市
○
○
町
○
○
番
地

社
会
福
祉
法
人
○
○
○
会

理
事
長

○
○

○
○

㊞

丙
伊
勢
市
○
○
町
○
○
番
地

社
会
福
祉
法
人
○
○
○
会

理
事
長

○
○

○
○

㊞

丁
伊
勢
市
○
○
町
○
○
番
地

社
会
福
祉
法
人
○
○
○
会

理
事
長

○
○

○
○

㊞
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様
式
例
４
２
（
１
）

催
告
書
及
び
承
諾
書
（
吸
収
合
併
）

関
係

者
各

位

催
告

書

拝
啓

時
下
、
ま
す
ま
す
ご
清
栄
の
こ
と
と
お
喜
び
申
し
上
げ
ま
す
。

さ
て
、
こ
の
た
び
社
会
福
祉
法
人
○
○
○
会
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。）

は
、
次
の
と
お
り
社
会

福
祉
法
人
○
○
○
会
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。）

を
吸
収
し
、
合
併
す
る
こ
と
を
議
決
い
た
し
ま
し

た
。 こ
の
こ
と
に
よ
り
、
甲
は
存
続
し
、
乙
は
解
散
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

つ
き

ま
し
て
は
、

こ
の
合

併
に

ご
異
議

が
ご

ざ
い
ま

し
た
ら

、
令
和

○
○
年
○

○
月
○
○

日
ま

で
に
、
そ
の
旨
を
本
会
ま
で
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

な
お

、
こ
の
合
併

に
ご
異

議
が

な
い
と

き
は

、
誠
に

恐
縮
で

す
が
、

同
封
の
承

諾
書
に
捺

印
の

上
、
ご
返
送
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

敬
具

記

吸
収

合
併

す
る

日
令
和
○
○
年
○
○
月
○
○
日

以
上

令
和
○
○
年
○
○
月
○
○
日

甲
伊
勢
市
○
○
町
○
○
番
地

社
会
福
祉
法
人
○
○
○
会

理
事
長

○
○

○
○

㊞

乙
伊
勢
市
○
○
町
○
○
番
地

社
会
福
祉
法
人
○
○
○
会

理
事
長

○
○

○
○

㊞

承
諾

書

社
会
福
祉
法
人
○
○
○
会

理
事
長

○
○

○
○

令
和
○
○

年
○
○

月
○
○
日

付
け
の

催
告
書

に
お

い
て
連

絡
の
あ
っ

た
社
会
福

祉
法
人

の
合
併

に
つ
い
て
、

社
会
福

祉
法
人
○

○
○
会

が
そ
の
権
利

義
務
を

承
継
す
る

こ
と
に
つ

い
て
、

当
社
と

し
て
は
異
議
が
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
○
○
年
○
○
月
○
○
日

○
○
市
○
○
町
○
○
番
地

○
○
○
○
株
式
会
社

代
表
取
締
役

○
○

○
○

㊞
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様
式
例
４
２
（
２
）

催
告
書
及
び
承
諾
書
（
新
設
合
併
）

関
係

者
各

位

催
告

書

拝
啓

時
下
、
ま
す
ま
す
ご
清
栄
の
こ
と
と
お
喜
び
申
し
上
げ
ま
す
。

さ
て

、
こ
の
た
び

社
会
福

祉
法
人
○
○

○
会
（

以
下

「
甲

」
と

い
う

。
）
、
社
会

福
祉
法

人
○
○

○
会
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。）
、
社
会
福
祉
法
人
○
○
○
会
（
以
下
「
丙
」
と
い
う
。）

及
び
社
会

福
祉
法
人
○
○
○
会
（
以
下
「
丁
」
と
い
う
。）

は
、
新
設
合
併
（
対
等
合
併
）
し
、
新
た
に
社
会

福
祉
法
人
○

○
○
会

（
伊
勢
市

○
○
町

○
○
番
地
）

設
立
し

、
甲
乙
丙

丁
は
、
解

散
す
る

こ
と
に

い
た
し
ま
し
た
。

つ
き

ま
し
て
は
、

こ
の
合

併
に

ご
異
議

が
ご

ざ
い
ま

し
た
ら

、
令
和

○
○
年
○

○
月
○
○

日
ま

で
に
、
そ
の
旨
を
本
会
ま
で
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

な
お

、
こ
の
合
併

に
ご
異

議
が

な
い
と

き
は

、
誠
に

恐
縮
で

す
が
、

同
封
の
承

諾
書
に
捺

印
の

上
、
ご
返
送
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

敬
具

記

新
設
合
併
法
人

伊
勢
市
○
○
町
○
○
番
地

社
会
福
祉
法
人
○
○
○
会

理
事
長

○
○

○
○

新
設

合
併

日
令
和
○
○
年
○
○
月
○
○
日

以
上

令
和
○
○
年
○
○
月
○
○
日

甲
伊
勢
市
○
○
町
○
○
番
地

社
会
福
祉
法
人
○
○
○
会

理
事
長

○
○

○
○

㊞

乙
伊
勢
市
○
○
町
○
○
番
地

社
会
福
祉
法
人
○
○
○
会

理
事
長

○
○

○
○

㊞

丙
伊
勢
市
○
○
町
○
○
番
地

社
会
福
祉
法
人
○
○
○
会

理
事
長

○
○

○
○

㊞

丁
伊
勢
市
○
○
町
○
○
番
地

社
会
福
祉
法
人
○
○
○
会

理
事
長

○
○

○
○

㊞

承
諾

書

社
会
福
祉
法
人
○
○
○
会

理
事
長

○
○

○
○

令
和
○
○

年
○

○
月
○

○
日
付

け
の

催
告
書

に
お
い

て
連

絡
の
あ

っ
た
社

会
福

祉
法
人

の
新
設

合
併
に
つ
い
て
、
当
社
と
し
て
は
異
議
が
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
○
○
年
○
○
月
○
○
日

○
○
市
○
○
町
○
○
番
地

○
○
○
○
株
式
会
社

代
表
取
締
役

○
○

○
○

㊞
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様
式
例
４
３
（
１
）

吸
収
合
併
不
動
産
所
有
権
移
転
登
記
確
約
書

不
動
産
所
有
権
移
転
登
記
確
約
書

こ
の

度
、
社

会
福

祉
法

人
○
○
○

会
と

社
会

福
祉
法
人
○

○
○
会
の

合
併
に
あ

た
り
、

伊
勢
市

長
の

合
併

認
可
後

、
速
や

か
に

下
記
の

不
動
産

に
つ

い
て
、

当
法
人
へ

の
所
有
権

移
転
登

記
の
手

続
き
を
行
う
こ
と
を
確
約
い
た
し
ま
す
。

記

所
有
権
移
転
登
記
対
象
不
動
産

１
．

２
．

令
和
○
○
年
○
○
月
○
○
日

伊
勢
市
長

○
○

○
○

様 所
在
地

伊
勢
市
○
○
町
○
○
番
地

社
会
福
祉
法
人
○
○
○
会

理
事
長

○
○

○
○

様
式
例
４
３
（
２
）

新
設
合
併
不
動
産
所
有
権
移
転
登
記
確
約
書

不
動
産
所
有
権
移
転
登
記
確
約
書

こ
の

度
、
社

会
福
祉
法

人
○
○

○
会
と
社

会
福

祉
法

人
○

○
○
会

の
合
併

に
あ
た
り
、

伊
勢
市

長
の

合
併
認

可
後

、
速
や

か
に
下

記
の

不
動
産

に
つ
い

て
、

新
設
合

併
法
人

へ
の

所
有
権

移
転
登

記
の
手
続
き
を
行
う
こ
と
を
確
約
い
た
し
ま
す
。 記

所
有
権
移
転
登
記
対
象
不
動
産

１
．

２
．

令
和
○
○
年
○
○
月
○
○
日

伊
勢
市
長

○
○

○
○

様 所
在
地

伊
勢
市
○
○
町
○
○
番
地

社
会
福
祉
法
人
○
○
○
会

理
事
長

○
○

○
○

所
在
地

伊
勢
市
○
○
町
○
○
番
地

社
会
福
祉
法
人
○
○
○
会

理
事
長

○
○

○
○
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解散認可・認定申請書類一覧表

（○印が必要な添付書類）

区 分 備 考

１ 申請書 様式第８・１０９頁

２ 解散理由書 様式例４４・１０９頁

３ 理事会及び評議員会の議事録
合併契約の承認のあるもの

原本証明をすること

４

財

産

関

係

書

類

(1) 財産目録 様式第３・７５頁

(2) 現金の保有明細書 金種別明細（任意様式）

(3) 有価証券の保有明細書

(4) 固定資産台帳 固定資産の明細書

(6) 貸借対照表

(7) 負債を証明する書類 負債があるとき

５ 解散及び清算人就任登記完了届 様式例４５・１１０頁

６ 清算結了届 様式例４６・１１０頁
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様
式
第
８

解
散
認
可
申
請
書
、
解
散
認
定
申
請
書

（
注
）
１

用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
し
て
く
だ
さ
い
。

２
記

載
事

項
が

多
い

た
め
、

こ
の

様
式

に
よ

る
こ

と
が

で
き

な
い

と
き

は
、

適
宜

用
紙

（
大
き
さ
は
、

日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番

）
の
枚
数

を
増
し
、
こ
の
様
式
に
準

じ
た
申
請

書
を
作
成
し
て
く
だ
さ
い
。

３
こ
の
申
請
書
に
は
、
社
会
福
祉

法
施
行
規
則
第
５
条
第
１
項
第
１
号
か
ら
第
３
号
に
掲

げ
る
書
類
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

解
散

申
請

書

申 請 者

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

三
重
県
伊
勢
市
○
○
町
○
○
番
地

ふ
り

が
な

名
称

理
事

長
の

氏
名

理
事
長

○
○

○
○

申
請

年
月

日
令
和
〇
〇
年
〇
〇
月
〇
〇
日

解
散

す
る

理
由

別
紙
「
解
散
に
係
る
理
由
書
」
の
と
お
り

資 産

純
資
産

⑤
－
⑥

内
訳

社
会
福
祉
事
業
用
財
産

③
公
益
事

業
用
財
産

④
収

益
事

業
用
財
産

⑤
財

産
計

①
＋

②
＋

③
＋

④
⑥

負
債

①
基

本

財
産

②
そ
の
他

財
産

円
円

円
円

円
円

円

残
余

財
産

処
分

方
法

認
可

認
定

様
式
例
４
４

解
散
理
由
書

解
散
に
係
る
理
由
書

令
和
○
○
年
○
○
月
○
○
日

伊
勢
市
長

○
○

○
○

様

少
子
化
の

進
行
に
よ

る
子
ど

も
の

減
少

か
ら

、
将

来
の

事
業

運
営

は
厳

し
く
な
る
こ

と
が
予
想

さ
れ
る
中
、

保
育
所
利

用
者
の

長
期

的
か

つ
安

定
的

な
利

用
を

存
続

さ
せ
る

た
め
、
他

の
社
会
福

祉
法
人
と
の
合
併
を
模
索
す
る
な
ど
、
最
善
を
尽
く
し
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
な

が
ら
、

様
々

な
事
情

に
よ
り

合
併

の
協
定

に
至
る

こ
と

が
で

き
な
く
な

り
、

職
員
の

確
保
な
ど
が
で
き
ず
、
事
業
の
継
続
が
困
難
と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
ま
ま

事
業
を
継

続
す
る

こ
と

に
よ

り
、

経
営

破
綻

が
避

け
ら

れ
な

い
状
況
に
な

っ
た
場
合

な
ど
、
利
用
者
を
は
じ
め
関
係
者
へ
の
影
響
は
著
し
く
大
き
く
な
り
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
事
態
に
陥
る
前
に
、
解
散
を
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

記

解
散
事
由

業
継
続
の
不
能
（
社
会
福
祉
法
第
４
６
条
第
１
項
第
３
号
）

所
在
地

伊
勢
市
○
○
町
○
○
番
地

名
称

社
会
福
祉
法
人
○
○
○
会

理
事
長

○
○

○
○

109



様
式
例
４
５

解
散
及
び
清
算
人
就
任
登
記
完
了
届

解
散
及
び
清
算
人
就
任
登
記
完
了
届 令
和
○
○
年
○
○
月
○
○
日

伊
勢
市
長

○
○

○
○

様

社
会
福
祉
法
人
○
○
○
会

清
算
人

○
○

○
○

当
法

人
は

、
令

和
○
○

年
○
○

月
○
○
日

に
、
解

散
及

び
清

算
人

就
任

の
登
記
を

行
い

ま
し
た

の
で
、
登
記
簿
を
添
え
て
報
告
い
た
し
ま
す
。

様
式
例
４
６

清
算
結
了
届

清
算

結
了

届

令
和
○
○
年
○
○
月
○
○
日

伊
勢
市
長

○
○

○
○

様

社
会
福
祉
法
人
○
○
○
会

清
算
人

○
○

○
○

当
法

人
は

、
令

和
○

○
年

○
○

月
○

○
日

付
○

○
号

に
よ

り
解

散
し

、
令

和
○

○
年

○
○

月

○
○
日
に
清
算
を
結
了
し
た
の
で
届
け
出
ま
す
。 記

添
付
書
類

１
清
算
書

２
法
人
登
記
簿
謄
本

３
官
報
（
写
）

４
領
収
書
（
写
）
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様
式
例
４
７

破
産
手
続
開
始
申
立
て
の
公
告

破
産
手
続
開
始
申
立
公
告

社
会
福
祉
法
人
〇
〇
〇
会
は
、
令
和
〇
〇
年
〇
〇
月
〇
〇
日
に
解
散
し
、
現
在
清
算
中
で
す

が
、
債
務
を
当
法
人
の
財
産
で
完
済
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
た
め
、
破

産
手
続
開
始
の
申
立
て
を
行
い
ま
し
た
。

記

申
立

日
令
和
〇
〇
年
〇
〇
月
〇
〇
日

申
立
場
所

〇
〇
地
方
裁
判
所

令
和
〇
〇
年
〇
〇
月
〇
〇
日

伊
勢
市
〇
〇
町
〇
〇
番
地

社
会
福
祉
法
人
〇
〇
〇
会

理
事
長

〇
〇

〇
〇

㊞

様
式
例
４
８

解
散
公
告

解
散

公
告

当
法
人
は
、
令
和
○
○
年
○
○
月
○
○
日
付
で
、
伊
勢
市
長
の
認
可
に
よ
り
解
散
し
た
の
で
、

当
法
人
に
債
権
を
有
す
る
債
権
者
は
、
こ
の
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
２
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下

さ
い
。

な
お
、
こ
の
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
、
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
○
○
年
○
○
月
〇
〇
日

伊
勢
市
○
○
町
○
○
番
地

社
会
福
祉
法
人
○
○
○
会

清
算
人

○
○

○
○
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第10 その他

１ 社会福祉法人現況報告

社会福祉法人は、毎会計年度終了後３か月以内に、次に掲げる事項について、現況

報告書（様式第９・１２３頁）を伊勢市長に届け出なければなりません。（法第５９

条、施行規則第９条）

（１）届出先

伊勢市健康福祉部福祉監査室

〒５１６－８６０１

伊勢市岩渕１丁目７番２９号

ＴＥＬ ０５９６－２１－５５８４

ＦＡＸ ０５９６－２１－５５５５

電子メール fukushi-kansa@city.ise.mie.jp

（２）届出書類

社会福祉法人現況報告書（様式第９・１２３頁）

（３）届出方法

社会福祉法人現況報告書は、「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」

への入力により届出

２ 社会福祉充実残額の算定根拠（算定シート）

社会福祉法人は、毎会計年度終了後３か月以内に、社会福祉充実残額算定シート

（様式第１０・１３８頁）により社会福祉充実残額を算定し、伊勢市長に届出なけれ

ばなりません。（法第５９条、施行規則第９条）

（１）届出先

伊勢市健康福祉部福祉監査室

〒５１６－８６０１

伊勢市岩渕１丁目７番２９号

ＴＥＬ ０５９６－２１－５５８４

ＦＡＸ ０５９６－２１－５５５５

電子メール fukushi-kansa@city.ise.mie.jp

（２）届出書類

社会福祉充実残額算定シート（様式第１０・１３８頁）

（３）届出方法

「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」への入力により届出

３ 社会福祉充実計画

社会福祉法人は、社会福祉充実残額算定シートにより、社会福祉充実残額がある場

合は、現に行っている社会福祉事業又は公益事業などの実施に関する社会福祉充実計

画（様式第１１（１）・１４３頁）を作成し、社会福祉充実計画承認申請書（様式第

１１（２）・１４６頁）を提出して、伊勢市長に承認を受けなければなりません。

（法第５５条の２）

承認を受けた後は、計画に基づく事業を実施し、事業の実績については、毎年度法

人のホームページ等で公表に努めなければなりません。

また、社会福祉充実計画の変更（軽微な変更を除きます。）をしようとするときは、
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社会福祉充実計画変更承認申請書（様式第１１（３）・１４６頁）の提出（法第５５

条の３第１項）、やむを得ない事由により承認社会福祉充実計画に従って事業を行う

ことが困難であるときは、社会福祉充実計画終了承認申請書（様式第１１（６）・

１４８頁）を提出（法第５５条の４）し、予め伊勢市長の承認を受けなければなりま

せん。

社会福祉充実計画の軽微な変更については、社会福祉充実計画変更届出書（様式第

１１（４）・１４７頁）を伊勢市長に届け出なければなりません。（法第５５条の３

第２項）

なお、承認社会福祉充実計画の変更にあたり、承認申請事項と届出事項が混在する

場合は、社会福祉充実計画の変更に係る承認申請及び届出書（様式第１１（５）・

１４７頁）を提出してください。

（１）提出先

伊勢市健康福祉部福祉監査室

〒５１６－８６０１

伊勢市岩渕１丁目７番２９号

ＴＥＬ ０５９６－２１－５５８４

ＦＡＸ ０５９６－２１－５５５５

電子メール fukushi-kansa@city.ise.mie.jp

（２）提出部数

正本 ２部

提出されたもののうち、１部は承認通知書として交付します。

（３）提出書類

ア 福祉充実計画（様式第１１（１）・１４３頁、様式第１１（２）・１４６

頁）

イ 添付書類

① 社会福祉充実計画の策定に係る評議員会の議事録（写）

② 公認会計士・税理士等による手続実施結果報告書（写）（様式例４９

・１４５頁）

③ 社会福祉充実残額の算定根拠（社会福祉充実残額算定シート（別添

「財産目録」も含む。）

④ その他社会福祉充実計画の記載内容の参考となる資料

４ 監事監査報告及び会計監査報告

監事は、社会福祉法第４５条の１８、第４５条の２８及び関係法令に基づき、毎年

定期的に理事の職務執行や計算関係書類、事業報告等を監査し、理事長宛に監査報告

書（様式例５０・１４９頁）を作成し、監事監査チェックリスト（様式任意）ととも

に、理事長に報告しなければなりません。

また、社会福祉法人は、提出された監査報告書（様式例５０・１４９頁）の写し及

びチェックリスト（任意様式）の写しを毎会計年度終了後３月以内に、伊勢市長に届

け出なければなりません。

なお、会計監査人を設置する法人については、監事監査報告と同様に、会計監査報

告の届出も必要です。

監査報告を作成しなければならないときは、監事が次の書類を受領したときです。
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①計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録を受領したとき。

②事業報告等（事業報告及びその附属明細書）を受領したとき

（１）届出先

〒５１６－８６０１

伊勢市健康福祉部福祉監査室

ＴＥＬ ０５９６－２１－５５８４

ＦＡＸ ０５９６－２１－５５５５

電子メール fukushi-kansa@city.ise.mie.jp

（２）届出書類

ア 監事監査報告書（様式例５０・１４９頁）

イ 監事監査チェックリスト（様式任意）

（３）届出方法

「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」への入力により届出

・ 監事の監査の方法及びその内容

・ 計算関係書類が当該法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重

要な点において適正に表示しているかどうかについての意見

・ 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

・ 追記情報（会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な偶発事象などの事項

のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の

内容のうち強調する必要がある事項）

・ 監査報告を作成した日

・ 監事の監査の方法及びその内容

・ 事業報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該法人の状況を正

しく示しているかどうかについての意見

・ 当該法人の理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款

に違反する重大な事実があったときは、その事実

・ 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

・ 内部管理体制の整備に関する決定又は決議の内容の概要及び当該体制の

運用状況の概要（監査の範囲に属さないものを除く）がある場合におい

て、当該事項の内容が相当でないと認めるときは、その旨及びその理由

・ 監査報告を作成した日

114

mailto:fukushi-kansa@city.ise.mie.jp


（参考）

定期提出書類の例を次のとおり示します。

５ 法第５９条の規定に基づく書類の届出

社会福祉法人は、社会福祉法人現況報告、社会福祉充実残額算定シート、社会福祉

充実計画のほか、毎会計年度終了後３か月以内に、次に掲げる事項について、伊勢市

長に届出しなければなりません。

（１）届出先

伊勢市健康福祉部福祉監査室

〒５１６－８６０１

伊勢市岩渕１丁目７番２９号

ＴＥＬ ０５９６－２１－５５８４

ＦＡＸ ０５９６－２１－５５５５

電子メール fukushi-kansa@city.ise.mie.jp

（２）届出書類

ア 計算書類及び附属明細書

イ 計算書類の注記

ウ 事業報告（法人の状況に関する重要な事項等）

エ 事業報告の附属明細書（事業報告の内容を補足する重要な事項）

オ 監事監査報告書

カ 会計監査報告

キ 財産目録

ク 評議員名簿（評議員の氏名及び住所を記載した名簿）

社 会 福 祉 法 人

４
月
～
５
月

●決算整理

●社会福祉充実残額の仮算定

（初めて社会福祉充実残額の発生が見込まれる場合、伊勢市に事前協議）

●監事監査、監事監査報告（様式例５０・１４９頁）

●評議員、役員候補者の選任（選任に必要な書類の徴取）

様式例１９・５７頁 様式例２１・５８頁
様式例２２・５９頁 様式例２３・６０頁、６１頁
様式例２４・６２頁

●評議員選任解任委員会の開催

●理事会の開催（様式例３２（２）・７４頁）

６

月

●定時評議員会の開催

（決算に関する理事会から中２週間後）

●現況報告、計算書類、財産目録等の届出

→ 独立行政法人福祉医療機構（ＷＡＭＮＥＴ）の「社会福祉法人の財

務諸表等電子開示システム」により届出

●福祉充実計画の申請（初めて社会福祉充実残額が発生する場合）

●法人資産登記（６月末日まで）

●理事長登記（理事長就任日から１４日以内）

（理事長の変更があった場合、理事長変更届（様式例５２・１５７頁）の

提出）
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ケ 役員名簿（役員の氏名及び住所を記載した名簿）

コ 報酬等の支給の基準を記載した書類（役員等報酬等支給基準）

サ 事業計画書（定款で作成することを定めている場合）

（３）届出方法

「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」への入力により届出
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法人単位資金収支計算書

資金収支内訳表

事業区分資金収支内訳表

拠点区分資金収支計算書

法人単位事業活動計算書

事業活動内訳表

事業区分事業活動内訳表

拠点区分事業活動計算書

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

法第５９条の規定に基づく伊勢市長への届出書類等一覧

法人単位貸借対照表

貸借対照表内訳表

事業区分貸借対照表内訳表

拠点区分貸借対照表

計算書類の注記（社会福祉法人会計基準第29条）

借入金明細書

寄附金収益明細書

補助金事業等収益明細書

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

基本金明細書

国庫補助金等特別積立金明細書

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

引当金明細書

拠点区分資金収支明細書

拠点区分事業活動明細書

積立金・積立資産明細書

サービス区分間繰入金明細書

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

就労支援事業別事業活動明細書

就労支援事業製造原価明細書

就労支援事業販管費明細書

就労支援事業明細書

授産事業費用明細書

事業報告（法人の状況に関する重要な事項等）（法第45条の32）

事業報告の附属明細書（事業報告の内容を補足する重要な事項）（法第45条の32）

監査報告（法第45条の32）

会計監査報告（法第45条の32）

財産目録（法45条の34第１項第１号）

役員等名簿（理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿）（法45条の34第１項第２号）

報酬等の支給の基準を記載した書類（役員等報酬等支給基準）（法45条の34第１項第３号）

現況報告書（規則第2条の41第1号～第13号及び第16号）

社会福祉充実残額の算定根拠（算定シート）（規則第2条の41第14号）

事業計画（規則第2条の41第15号）(※)

※　「事業計画」は、定款で作成することになっている場合

届　出　事　項
届出
方法

貸借対照表
(法第45条の27
　　　　第2項)

資金収支計算書

事業活動計算書

財
産
目
録
等

(

法
第
５
９
条
第
２
号

)

事業の概要その他の厚
生労働省令で定める事
項を記載した書類
(法第45条の34第1項第4号)

計　
　

算　
　

書　
　

類　
　

等

（
法
第
５
９
条
第
１
号
）

計算書類
(法第45条の32)

「
社
会
福
祉
法
人
の
財
務
諸
表
等
電
子
開
示
シ
ス
テ
ム
」
へ
の
入
力

収支計算書
(法第45条の27
　　　　第2項)

計算書類の附属明細書
(法第45条の32)
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６ 不動産使用証明願（登録免許税の非課税措置用）

社会福祉法人は、その社会福祉事業の用に供する建物の所有権の取得登記又は土地

の権利の取得登記をする場合には、それらの不動産が当該事業の用に供するもの（先

行取得の不動産は認めない。）であること。

また、自己の設置運営する学校、保育所、認定こども園の用に供する建物の所有権

又は土地の権利の取得登記をする場合には、それらの不動産が自己の設置運営する学

校、保育所、認定こども園の用に供するものであることの三重県知事の証明書を添付

することにより、登録免許税の免除を受けることができます。（登録免許税法第４条

第２項、同法施行規則第３条第１項第１号）

なお、「学校」については、根拠法令が登録免許税法施行規則第３条第１項第２号、

「保育所」については、根拠法令が登録免許税法施行規則第３条第１項第３号、「認

定こども園」については、登録免許税法施行規則第３条第１項第４号となりますので、

様式の表題の記載を間違えないようにしてください。

証明する施設によっては、証明者が伊勢市長となる場合（登録免許税法施行規則

（抜粋）１５１頁参照）がありますので、ご注意ください。

三重県知事から、不動産使用証明を受領したら保存登記を行い、速やかに定款変更

を行います。

（１）提出先

伊勢市健康福祉部福祉監査室

〒５１６－８６０１

伊勢市岩渕１丁目７番２９号

ＴＥＬ ０５９６－２１－５５８４

ＦＡＸ ０５９６－２１－５５５５

電子メール fukushi-kansa@city.ise.mie.jp

（２）証明を受けるために必要な書類及び必要部数

ア 証明願書（様式第１２・１５０頁） ３部

イ 添付書類 各２部

① 不動産の登記事項証明書（写）

② 基本財産編入及び定款変更誓約書（様式例５１・１５０頁）

※既に基本財産となっている場合及び賃借権設定の場合は不要。

③ 担保提供説明書（当該不動産が担保に供されている場合に、抵当権等

の抹消等について説明するもの）

④ ａ（建設又は購入の場合）

当該不動産建設又は購入に係る収支計算書

ｂ（贈与される場合）

当該不動産の贈与契約書（写）

⑤ ａ（購入の場合）

当該不動産の売買契約書（写）、売買代金受領書（写）及び建物

引渡書（写）

※ 売買代金領収書については、支払い済み（支払いが終わってい

るもの迄でもよい）のもの。（振込金受領書でも可）

ｂ（建設の場合）

当該不動産の請負契約書（写）、請負代金受領書（写）及び建

物引渡書（写）

表示登記終了後の手続き
先行取得は社会福祉事業の用に供するといえない。

支払いが終了している分まででよい。
（手付金、分割払い等）
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※ 請負代金受領書については、支払い済みのもの。（振込金受

領書でも可）

ｃ（賃借権等を設定する場合）

当該土地の貸借契約書（写）又は地上権設定契約書（写）

⑥ 図面（位置図、配置図、平面図、土地の場合は、地図又は地図に準ず

る図面（写））

⑦ 社会福祉事業の用に供することが確認できる書類（写）（理事会議事

録等）

⑧ その他所轄庁が必要と認めた書類

７ 税額控除対象となる社会福祉法人の証明

個人が一定の要件を満たした社会福祉法人（以下「税額控除対象法人」という。）

に寄附をした場合、当該寄附金について現行の所得控除制度に加えて、税額控除制度

との選択適用が可能となります。税額控除の認定にあたっては、当市から証明を受け

る必要があります。証明を受けた以降に支出された個人からの寄附金が税額控除の対

象となります。

税額控除に係る証明は、行政庁から証明を受けた日から５年間有効であり、一度証

明を受けた後は、５年間はその証明にかかる手続きは必要ありません。

税額控除対象法人の証明を受けようとする場合は、次の書類を伊勢市長に提出しな

ければなりません。

詳細は、「税額控除に係る証明事務～申請の手引き～」（資料編２５頁）に掲載され

ていますので、ご覧ください。

①税額控除に係る証明申請書（様式第１３・１５５頁）

②寄附金受入明細書（様式第１４・１５５頁）

③チェック表（様式第１５・１５６頁又は様式第１６・１５７頁）

※ 三重県知事及び地方厚生局長が所轄庁となる社会福祉法人は、証明願書（三

重県のホームページからダウンロードして下さい。）を三重県福祉監査課へ直接

提出してください。

・証明願書 ２部 ・添付書類 １部

例： 平成２８年１０月１日に税額控除に係る証明を受けた場合の有効期限は、

平成２８年１０月１日から令和３年９月３０日までとなります。

補助金で建物の整備を予定している場合で、「補助が付いたら整備を行い、付かな

かったら整備をしない」や施設整備の事業にあたり、「選定で決定される前に不動産

の取得を行ったもので、選定から漏れたら整備を断念する」という場合は、「社会福

祉事業の用に供する」に該当しない。
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控除対象法人の要件は、次の①から③の全てを満たす必要があります。

① 実績判定期間内において、次の要件１、要件２のいずれかの要件を満たすこと。

② 定款、役員等名簿等を主たる事務所に備え置き、閲覧の請求があった場合には、

正当な理由がある場合を除き、閲覧に供すること。

③ 寄附者名簿を作成し、これを保存していること。

（注）１ 保育所等とは次に掲げる施設を指します。

イ 学校（学校教育法第１条に規定する学校及び就学前の子どもに関す

る教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第２条第７項に規

定する幼保連携型認定こども園）、専修学校及び各種学校

ロ 児童福祉法第６条の２の２第１項に規定する障害児通所支援事業

（同条第２項に規定する児童発達支援、同条第３項に規定する放課後

等デイサービス、同条第４項に規定する居宅訪問型児童発達支援又は

同条第５項に規定する保育所等訪問支援に限る。）、同法第６条の３第

１項に規定する児童自立生活援助事業、同条第２項に規定する放課後

児童健全育成事業、同条第８項に規定する小規模住居型児童養育事業

又は同条第１０項に規定する小規模保育事業が行われる施設

実
績
判
定
期
間

申請日の直前に終了した事業年度終了日以前の５年内に終了した各

会計年度のうち、最も古い会計年度の開始の日から当該直前に終了し

た会計年度終了日まで。

設立後間もなく、活動実績が５年に満たない法人は、法人設立の日

から直前に終了した会計年度終了日までが実績判定期間となります。

要件１

３，０００円以上の寄附金を支出した者（判定基準寄附者数）が、

平均して年に１００人以上いること。ただし、次のア、イに掲げる場

合には、それぞれア、イに定めるとおりとすること。

なお、次のア、イのいずれの場合にも該当する事業年度は、いずれ

か多い判定基準寄附者数を満たすこと。

ア

実績判定期間内に、保育所等の定員の総数が５，０００人未満

の会計年度がある場合（保育所等の定員等の総数が０である場合

の会計年度を除く。）、当該会計年度の判定基準寄附者数は、Ａの

とおり計算し、かつＢの要件を満たすこと。

Ａ 判定基準寄附者数＝

Ｂ 寄附金額が年平均３０万円以上

イ

実績判定期間内に、社会福祉事業に係る費用の額の合計額が１

億円未満の会計年度がある場合、当該事業年度の判定基準寄附者

数はＡのとおり計算し、かつＢの要件を満たすこと。

Ａ
判定基準寄附者数＝

Ｂ （イ）寄附金額が年平均３０万円以上

要件２
経常収入金額に占める寄附金等収入の割合が、１／５以上であるこ

と。

実際の寄附者数×５，０００

定員等の総数（当該定員等の総数が 500未満の場合は 500)

実際の寄附者数×１億

社会福祉事業に係る費用の額の合計額

（1,000万円未満の場合は、1,000万円）
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ハ 児童福祉法第３７条に規定する乳児院、同法第３８条に規定する母

子生活支援施設、同法第３９条第１項に規定する保育所、同法第４１

条に規定する児童養護施設、同法第４２条第１号に規定する福祉型障

害児入所施設、同条第２号に規定する医療型障害児入所施設、同法第

４３条の２に規定する児童心理治療施設及び同法第４４条に規定する

児童自立支援施設

２ 判定基準寄附者とは、租税特別措置法施行令第２６条の２８の２第６

項第５号に規定する判定基準寄附者をいい、基本的に３，０００円以上

の寄附金を支出した者をいう。

３ 社会福祉事業に係る費用とは、社会福祉法人会計基準（平成２８年厚

生労働省令第７９号）第２３条第２項に規定する事業活動内訳表のうち、

社会福祉事業区分における、サービス活動増減の部の費用に計上する額

及びサービス活動外増減の部の費用に計上する額の合計額をいう。

（１）申請書提出先

伊勢市健康福祉部福祉監査室

〒５１６－８６０１

伊勢市岩渕１丁目７番２９号

ＴＥＬ ０５９６－２１－５５８４

ＦＡＸ ０５９６－２１－５５５５

電子メール fukushi-kansa@city.ise.mie.jp

（２）提出部数

正本 １部

（３）提出書類

ア 要件１に係る申請書

・税額控除に係る証明申請書（様式第１３・１５５頁）

・寄附金受入明細書（様式第１４・１５５頁）

・絶対値要件（要件１）チェック表（様式第１５・１５６頁）

イ 要件２に係る申請書

・税額控除に係る証明申請書（様式第１３・１５５頁）

・寄附金受入明細書（様式第１４・１５５頁）

・チェック表（様式第１６・１５７頁）

（４）手数料

１通 ２００円

８ 理事長変更届

理事長（法人の代表者の名称が理事長以外の場合（会長等）は、当該名称に読み替

えてください。）は、法人運営に中心的役割を果たすものであり、所轄庁として理事

長の現状について把握する必要があるため、理事長が交替した時は、交替後１か月以

内に伊勢市長に理事長変更届（様式例５２・１５７頁）を提出してください。

なお、理事長が重任（任期を満了し、時間的間隔を置くことなく再任された場合）

の場合は、提出の必要がありません。

（１）提出先

伊勢市健康福祉部福祉監査室

〒５１６－８６０１

伊勢市岩渕１丁目７番２９号
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ＴＥＬ ０５９６－２１－５５８４

ＦＡＸ ０５９６－２１－５５５５

電子メール fukushi-kansa@city.ise.mie.jp

（２）提出部数

１部

（３）届出書類

ア 理事長変更届（様式例５２・１５７頁）

イ 法人の登記事項証明書（写）

※新理事長に関して登記済みのもの。原本証明は不要。

９ 理事の在任証明

社会福祉法人と理事長（当該法人の代表権を有する理事）との利益相反行為（法人

が理事長から土地を購入する場合など）に係る登記事務について、適正に理事会が開

催されたことを法務局が確認するため、伊勢市長宛に理事の在任証明を求められる場

合があります。（平成３年８月１９日付法務省民事局第３課長依命回答）

理事の在任証明を受けようとする場合は、次の書類を伊勢市長に提出しなければな

りません。

（１）申請書提出先

伊勢市健康福祉部福祉監査室

〒５１６－８６０１

伊勢市岩渕１丁目７番２９号

ＴＥＬ ０５９６－２１－５５８４

ＦＡＸ ０５９６－２１－５５５５

電子メール fukushi-kansa@city.ise.mie.jp

（２）提出部数

証明願書（様式例５３・１５８頁） ２部

添付資料 各１部

（３）提出書類

ア 理事の在任証明願（様式例５３・１５８頁）

イ 添付書類

①理由書（様式例５４・１５８頁）

②役員名簿

③理事の就任委嘱状（写）

④理事の就任承諾書（写）

⑤法人の登記事項証明書（写）

⑥定款（写）（届出・認可書に添付のものを受理・認可書鑑を付けて複写）

⑦評議員会議事録（写）（理事の選任がわかるもの）

⑧理事会議事録（写）（理事の推薦及び不動産取得の決定がわかるもの）

⑨取得対象不動産の登記事項証明書（写）

（取得対象不動産の所有者が法人の場合）

⑩不動産所有者の法人の登記事項証明書（写）（取得対象不動産の所有者

が法人の場合

⑪その他参考となる資料

（４）手数料

１通 ２００円
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-

-
0 

-
-

-
29

0,
00

0 
-

-
-

24
%

-
-

24
.0

%
-

-
23

%
-

-
0 

-
-

-
29

0,
00

0 
-

-
-

24
%

-
-

24
.0

%
-

-
23

%
-

-
0 

-
-

-
29

0,
00

0 
-

-
-

24
%

-
-

24
.0

%
-

-
23

%
-

-
0 

-
-

-
29

0,
00

0 
-

-
-

24
%

-
-

24
.0

%
-

-
23

%
-

-
0 

-
-

合
計

0 
0 

※
　割

合
は

小
数

点
第

4位
四

捨
五

入
。

（
３

）
設

備
・車

輌
等

の
更

新
に

必
要

な
費

用
合

計

（
４

）
合

計
項

目
金

額
将

来
の

建
替

費
用

0 
大

規
模

修
繕

に
必

要
な

費
用

0 
設

備
・車

輌
等

の
更

新
に

必
要

な
費

用
0 

合
計

0 

４
．

「必
要

な
運

転
資

金
」

項
目

金
額

月
数

合
計

額
年

間
事

業
活

動
支

出
12

 
3 

0 

５
．

「計
算

の
特

例
」

項
目

金
額

月
数

合
計

額
年

間
事

業
活

動
支

出
-

12
 

12
 -

６
．

「社
会

福
祉

充
実

残
額

」 項
目

金
額

活
用

可
能

な
財

産
0 

社
会

福
祉

法
に

基
づ

く事
業

に
活

用
して

い
る不

動
産

等
0 

再
取

得
に

必
要

な
財

産
0 

必
要

な
運

転
資

金
0 

計
算

の
特

例
合

計
0 

適
用

す
る

７
．

「現
況

報
告

書
に

記
載

す
る

「社
会

福
祉

充
実

残
額

」」

項
目

金
額

社
会

福
祉

充
実

残
額

0 
社

会
福

祉
充

実
計

画
用

財
産

0 
合

計
0 

社
会

福
祉

充
実

残
額

算
定

シ
ー

ト

建
設

単
価

等
上

昇
率

自
己

資
金

比
率

※
大

規
模

修
繕

額
が

不
明

な
場

合
②

１
㎡

当
た

り単
価

上
昇

率
④

建
設

時
自

己
資

金
比

率
財

産
の

名
称

等
取

得
年

度
建

設
時

延
べ

床
面

積
（

小
数

点
以

下
第

４
位

を
四

捨
五

入
）

建
設

時
自

己
資

金
大

規
模

修
繕

実
績

額
減

価
償

却
累

計
額

合
計

額
減

価
償

却
累

計
額

（
a）

一
般

的
大

規
模

修
繕

費
用

比
率

（
b）

大
規

模
修

繕
実

績
額

合
計

額
①

合
計

額
（

①
、②

の
い

ず
れ

か
）

①
建

設
工

事
費

デ
フレ

ー
ター

①
、②

の
い

ず
れ

か
高

い
方

の
率

③
一

般
的

自
己

資
金

比
率

③
、④

の
い

ず
れ

か
高

い
方

の
率

貸
借

対
照

表
価

額
（

c）

合
計

額
②

（
（

a×
b）

×
c/

（
a＋

c）
）

控
除

対
象

財
産

計
計

算
の

特
例

適
用

※
「５

．
計

算
の

特
例

」の
適

用
有

無
を

変
更

す
る場

合
、以

下
の

セ
ル

か
ら選

択
す

るこ
と。

0 

様
式
第
１
０
　
社
会
福
祉
充
実
残
額
算
定
シ
ー
ト
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（別添）

（単位：円）

場所・物量等 取得年度 使用目的等 取得価額 減価償却累計額 貸借対照表価額 控除対象 控除対象額 社会福祉充実計画用
財産額

現金預金

有価証券

事業未収金

未収金

未収補助金

未収収益

受取手形

貯蔵品

医薬品

診療・療養費等材料

給食用材料

商品・製品

仕掛品

原材料

立替金

前払金

前払費用

１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金

１年以内回収予定長期貸付金

社会福祉連携推進業務短期貸付金

短期貸付金

仮払金

その他の流動資産

貸倒引当金

徴収不能引当金

0 0 0

土地

建物

定期預金

投資有価証券

0 0 0

土地

建物

構築物

機械及び装置

車輌運搬具

器具及び備品

建設仮勘定

有形リース資産

権利

ソフトウェア

無形リース資産

投資有価証券

社会福祉連携推進業務長期貸付金

長期貸付金

退職給付引当資産

長期預り金積立資産

差入保証金

長期前払費用

その他の固定資産

貸倒引当金

徴収不能引当金

0 0 0

0 0 0 控除対象額計 計画用財産額計

0 0 0 0 0

短期運営資金借入金

事業未払金

その他の未払金

支払手形

社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金

役員等短期借入金

１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金

１年以内返済予定設備資金借入金

１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金

１年以内返済予定長期運営資金借入金

１年以内返済予定リース債務

１年以内返済予定役員等長期借入金

１年以内支払予定長期未払金

未払費用

預り金

職員預り金

前受金

前受収益

仮受金

賞与引当金

その他の流動負債

0 0 0

社会福祉連携推進業務設備資金借入金

設備資金借入金

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金

長期運営資金借入金

リース債務

役員等長期借入金

退職給付引当金

役員退職慰労引当金

長期未払金

長期預り金

その他の固定負債

0 0 0

0 0 0

0 0 0

（入力上の留意事項）

※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）については、小計欄は不要とします

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）

令和5年3月31日現在
（単位：円）

貸借対照表科目 

Ⅰ　資産の部

　１　流動資産 

流動資産合計

　２　固定資産 

　（１）　基本財産 

基本財産合計

　（２）　その他の固定資産

その他の固定資産合計

固定資産合計

資産合計

Ⅱ　負債の部

　１　流動負債

流動負債合計

　２　固定負債

固定負債合計

負債合計

差引純資産
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1 
 

記
載
要
領
 

  

社
会
福
祉
充
実
残
額
算
定
シ
ー
ト
の
入
力
に
当
た
っ
て
は
、「

社
会
福
祉
法
第

55
条
の
２
の
規
定
に
基

づ
く
社
会
福
祉
充
実
計
画
の
承
認
等
に
つ
い
て
」（

平
成

29
年
１
月

24
日
付
け
雇
児
発

01
24

第
１
号
・

社
援
発

01
24

第
１
号
・
老
発

01
24

第
１
号
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
、
社
会
・
援
護
局

長
、
老
健
局
長
連
名
通
知
。
以
下
「
事
務
処
理
基
準
」
と
い
う
。）

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
本
記

載
要
領
に
従
う
こ
と
。
ま
た
、
入
力
に
当
た
っ
て
は
、
別
添
の
財
産
目
録
様
式
を
適
宜
活
用
す
る
こ
と
。
 

な
お
、「

３
．「

再
取
得
に
必
要
な
財
産
」」

の
「（

１
）
将
来
の
建
替
費
用
」
に
お
け
る
「
建
設
工
事
費

デ
フ
レ
ー
タ
ー
」、
「
一
般
的
１
㎡
当
た
り
単
価
」
及
び
「
一
般
的
自
己
資
金
比
率
」
並
び
に
「（

２
）
大
規

模
修
繕
に
必
要
な
費
用
」
に
お
け
る
「
一
般
的
大
規
模
修
繕
費
用
比
率
」
に
つ
い
て
は
、『
「
社
会
福
祉
充

実
計
画
の
承
認
等
に
係
る
事
務
処
理
基
準
」
に
基
づ
く
別
に
定
め
る
単
価
等
に
つ
い
て
』（

平
成

29
年
１

月
24

日
付
け
社
援
基
発

01
24

第
１
号
厚
生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
福
祉
基
盤
課
長
通
知
。）

に
定
め
る
単

価
等
を
用
い
る
。
 

  【
共
通
事
項
】
 

○
 
黄
色
の
セ
ル
に
入
力
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
貸
借
対
照
表
、
財
産
目
録
及
び
資
金
収
支
計
算
書
の

該
当
部
分
の
金
額
を
入
力
す
る
こ
と
。
 

 ○
 
施

行
規

則
第
９

条
第

３
号

の
情

報
処

理
シ

ス
テ
ム

に
記

録
す

る
方

法
に

よ
り
入

力
を

行
う

場
合

は
、
黄
色
の
セ
ル
に
つ
い
て
は
同
シ
ス
テ
ム
に
入
力
さ
れ
た
貸
借
対
照
表
、
財
産
目
録
、
資
金
収
支

計
算
書
の
該
当
部
分
の
金
額
が
自
動
転
記
さ
れ
る
こ
と
。
 

 ○
 
青
色
の
セ
ル
に
つ
い
て
は
、
シ
ー
ト
内
で
の
自
動
転
記
又
は
自
動
計
算
を
行
う
セ
ル
で
あ
る
こ
と

に
留
意
す
る
こ
と
。
ま
た
、
赤
色
の
セ
ル
に
つ
い
て
は
、
各
項
目
の
合
計
額
を
算
出
す
る
た
め
の
計

算
式
が
入
力
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。
 

 

○
 
橙
色
の
セ
ル
に
つ
い
て
は
、
選
択
肢
か
ら
選
択
す
る
こ
と
。
 

 

 
○
 
各
計
算
の
過
程
に
お
い
て

1
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
こ
と
。
 

  【
個
別
事
項
】
 

１
．
 「

活
用
可
能
な
財
産
の
算
定
」

 

○
 
「
資
産
」
欄
は
、
法
人
単
位
貸
借
対
照
表
の
「
資
産
の
部
合
計
」
の
金
額
を
入
力
す
る
こ
と
（
※
）。

 

 
（
※
）
施
行
規
則
第
９
条
第
３
号
の
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
に
記
録
す
る
方
法
に
よ
り
入
力
を
行
う
場

合
、
法
人
単
位
貸
借
対
照
表
の
「
資
産
の
部
合
計
」
の
金
額
が
自
動
転
記
さ
れ
る
。
 

 

○
 
「
負
債
」
欄
は
、
法
人
単
位
貸
借
対
照
表
の
「
負
債
の
部
合
計
」
の
金
額
を
入
力
す
る
こ
と
（
※
）。

 

2 
 

 
（
※
）
施
行
規
則
第
９
条
第
３
号
の
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
に
記
録
す
る
方
法
に
よ
り
入
力
を
行
う
場

合
、
法
人
単
位
貸
借
対
照
表
の
「
負
債
の
部
合
計
」
の
金
額
が
自
動
転
記
さ
れ
る
。
 

  
○
 
「
基
本
金
」
欄
は
、
法
人
単
位
貸
借
対
照
表
の
「
基
本
金
」
の
金
額
を
入
力
す
る
こ
と
（
※
）。

 

 
 
（
※
）
施
行
規
則
第
９
条
第
３
号
の
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
に
記
録
す
る
方
法
に
よ
り
入
力
を
行
う
場

合
、
法
人
単
位
貸
借
対
照
表
の
「
基
本
金
」
の
金
額
が
自
動
転
記
さ
れ
る
。
 

  
○
 
「
国
庫
補
助
金
等
特
別
積
立
金
」
欄
は
、
法
人
単
位
貸
借
対
照
表
の
「
国
庫
補
助
金
等
特
別
積
立

金
」
の
金
額
を
入
力
す
る
こ
と
（
※
）。

 

 
 
（
※
）
施
行
規
則
第
９
条
第
３
号
の
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
に
記
録
す
る
方
法
に
よ
り
入
力
を
行
う
場

合
、
法
人
単
位
貸
借
対
照
表
の
「
国
庫
補
助
金
等
特
別
積
立
金
」
の
金
額
が
自
動
転
記
さ
れ
る
。
 

  ２
．「

社
会
福
祉
法
に
基
づ
く
事
業
に
活
用
し
て
い
る
不
動
産
等
」

 

（
１
）
財
産
目
録
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
価
額
 

 
○
 
「
合
計
」
欄
は
、
財
産
目
録
の
う
ち
、
控
除
対
象
と
な
る
財
産
の
貸
借
対
照
表
価
額
の
合
計
額
を

入
力
す
る
こ
と
（
※
）。

 

 
 
（
※
）
施
行
規
則
第
９
条
第
３
号
の
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
に
記
録
す
る
方
法
に
よ
り
入
力
を
行
う
場

合
、
別
添
の
財
産
目
録
に
お
い
て
、
控
除
対
象
財
産
と
し
て
「
○
」
を
選
択
し
た
財
産
の
貸
借
対

照
表
価
額
の
合
計
額
が
自
動
転
記
さ
れ
る
。
 

 （
２
）
対
応
負
債
 

 
○
 
「
１
年
以
内
返
済
予
定
設
備
資
金
借
入
金
」
欄
に
つ
い
て
は
、
法
人
単
位
貸
借
対
照
表
の
「
１
年

以
内
返
済
予
定
設
備
資
金
借
入
金
」
の
金
額
を
入
力
す
る
こ
と
（
※
）。

 

 
 
（
※
）
施
行
規
則
第
９
条
第
３
号
の
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
に
記
録
す
る
方
法
に
よ
り
入
力
を
行
う
場

合
、
法
人
単
位
貸
借
対
照
表
の
「
１
年
以
内
返
済
予
定
設
備
資
金
借
入
金
」
の
金
額
が
自
動
転
記

さ
れ
る
。
 

  
○
 
「
１
年
以
内
返
済
予
定
リ
ー
ス
債
務
」
欄
に
つ
い
て
は
、
法
人
単
位
貸
借
対
照
表
の
「
１
年
以
内

返
済
予
定
リ
ー
ス
債
務
」
の
金
額
を
入
力
す
る
こ
と
（
※
）。

 

 
 
（
※
）
施
行
規
則
第
９
条
第
３
号
の
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
に
記
録
す
る
方
法
に
よ
り
入
力
を
行
う
場

合
、

法
人

単
位

貸
借

対
照

表
の

「
１

年
以

内
返

済
予

定
リ

ー
ス

債
務

」
の

金
額

が
自

動
転

記
さ

れ
る

。
 

  
○
 
「
設
備
資
金
借
入
金
」
欄
に
つ
い
て
は
、
法
人
単
位
貸
借
対
照
表
の
「
設
備
資
金
借
入
金
」
の
金

額
を
入
力
す
る
こ
と
（
※
）。

 

 
 
（
※
）
施
行
規
則
第
９
条
第
３
号
の
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
に
記
録
す
る
方
法
に
よ
り
入
力
を
行
う
場

合
、
法
人
単
位
貸
借
対
照
表
の
「
設
備
資
金
借
入
金
」
の
金
額
が
自
動
転
記
さ
れ
る
。
 

  
○
 
「
リ
ー
ス
債
務
」
欄
に
つ
い
て
は
、
法
人
単
位
貸
借
対
照
表
の
「
リ
ー
ス
債
務
」
の
金
額
を
入
力

す
る
こ
と
（
※
）。
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3 
  
 
（
※
）
施
行
規
則
第
９
条
第
３
号
の
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
に
記
録
す
る
方
法
に
よ
り
入
力
を
行
う
場

合
、
法
人
単
位
貸
借
対
照
表
の
「
リ
ー
ス
債
務
」
の
金
額
が
自
動
転
記
さ
れ
る
。
 

 （
３
）
合
計
 

 
○
 
「
対
応
基
本
金
」
欄
に
つ
い
て
は
、
貸
借
対
照
表
の
「
基
本
金
」
の
う
ち
、「

第
一
号
基
本
金
」
及

び
「
第
二
号
基
本
金
」
の
合
計
額
を
入
力
す
る
こ
と
。
な
お
、
初
期
設
定
で
は
、「

１
．「

活
用
可
能

な
財
産
の
算
定
」」

で
入
力
し
た
「
基
本
金
」
の
額
が
表
示
さ
れ
る
た
め
、
法
人
に
お
い
て
「
第
三
号

基
本
金
」
を
保
有
し
、
当
該
基
本
金
の
額
が
特
定
で
き
る
場
合
は
、
そ
の
額
を
差
し
引
い
た
額
を
手

入
力
す
る
こ
と
。
 

  
○
 
「
合
計
」
欄
に
つ
い
て
は
、「

0」
に
満
た
な
い
値
と
な
る
場
合
は
「
0」

と
す
る
こ
と
。
 

  ３
．「

再
取
得
に
必
要
な
財
産
」

 

（
１
）
将
来
の
建
替
費
用
 

 
○
 
「
財
産
の
名
称
等
」
欄
に
つ
い
て
は
、
財
産
目
録
の
う
ち
、
控
除
対
象
と
な
る
建
物
（
基
本
財
産

及
び
そ
の
他
の
固
定
資
産
）
ご
と
に
そ
の
「
場
所
・
物
量
等
」
の
内
容
を
入
力
す
る
こ
と
（
※
）。

 

 
 
（
※
）
施
行
規
則
第
９
条
第
３
号
の
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
に
記
録
す
る
方
法
に
よ
り
入
力
を
行
う
場

合
、
別
添
の
財
産
目
録
に
お
い
て
、
控
除
対
象
財
産
と
し
て
「
○
」
を
選
択
し
た
建
物
の
「
場
所
・

物
量
等
」
の
内
容
が
自
動
転
記
さ
れ
る
。
 

 

○
 
「
取
得
年
度
」
欄
に
つ
い
て
は
、
財
産
目
録
の
う
ち
、
控
除
対
象
と
な
る
建
物
ご
と
に
そ
の
「
取

得
年
度
（
数
字
４
桁
の
西
暦
の
み
）」

を
入
力
す
る
こ
と
（
※
）。

 

（
※
）
施
行
規
則
第
９
条
第
３
号
の
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
に
記
録
す
る
方
法
に
よ
り
入
力
を
行
う
場

合
、
別
添
の
財
産
目
録
に
お
い
て
、
控
除
対
象
財
産
と
し
て
「
○
」
を
選
択
し
た
建
物
の
「
取
得

年
度
」
が
自
動
転
記
さ
れ
る
。
 

  
○
 
「
建
設
時
延
べ
床
面
積
」
欄
に
つ
い
て
は
、
該
当
す
る
建
物
ご
と
に
そ
の
建
設
時
の
延
べ
床
面
積

を
入
力
す
る
こ
と
。
な
お
、
単
位
は
「
㎡
」（

小
数
点
以
下
第
４
位
を
四
捨
五
入
の
こ
と
。）

と
す
る

こ
と
。
 

  
○
 
「
建
設
時
自
己
資
金
」
欄
に
つ
い
て
は
、
該
当
す
る
建
物
ご
と
に
そ
の
建
設
時
の
自
己
資
金
額
を

入
力
す
る
こ
と
。
な
お
、
正
確
な
金
額
が
不
明
な
場
合
は
「
0」

と
入
力
す
る
こ
と
。
 

  
○
 
「
大
規
模
修
繕
実
績
額
」
欄
に
つ
い
て
は
、
当
該
建
物
の
過
去
の
大
規
模
修
繕
に
要
し
た
費
用
の

実
績
額
を
記
載
す
る
こ
と
。
な
お
、
過
去
に
大
規
模
修
繕
を
実
施
し
て
い
な
い
場
合
は
「
0」

と
入
力

す
る
こ
と
と
し
、
正
確
な
金
額
が
不
明
な
場
合
は
「
不
明
」
と
す
る
こ
と
。
 

  
○
 
「
減
価
償
却
累
計
額
」
欄
に
つ
い
て
は
、
財
産
目
録
の
う
ち
、
控
除
対
象
と
な
る
建
物
ご
と
に
そ

の
「
減
価
償
却
累
計
額
」
を
入
力
す
る
こ
と
（
※
）。

 

4 
  
 
（
※
）
施
行
規
則
第
９
条
第
３
号
の
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
に
記
録
す
る
方
法
に
よ
り
入
力
を
行
う
場

合
、
別
添
の
財
産
目
録
に
お
い
て
、
控
除
対
象
財
産
と
し
て
「
○
」
を
選
択
し
た
建
物
の
「
減
価

償
却
累
計
額
」
が
自
動
転
記
さ
れ
る
。
 

 

○
 
「
当
該
建
物
の
建
設
時
の
取
得
価
額
」
欄
に
つ
い
て
は
、
財
産
目
録
の
う
ち
、
控
除
対
象
と
な
る

建
物
ご
と
に
そ
の
「
取
得
価
額
」
を
入
力
す
る
こ
と
（
※
）。

 

 
（
※
）
施
行
規
則
第
９
条
第
３
号
の
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
に
記
録
す
る
方
法
に
よ
り
入
力
を
行
う
場

合
、
別
添
の
財
産
目
録
に
お
い
て
、
控
除
対
象
財
産
と
し
て
「
○
」
を
選
択
し
た
建
物
の
「
取
得

価
額
」
が
自
動
転
記
さ
れ
る
。
 

 （
２
）
大
規
模
修
繕
に
必
要
な
費
用
 

 
○
 
「
合
計
額
①
」
欄
に
つ
い
て
は
、「

0」
に
満
た
な
い
値
と
な
る
場
合
は
「
0」

と
す
る
こ
と
。
 

 

○
 
「
貸
借
対
照
表
価
額
」
欄
に
つ
い
て
は
、
「
大
規
模
修
繕
実
績
額
」
に
不
明
と
入
力
し
た
場
合
に

限
り
、
財
産
目
録
の
う
ち
、
控
除
対
象
と
な
る
建
物
ご
と
に
そ
の
「
貸
借
対
照
表
価
額
」
を
入
力
す

る
こ
と
（
※
）。

こ
の
場
合
、
事
務
処
理
基
準
３
の
（
５
）
の
⑤
に
規
定
す
る
計
算
式
に
よ
る
こ
と
。
 

（
※
）
施
行
規
則
第
９
条
第
３
号
の
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
に
記
録
す
る
方
法
に
よ
り
入
力
を
行
う
場

合
、
別
添
の
財
産
目
録
に
お
い
て
、
控
除
対
象
財
産
と
し
て
「
○
」
を
選
択
し
た
建
物
の
「
貸
借

対
照
表
価
額
」
が
自
動
転
記
さ
れ
、
上
記
の
計
算
式
に
よ
る
結
果
が
自
動
的
に
算
定
さ
れ
る
。
 

 （
３
）
設
備
・
車
輌
等
の
更
新
に
必
要
な
費
用
 

○
 
「
合
計
」
欄
は
、
財
産
目

録
の
う
ち
、「

減
価
償
却
累
計
額
」
が
入
力
さ
れ
て
い
る
建
物
を
除
く

控
除
対
象
と
な
る
財
産
の
「
減
価
償
却
累
計
額
」
の
合
計
額
を
入
力
す
る
こ
と
（
※
）。

 

 
（
※
）
施
行
規
則
第
９
条
第
３
号
の
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
に
記
録
す
る
方
法
に
よ
り
入
力
を
行
う
場

合
、
別
添
の
財
産
目
録
に
お
い
て
、
控
除
対
象
財
産
と
し
て
「
○
」
を
選
択
し
た
、
建
物
を
除
く

全
て
の
財
産
の
「
減
価
償
却
累
計
額
」
が
自
動
転
記
さ
れ
る
。
 

  ４
．「

必
要
な
運
転
資
金
」

 

 
○
 
「
金
額
」
欄
に
つ
い
て
は
、
法
人
単
位
資
金
収
支
計
算
書
の
「
事
業
活
動
支
出
計
」
の
金
額
を
入

力
す
る
こ
と
。
 

  ５
．「

計
算
の
特
例
」

 

 
○
 
事
務
処
理
基
準
３
の
（
７
）
の
規
定
に
よ
り
、「

３
．「

再
取
得
に
必
要
な
財
産
」」

の
「（

４
）
合

計
」
に
お
け
る
「
合
計
」
の
額
及
び
「
４
．「

必
要
な
運
転
資
金
」」

の
「
合
計
額
」
の
額
を
合
計
し

て
得
た
額
が
、
法
人
単
位
資
金
収
支
計
算
書
の
「
事
業
活
動
支
出
計
」
の
金
額
を
下
回
る
場
合
は
、

２
か
ら
４
ま
で
を
入
力
し
た
結
果
に
か
か
わ
ら
ず
、「

２
」
の
「（

３
）
合
計
」
に
お
け
る
「
合
計
」

の
額
及
び
法
人
単
位
資
金
収
支
計
算
書
の
「
事
業
活
動
支
出
計
」
を
合
計
し
て
得
た
額
を
控
除
す
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
本
計
算
式
を
使
用
す
る
こ
と
。（

※
）
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5 
 

（
※
）
施
行
規
則
第
９
条
第
３
号
の
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
に
記
録
す
る
方
法
に
よ
り
入
力
を
行
う
場

合
で
あ
っ
て
、
こ
の
特
例
の
適
用
を
受
け
ら
れ
る
と
き
に
は
、
上
記
の
計
算
結
果
が
自
動
的
に
反

映
さ
れ
る
。
な
お
、
計
算
の
特
例
の
適
用
状
況
を
変
更
す
る
場
合
に
は
、「

６
．
社
会
福
祉
充
実
残

額
」」

の
「
計
算
の
特
例
適
用
」
欄
か
ら
「
適
用
し
な
い
」
を
選
択
す
る
こ
と
。
 

  ６
．「

社
会
福
祉
充
実
残
額
」

 

 
○
 
合
計
額
に
つ
い
て
は
、
１
万
円
未
満
を
切
り
捨
て
る
こ
と
。
 

  ７
．「

現
況
報
告
書
に
記
載
す
る
「
社
会
福
祉
充
実
残
額
」」

 

○
 
「
社
会
福
祉
充
実
残
額
」
欄
に
つ
い
て
は
、「

６
．「

社
会
福
祉
充
実
残
額
」」

の
「
合
計
」
欄
の
金

額
が
自
動
転
記
さ
れ
る
。
 

 ○
 
「
社
会
福
祉
充
実
計
画
用
財
産
」
欄
に
つ
い
て
は
、
社
会
福
祉
充
実
計
画
の
実
施
期
間
中
に
、
当

該
計
画
に
基
づ
き
新
た
に
取
得
し
た
土
地
及
び
建
物
（
基
本
財
産
及
び
そ
の
他
の
固
定
資
産
に
係
る

も
の
）
が
あ
る
場
合
、
当
該
土
地
等
を
取
得
し
た
年
度
の
次
年
度
か
ら
当
該
計
画
を
終
了
す
る
ま
で

の
間
、「

貸
借
対
照
表
価
額
」
の
合
計
額
を
入
力
す
る
こ
と
。（

※
）
 

 
 
 
（
※
）
施
行
規
則
第
９
条
第
３
号
の
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
に
記
録
す
る
方
法
に
よ
り
入
力
を
行
う
場

合
、
別
添
の
財
産
目
録
に
お
い
て
、
控
除
対
象
財
産
と
し
て
「
△
」
を
選
択
し
た
、
全
て
の
財
産

の
「
貸
借
対
照
表
価
額
」
が
自
動
転
記
さ
れ
る
。
 

  ８
．「

社
会
福
祉
充
実
残
額
算
定
シ
ー
ト
別
添
（
財
産
目
録
）」

 

 
○
 
財
産
目
録
に
つ
い
て
は
、「
社
会
福
祉
法
人
会
計
基
準
の
制
定
に
伴
う
会
計
処
理
等
に
関
す
る
運
用

上
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」（

平
成

28
年
３
月

31
日
付
け
雇
児
発

03
31

第
15

号
、
社
援
発

03
31

第

39
号
、
老
発

03
31

第
45

号
）
の
別
紙
４
の
「
記
載
上
の
留
意
事
項
」
に
記
載
の
と
お
り
、
科
目
を

分
け
て
記
載
し
た
場
合
は
、
小
計
欄
を
設
け
て
、
貸
借
対
照
表
価
額
欄
と
一
致
さ
せ
る
こ
と
と
し
て

い
る
が
、
本
シ
ー
ト
に
つ
い
て
は
、
計
算
の
簡
略
化
の
た
め
、
小
計
欄
を
設
け
な
く
て
も
差
し
支
え

な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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様
式
第
１
１
（
１
）

社
会
福
祉
充
実
計
画

（
別
紙
１
）

令
和
○
年
度
～
令
和
○
年
度

社
会
福
祉
法
人
○
○
会
社
会
福
祉
充
実
計
画

１
．
基
本
的
事
項

２
．
事
業
計
画

※
欄

が
不

足
す
る
場

合
は
適

宜
追

加
す

る
こ

と
。

法
人

名
法

人
番

号

法
人

代
表

者
氏

名

法
人

の
主

た
る

所
在

地

連
絡

先

地
域
住
民
そ
の
他
の
関
係

者
へ
の
意
見
聴
取
年
月
日

公
認
会
計
士
、
税
理
士
等

の
意

見
聴

取
年

月
日

評
議
員
会
の
承
認
年
月
日

会
計
年
度
別
の
社
会
福
祉

充
実

残
額

の
推

移

（
単
位
：
千
円
）

残
額
総
額

（
令
和
○
年

度
末
現
在
）

１
か
年
度
目

（
令
和
○
年

度
末
現
在
）

２
か
年
度
目

（
令
和
○
年

度
末
現
在
）

３
か
年
度
目

（
令
和
○
年

度
末
現
在
）

４
か
年
度
目

（
令
和
○
年

度
末
現
在
）

５
か
年
度
目

（
令
和
○
年

度
末
現
在
）

合
計

社
会
福
祉

充
実
事
業

未
充
当
額

う
ち
社
会
福
祉

充
実
事
業
費

（
単
位
：
千
円
）

本
計

画
の

対
象

期
間

実
施

時
期

事
業
名

事
業
種

別
既
存

・
新

規
の

別
事

業
概
要

施
設

整
備

の
有

無
事
業

費

１
か
年
度
目

小
計

２
か

年
度

目

小
計

３
か

年
度

目

小
計

４
か

年
度

目

小
計

５
か

年
度

目

小
計

合
計

３
．
社
会
福
祉
充
実
残
額
の
使
途
に
関
す
る
検
討
結
果

４
．
資
金
計
画

※
本

計
画

に
お

い
て

複
数

の
事

業
を

行
う

場
合

は
、
「

２
．

事
業

計
画

」
に

記
載

す
る

事
業

の
種

類
ご

と
に

「
資

金
計

画
」

を
作
成
す

る
こ
と

。

５
．
事
業
の
詳
細

検
討

順
検

討
結

果

①
社

会
福

祉
事

業
及

び
公

益
事

業

（
小
規

模
事

業
）

②
地

域
公

益
事

業

③
①

及
び

②
以

外
の

公
益
事

業

事
業

名
事

業
費

内
訳

１
か
年
度
目

２
か
年
度
目

３
か
年
度
目

４
か
年
度
目

５
か
年
度
目

合
計

計
画
の
実
施
期
間
に

お
け
る
事
業
費
合
計

財 源 構 成

社
会
福

祉

充
実
残

額

補
助

金

借
入

金

事
業
収

益

そ
の

他

事
業

名

主
な

対
象

者

想
定

さ
れ

る
対

象
者

数

事
業

の
実

施
地

域

事
業

の
実

施
時

期
令
和

○
年
○

月
○

日
～

令
和

○
年
○

月
○

日

事
業

内
容
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※
本

計
画

に
お

い
て

複
数

の
事

業
を

行
う

場
合

は
、

２
．

事
業

計
画

に
記

載
す

る
事

業
の

種
類
ご

と
に

「
事

業
の

詳
細

」

を
作
成
す

る
こ
と

。

６
．
社
会
福
祉
充
実
残
額
の
全
額
を
活
用
し
な
い
又
は

計
画
の
実
施
期
間
が
５
か
年
度
を
超
え
る
理
由

事
業
の

実
施

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

１
か
年

度
目

２
か
年

度
目

３
か
年

度
目

４
か
年

度
目

５
か
年

度
目

事
業

費
積

算
（

概
算

）

合
計

○
○

千
円

（
う
ち

社
会
福

祉
充

実
残
額

充
当

額
○

○
千

円
）

地
域

協
議

会
等

の

意
見

と
そ

の
反

映
状

況

144



様
式
例
４
９

手
続
実
施
結
果
報
告
書 手
続
実
施
結
果
報
告
書

令
和
〇
〇
年
〇
〇
月
〇
〇
日

社
会
福
祉
法
人

○
○
○
会

理
事
長

○
○

○
○

様

確
認
者

○
○

○
○

㊞

私
は

、
社
会
福

祉
法
人
○
○
〇

（
以
下

「
法
人
」

と
い
う

。
）
か
ら
の
依

頼
に
基

づ
き
、
「
令
和

○
年

度
か

ら
令

和
○

年
度

社
会

福
祉

法
人
○

○
社

会
福
祉

充
実
計

画
」
（
以

下
「
社

会
福

祉
充

実

計
画

」
と

い
う

。
）

の
承

認
申

請
に

関
連

し
て

、
社

会
福

祉
法

第
５

５
条
の

２
第
５

項
に

よ
り

、

以
下
の
手
続
を
実
施
し
た
。

１
．
手
続
の
目
的

私
は
、
「

社
会

福
祉

充
実

計
画

」
に

関
し

て
、

本
報

告
書
の

利
用
者

が
手
続

実
施

結
果

を

以
下

の
目

的
で

利
用

す
る

こ
と

を
想

定
し
、
「

実
施
し

た
手

続
」

に
記

載
さ

れ
た

手
続

を
実

施
し
た
。

①
「

社
会
福

祉
充
実
計

画
」
に
お

け
る
社

会
福

祉
充
実

残
額
が
「
社

会
福
祉

充
実
計
画
の

承
認
等
に
係

る
事
務
処

理
基
準
」
（

以
下

「
事

務
処

理
基

準
」

と
い
う
。
）

に
照
ら

し
て

算
出
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
確
か
め
る
こ
と
。

②
「
社

会
福

祉
充

実
計

画
」

に
お
け

る
事

業
費
が

、
「

社
会

福
祉
充

実
計
画

」
に

お
い

て

整
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
確
か
め
る
こ
と
。

２
．
実
施
し
た
手
続

①
社
会
福
祉
充
実
残
額
算
定
シ
ー
ト
に
お
け
る
社
会
福
祉
法
に
基
づ
く
事
業
に
活
用
し
て

い
る
不
動
産
等
に
係
る
控
除
の
有
無
の
判
定
と
事
務
処
理
基
準
を
照
合
す
る
。

②
社
会
福
祉
充
実
残
額
算
定
シ
ー
ト
に
お
け
る
社
会
福
祉
法
に
基
づ
く
事
業
に
活
用
し
て

い
る
不
動
産
等
に
つ
い
て
事
務
処
理
基
準
に
従
っ
て
再
計
算
を
行
う
。

③
社
会
福
祉
充
実
残
額
算
定
シ
ー
ト
に
お
け
る
再
取
得
に
必
要
な
財
産
に
つ
い
て
事
務
処

理
基
準
に
従
っ
て
再
計
算
を
行
う
。

④
社
会
福
祉
充
実
残
額
算
定
シ
ー
ト
に
お
け
る
必
要
な
運
転
資
金
に
つ
い
て
事
務
処
理
基

準
に
従
っ
て
再
計
算
を
行
う
。

⑤
社
会
福
祉
充
実
残
額
算
定
シ
ー
ト
に
お
け
る
社
会
福
祉
充
実
残
額
に
つ
い
て
、
再
計
算

を
行
っ
た
上
で
、
社
会
福
祉
充
実
計
画
に
お
け
る
社
会
福
祉
充
実
残
額
と
突
合
す
る
。

⑥
社
会
福
祉
充
実
計
画
に
お
け
る
１
、
２
、
４
及
び
５
に
記
載
さ
れ
る
事
業
費
に
つ
い
て

再
計
算
を
行
う
。

３
．
手
続
の
実
施
結
果

①
２
の
①
に
つ
い
て
、
社
会
福
祉
法
に
基
づ
く
事
業
に
活
用
し
て
い
る
不
動
産
等
に
係
る

（
注
）

公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
が
業

務
を
実
施
す
る
場
合
に
は
、
日
本
公
認
会
計
士
協
会
監

査
・
保
証
実
務
委
員
会
専
門
業
務
実
務
指
針
４
４
０
０
「
合
意
さ
れ
た
手
続
業
務

に
関
す
る

実
務
指
針
」
を
参
考
と
し
て
、
表
題
を
「
合
意
さ
れ
た
手
続
実
施
結
果
報
告
書
」

と
す
る
ほ

か
、
本
様
式
例
の
実
施
者
の
肩
書
、
表
現
・
見
出
し
等
に
つ
い
て
、
同
実
務
指
針

の
文
例
を

参
照
し
て
、
適
宜
改
変
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

控
除
対
象
財
産
判
定
と
事
務
処
理
基
準
は
一
致
し
た
。

②
２
の
②
に
つ
い
て
、
社
会
福
祉
法
に
基
づ
く
事
業
に
活
用
し
て
い
る
不
動
産
等
の
再
計

算
の
結
果
と
一
致
し
た
。

③
２
の
③
に
つ
い
て
、
再
取
得
に
必
要
な
財
産
の
再
計
算
の
結
果
と
一
致
し
た
。

④
２
の
④
に
つ
い
て
、
必
要
な
運
転
資
金
の
再
計
算
の
結
果
と
一
致
し
た
。

⑤
２
の
⑤
に
つ
い
て
、
社
会
福
祉
充
実
残
額
の
再
計
算
の
結
果
と
一
致
し
た
。
さ
ら
に
、

当
該
計
算
結
果
と
社
会
福
祉
充
実
計
画
に
お
け
る
社
会
福
祉
充
実
残
額
は
一
致
し
た
。

⑥
２
の
⑥
に
つ
い
て
、
社
会
福
祉
充
実
計
画
に
お
け
る
１
、
２
、
４
及
び
５
に
記
載
さ
れ

る
事
業
費
に
つ
い
て
再
計
算
の
結
果
と
一
致
し
た
。

４
．
業
務
の
特
質

上
記
手
続
は
財
務
諸
表
に
対
す
る
監
査
意
見
又
は
レ
ビ
ュ
ー
の
結
論
の
報
告
を
目
的
と
し

た
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
監
査
の
基
準
又
は
レ
ビ
ュ
ー
の
基
準
に
準
拠
す
る
も
の

で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
私
は
社
会
福
祉
充
実
計
画
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
、
手
続
実
施

結
果
か
ら
導
か
れ
る
結
論
の
報
告
も
、
ま
た
、
保
証
の
提
供
も
し
な
い
。

５
．
配
付
及
び
利
用
制
限

本
報
告
書
は
法
人
の
社
会
福
祉
充
実
計
画
の
承
認
申
請
に
関
連
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で

あ
り
、
他
の
い
か
な
る
目
的
に
も
使
用
し
て
は
な
ら
ず
、
法
人
及
び
そ
の
他
の
実
施
結
果
の

利
用
者
以
外
に
配
付
又
は
利
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
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様
式
第
１
１
（
２
）

社
会
福
祉
充
実
計
画
承
認
申
請
書

（
別
紙
４
－
様
式
例
①
）

令
和
○
○
年
○
○
月
○
○
日

伊
勢
市
長

○
○

○
○

様

三
重
県
伊
勢
市
○
○
町
○
○
番
地

社
会
福
祉
法
人

○
○
会

理
事
長

○
○

○
○

社
会
福
祉
充
実
計
画
の
承
認
申
請
に
つ
い
て

当
法

人
に
お
い

て
、

別
添
の

と
お
り
社

会
福
祉
充
実

計
画
を
策

定
し
た

の
で
、
社
会

福
祉
法
第

５
５
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
貴
庁
の
承
認
を
申
請
す
る
。

（
添
付
資
料
）

・
令
和
○
年
度
～
令
和
○
年
度
社
会
福
祉
法
人
○
○
○
社
会
福
祉
充
実
計
画

・
社
会
福
祉
充
実
計
画
の
策
定
に
係
る
評
議
員
会
の
議
事
録
（
写
）

・
公
認
会
計
士
・
税
理
士
等
に
よ
る
手
続
実
施
結
果
報
告
書
（
写
）

・
社
会
福
祉
充
実
残
額
の
算
定
根
拠

・
そ
の
他
社
会
福
祉
充
実
計
画
の
記
載
内
容
の
参
考
と
な
る
資
料

様
式
第
１
１
（
３
）

社
会
福
祉
充
実
計
画
変
更
承
認
申
請
書

（
別
紙
５
－
様
式
例
①
）

令
和
○
○
年
○
○
月
○
○
日

伊
勢
市
長

○
○

○
○

様

三
重
県
伊
勢
市
○
○
町
○
○
番
地

社
会
福
祉
法
人

○
○
会

理
事
長

○
○

○
○

承
認
社
会
福
祉
充
実
計
画
の
変
更
に
係
る
承
認
申
請
に
つ
い
て

令
和
○
○

年
○
月
○

日
付
け
（
文

書
番

号
）

に
よ

り
、

貴
庁
よ

り
承
認

を
受

け
た
社
会

福
祉
充

実
計

画
に
つ

い
て
、
別

添
の
と

お
り

変
更

を
行

う
こ
と

と
し
た
の
で

、
社

会
福
祉
法
第

５
５
条
の

３
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
貴
庁
の
承
認
を
申
請
す
る
。

（
添
付
資
料
）

・
変
更
後
の
「
令
和
○
年
度
～
令
和
○
年
度
社
会
福
祉
法
人
○
○
○
社
会
福
祉
充
実
計
画
」

（
注

）
変

更
点

を
朱

書
き

、
新

旧
対

照
表

を
添

付
す

る
な

ど
、

変
更

点
を

明
示

す
る

こ

と
。

・
社
会
福
祉
充
実
計
画
の
変
更
に
係
る
評
議
員
会
の
議
事
録
（
写
）

・
公
認
会
計
士
・
税
理
士
等
に
よ
る
手
続
実
施
結
果
報
告
書
（
写
）

・
社
会
福
祉
充
実
残
額
の
算
定
根
拠

・
そ
の
他
社
会
福
祉
充
実
計
画
の
記
載
内
容
の
参
考
と
な
る
資
料
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様
式
第
１
１
（
４
）

社
会
福
祉
充
実
計
画
変
更
届
出
書

（
別
紙
６
－
様
式
例
）

令
和
○
○
年
○
○
月
○
○
日

伊
勢
市
長

○
○

○
○

様

三
重
県
伊
勢
市
○
○
町
○
○
番
地

社
会
福
祉
法
人

○
○
会

理
事
長

○
○

○
○

承
認
社
会
福
祉
充
実
計
画
の
変
更
に
係
る
届
出
に
つ
い
て

令
和
○
○

年
○
○
月

○
○
日
付
け

（
文

書
番

号
）

に
よ

り
、
貴

庁
よ
り

承
認

を
受
け
た

社
会
福

祉
充

実
計
画

に
つ
い
て

、
別
添

の
と

お
り

変
更

を
行
う

こ
と
と
し
た

の
で

、
社
会
福
祉

法
第
５
５

条
の
３
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
貴
庁
に
届
出
を
行
う
。

（
添
付
資
料
）

・
変
更
後
の
「
令
和
○
年
度
～
令
和
○
年
度
社
会
福
祉
法
人
○
○
○
社
会
福
祉
充
実
計
画
」

（
注

）
変

更
点

を
朱

書
き

、
新

旧
対

照
表

を
添

付
す

る
な

ど
、

変
更

点
を

明
示

す
る

こ

と
。

・
社
会
福
祉
充
実
残
額
の
算
定
根
拠

・
そ
の
他
社
会
福
祉
充
実
計
画
の
記
載
内
容
の
参
考
と
な
る
資
料

様
式
第
１
１
（
５
）

社
会
福
祉
充
実
計
画
の
変
更
に
係
る
承
認
申
請
及
び
届
出
書

令
和
○
○
年
○
○
月
○
○
日

伊
勢
市
長

○
○

○
○

様

三
重
県
伊
勢
市
○
○
町
○
○
番
地

社
会
福
祉
法
人

○
○
会

理
事
長

○
○

○
○

承
認
社
会
福
祉
充
実
計
画
の
変
更
に
係
る
承
認
申
請
及
び
届
出
に
つ
い
て

令
和
○
○

年
○
○
月

○
○
日
付
け

（
文

書
番

号
）

に
よ

り
、
貴

庁
よ
り

承
認

を
受
け
た

社
会
福

祉
充

実
計
画

に
つ
い
て

、
別
添

の
と

お
り

変
更

を
行
う

こ
と
と
し
た

の
で

、
社
会
福
祉

法
第
５
５

条
の

３
第
１

項
の
規
定

に
基
づ

き
、

貴
庁

の
承

認
を
申

請
す
る
と
と

も
に

、
同
法
同
条

第
２
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
貴
庁
に
届
出
を
行
う
。

（
添
付
資
料
）

・
変
更
後
の
「
令
和
○
年
度
～
令
和
○
年
度
社
会
福
祉
法
人
○
○
○
社
会
福
祉
充
実
計
画
」

（
注
）

変
更
点

を
朱
書

き
、

新
旧

対
照

表
を
添

付
す
る
な
ど

、
変

更
点
を
明
示

す
る
と
と

も
に

、
承
認

申
請
事
項
と

届
出
事

項
が
容

易
に

判
別
で
き
る
よ

う
変

更
箇
所

の
文
末

に
「（

承
認
申
請
事
項
）」

又
は
「（

届
出
事
項
）」

を
付
す
こ
と
。

・
社
会
福
祉
充
実
計
画
の
変
更
に
係
る
評
議
員
会
の
議
事
録
（
写
）

・
公
認
会
計
士
、
税
理
士
等
に
よ
る
手
続
実
施
結
果
報
告
書
（
写
）

・
社
会
福
祉
充
実
残
額
の
算
定
根
拠

・
そ
の
他
社
会
福
祉
充
実
計
画
の
記
載
内
容
の
参
考
と
な
る
資
料
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様
式
第
１
１
（
６
）

社
会
福
祉
充
実
計
画
終
了
承
認
申
請
書

（
別
紙
７
－
様
式
例
①
）

令
和
○
○
年
○
○
月
○
○
日

伊
勢
市
長

○
○

○
○

様

三
重
県
伊
勢
市
○
○
町
○
○
番
地

社
会
福
祉
法
人

○
○
会

理
事
長

○
○

○
○

承
認
社
会
福
祉
充
実
計
画
の
終
了
に
係
る
承
認
申
請
に
つ
い
て

令
和

○
○
年
○
○

月
○

○
日
付
け

（
文
書
番
号

）
に
よ

り
、
貴
庁
よ
り

承
認
を

受
け
た

社
会
福

祉
充
実

計
画
に
つ
い

て
、
下
記

の
と
お

り
、
や

む
を
得
な
い
事

由
が
生

じ
た
こ
と

か
ら
、

当
該
計

画
に
従

っ
て
事
業
を

行
う
こ
と

が
困
難

で
あ
る

た
め
、
社
会
福

祉
法
第

５
５
条
の

４
の
規

定
に
基

づ
き
、
当
該
計
画
の
終
了
に
つ
き
、
貴
庁
の
承
認
を
申
請
す
る
。

記

（
承
認
社
会
福
祉
充
実
計
画
を
終
了
す
る
に
当
た
っ
て
の
や
む
を
得
な
い
事
由
）

（
添
付
資
料
）

・
終
了
前
の
令
和
○
年
度
～
令
和
○
年
度
社
会
福
祉
法
人
○
○
○
社
会
福
祉
充
実
計
画

・
そ
の
他
承
認

社
会
福
祉

充
実
計

画
を
終

了
す

る
に
当
た

っ
て
、

や
む
を
得

な
い
事

由
が
あ

る
こ
と
を
証
す
る
書
類
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様
式
例
５
０

監
事
監
査
報
告
書

監
事

監
査

報
告

書

令
和
〇
〇
年
〇
〇
月
〇
〇
日

社
会
福
祉
法
人
○
○
○
会

理
事
長

○
○

○
○

様

監
事

○
○

○
○

監
事

○
○

○
○

私
た

ち
監
事
は
、

社
会
福

祉
法

第
４
５

条
の

１
８
、

第
４
５

条
の
２

８
及
び
関

係
法
令
等

に
基

づ
き
、
社
会

福
祉
法

人
○
○
○

会
の
令

和
○
○
年
４

月
１
日

か
ら
令
和

○
○
年
３

月
３
１

日
ま
で

の
令
和
○
○
年
度
の
理
事
の
職
務
執
行
に
つ
い
て
監
査
を
行
い
ま
し
た
。

そ
の
内
容
及
び
結
果
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
報
告
い
た
し
ま
す
。

記

１
．
監
査
日
時

令
和
○
○
年
○
○
月
○
○
日

午
前
・
午
後

〇
〇
時
〇
〇
分

～
午
前
・
午
後

〇
〇
時
〇
〇
分

２
．
監
査
場
所

○
○
○
会

会
議
室

３
．
立
会
者

（
職
）
…
…

（
氏
名
）
…
…
…
…

（
職
）
…
…

（
氏
名
）
…
…
…
…

４
．
監
査
の
方
法
及
び
そ
の
内
容

各
監
事
は

、
理
事
及

び
職
員

等
と
意
思
疎

通
を
図

り
、
情
報

の
収
集
及

び
監
査

の
環
境

の
整

備
に
努
め

る
と
と

も
に
、

理
事

会
そ
の

他
重
要

な
会
議
に

出
席
し

、
理

事
及
び

職
員

等
か

ら
そ
の
職

務
の
執

行
状
況

に
つ

い
て
報

告
を
受

け
、
必
要

に
応
じ

て
説

明
を
求

め
、

重
要

な
決
裁
書

類
等
を

閲
覧
し

、
業

務
及
び

財
産
の

状
況
を
調

査
し
ま

し
た

。
以
上

の
方

法
に

よ
り
、
当

該
会
計

年
度
に

係
る

事
業
報

告
等
（

事
業
報
告

及
び
そ

の
附

属
明
細

書
）

に
つ
い
て
検
討
い
た
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
、

会
計
帳
簿

又
は
こ

れ
に
関
す
る

資
料
の

調
査
を
行

い
、
当
該

会
計
年

度
に
係

る
計

算
関
係
書

類
（
計

算
書
類

及
び

そ
の
附

属
明
細

書
）
及
び

財
産
目

録
に

つ
い
て

検
討

い
た
し
ま
し
た
。

５
．
監
査
意
見

①
事
業
報
告
等
の
監
査
結
果

（
１
）

事
業

報
告

等
は
、

法
令
及

び
定

款
に
従

い
、
法
人

の
状
況
を

正
し
く

示
し
て

い
る
も
の
と
認
め
ま
す
。

（
２
）

理
事
の
職
務
の
執
行
に
関
す
る
不
正
の
行
為
又
は
法
令
若
し
く
は
定
款
に
違

（
注
）
１

計
算
関
係
書
類
、
財
産
目
録
及
び
事
業
報
告
等
の
監
査
を
一
本
化
し
た
場
合
の
様
式

２
特
定
社
会
福
祉
法
人
、
特
定
社

会
福
祉
法
人
以
外
の
会
計
監
査
人
設
置
法
人
の
監
事
の

監
査
報
告
書
の

様
式
例
は
、
厚
生
労
働
省

社
会
・
援

護
局
福
祉
基
盤
課
通
知
（

平
成
３
０

年
４
月
２
７
日
付
け
事
務
連
絡
）
を
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

反
す
る
重
大
な
事
実
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

②
計
算
関
係
書
類
及
び
財
産
目
録
の
監
査
結
果

計
算

関
係
書
類
及

び
財
産

目
録
に
つ
い

て
は
、

法
人
の
財

産
、
収
支

及
び
純

資
産
の

増
減
の
状
況
を
全
て
の
重
要
な
点
に
お
い
て
適
正
に
示
し
て
い
る
も
の
と
認
め
ま
す
。

６
．
そ
の
他

・
監
査
の
た
め
必
要
な
調
査
が
で
き
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

・
追
記
情
報

監
事
の
判
断
に
関
し
て
説
明
を
付
す
必
要
が
あ
る
事
項
、
又
は
計
算
関

係
書
類
の
う
ち
、
強
調
す
る
必
要
が
あ
る
事
項
な
ど

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

７
．
確
認
書
類

別
添
「
監
事
監
査
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
」
の
と
お
り
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様
式
第
１
２

登
録
免
許
税
の
非
課
税
措
置
を
受
け
る
た
め
の
証
明
願
（
記
載
例
）

令
和
〇
〇
年
〇
〇
月
〇
〇
日

三
重
県
知
事

○
○

○
○

様 （
申
請
）
所
在
地

伊
勢
市
×
×
町
×
×
×
番
地

法
人
名

社
会
福
祉
法
人

○
○
会

代
表
者

理
事
長

△
△

△
△

登
録
免
許
税
法
別
表
第
３
の
１
０
の
項
の
第
３
欄
の
第
１
号
に
掲
げ
る
登
記
に
係
る
証
明
願

登
録

免
許
税
法
第

４
条
第

２
項

の
規
定

に
よ

る
登
録

免
許
税

の
非
課

税
措
置
を

受
け
る
た

め
、

下
記
の
不
動

産
に
係

る
登
記
が

同
法
別

表
第
３
の
１

０
の
項

の
第
３
欄

の
第
１
号

に
該
当

す
る
こ

と
に

つ
い

て
、

同
法

施
行

規
則

第
３

条
第

１
号

の
規

定
に

よ
り

証
明

く
だ

さ
る

よ
う

申
請

し
ま

す
。

記

※
不

動
産

登
記

事
項
証

明
書

の
と

お
り

記
載

す
る

こ
と

。

上
記

は
登
録
免
許

税
法
別

表
第

３
の
１

０
の

項
の
第

３
欄
の

第
１
号

に
規
定
す

る
不
動
産

に
該

当
す
る
こ
と
を
証
明
し
ま
す
。

令
和
〇
〇
年
〇
〇
月
〇
〇
日

三
重
県
知
事

○
○

○
○

㊞

所
在

地
番
又
は

家
屋
番
号

地
目
又
は
建
物
の

種
類

・
構

造
地
積
又
は
床
面
積

具
体
的
用
途

証 明 を 受 け よ う と す る 不 動 産

○
○
市

×
×

町

○
○
市

×
×

町

１
２
３

番
地

○
○
市
×
×
町

４
５
６
番
地

１
２

３
番

１
２

３
番

４
５

６
番

宅
地

養
護
老

人
ホ

ー
ム

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

造

ス
レ
ー

ト
ぶ

き
平

家
建

特
別
養

護
老

人
ホ

ー
ム

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

造

ス
レ
ー

ト
ぶ

き
２

階
建

45
0.

30
㎡

25
0.

30
㎡

１
階

50
0.
50

㎡

２
階

40
0.
50

㎡

養
護

老
人

ホ
ー

ム

敷
地

養
護
老

人
ホ
ー

ム

特
別

養
護

老
人

ホ

ー
ム

「
保
育
所
」
の
場
合
は
第
３
号
、

「
認
定
こ
ど
も
園
」
の
場
合
は
第
４

号
と
し
て
く
だ
さ
い
。

「
保
育
所
」
の
場
合
は
第
３
号
、

「
認
定
こ
ど
も
園
」
の
場
合
は
第

４
号
と
し
て
く
だ
さ
い
。

「
保
育
所
」
の
場
合
は
第
３
号
、

「
認
定
こ
ど
も
園
」
の
場
合
は
第
４

号
と
し
て
く
だ
さ
い
。

「
平
家
」
を
「
平
屋
」
と

間
違
え
な
い
よ
う
に
す
る

こ
と
。

「
保
育
所
」
の
場
合
は
第
３
号
、

「
認
定
こ
ど
も
園
」
の
場
合
は
第
４

号
と
し
て
く
だ
さ
い
。

様
式
例
５
１

基
本
財
産
編
入
及
び
定
款
変
更
誓
約
書

基
本
財
産
編
入
及
び
定
款
変
更
誓
約
書

こ
の

度
、

社
会

福
祉

法
人

○
○

○
会

が
設

置
経

営
す

る
特

別
養

護
老

人
ホ

ー
ム

「
○

○
ホ

ー

ム
」

の
建
物

に
つ

い
て
は

、
登
記

後
、

速
や
か

に
基
本

財
産

に
編
入

及
び
定

款
変

更
の
手

続
き
を

行
う
こ
と
を
誓
約
い
た
し
ま
す
。

令
和
○
○
年
○
○
月
○
○
日

三
重
県
知
事

○
○

○
○

様

所
在
地

伊
勢
市
○
○
町
○
○
番
地

社
会
福
祉
法
人
○
○
○
会

理
事
長

○
○

○
○

150



●
登
録
免
許
税
法
（
抜
粋
）

別
表
第
３

非
課
税
の
登
記
等
の
表
（
第
４
条
、
第
３
３
条
関
係
）

●
登
録
免
許
税
法
施
行
規
則
（
抜
粋
）

名
称

根
拠

法
非

課
税

の
登

記
等

備
考

1
0

社
会

福
祉

法
人

社
会
福
祉
法

(
昭
和
２
６

年
法
律
第
４

５
号
)

１
社
会
福
祉
法
第
２
条
第
１
項
（
定
義
）
に

規
定
す
る
社
会
福
祉
事
業
の
用
に
供
す
る
建

物
の
所
有
権
の
取
得
登
記
又
は
当
該
事
業
の

用
に
供
す
る
土
地
の
権
利
の
取
得
登
記
（
第

３
号
に
掲
げ
る
登
記
を
除
く
。）

２
自

己
の

設
置

運
営

す
る

学
校

（
学

校
教

育

法
第

１
条

（
学

校
の

範
囲

）
に

規
定

す
る

幼

稚
園

に
限

る
。
）

の
校

舎
等

の
所

有
権

の
取

得
登

記
又

は
当

該
校

舎
等

の
敷

地
、

当
該

学

校
の

運
動

場
、

実
習

用
地

そ
の

他
の

直
接

に

保
育

若
し

く
は

教
育

の
用

に
供

す
る

土
地

の

権
利

の
取

得
登

記

３
自
己
の
設
置
運
営
す
る
保
育
所
若
し
く
は

家
庭
的
保
育
事
業
等
用
に
供
す
る
建
物
の
所

有
権
の
取
得
登
記
又
は
当
該
建
物
の
敷
地
そ

の
他
の
直
接
に
保
育
の
よ
う
に
供
す
る
土
地

の
権
利
の
登
記

４
自
己
の
設
置
運
営
す
る
認
定
こ
ど
も
園
の

用
に
供
す
る
建
物
の
所
有
権
の
取
得
登
記
又

は
当
該
建
物
の
敷
地
そ
の
他
の
直
接
に
保
育

若
し
く
は
教
育
の
用
に
供
す
る
土
地
の
権
利

の
取
得
登
記

第
３
欄
の
第

１
号
か
ら
第

４
号
ま
で
の

い
ず
れ
か
の

登
記
に
該
当

す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
を

証
す
る
財
務

省
令
で
定
め

る
書
類
の
添

付
が
あ
る
も

の
に
限
る
。

（
公
共
法
人
等
が
受
け
る
登
記
等
の
非
課
税
）

第
４
条

国
及
び

別
表

第
２

に
掲
げ

る
者
が
自

己
の
た
め

に
受

け
る

登
記
等

に
つ
い
て

は
、
登
録

免
許
税
を
課
さ
な
い
。

２
別

表
第

３
の

第
１

欄
に

掲
げ
る

者
が
自
己

の
た

め
に

受
け

る
そ

れ
ぞ
れ

同
表
の
第

３
欄
に
掲

げ
る

登
記
等

（
同
表
の

第
４
欄

に
財
務
省

令
で
定
め

る
書
類
の

添
付
が
あ

る
も
の
に

限
る
旨
の

規
定
が
あ
る
登
記
等
に
あ
っ
て
は
、
当
該
書
類
を
添
付
し
て
受
け
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て

は
、
登
録
免
許
税
を
課
さ
な
い
。

第
３

条
法

別
表

第
３

の
１
０

の
項

の
第

４
欄

に
規

定
す

る
財

務
省

令
で

定
め
る

書
類

は
、

次
の

各
号
に
掲
げ
る
登
記
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
と
す
る
。

（
１
）
法
別
表
第
３
の
１
０
の
項
の
第
３
欄
の
第
１
号
に
掲
げ
る
登
記

次
に
掲
げ
る
登
記
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
書
類

イ
法

別
表

第
３
の

１
０

の
項

の
第

３
欄

の
第

１
号

の
社

会
福

祉
事
業

（
社

会
福

祉
法

（
昭

和
２

６
年

法
律

第
４

５
号

）
第

２
条

第
２

項
第

２
号

（
定

義
）
（

１
５

２
頁

参

照
）

に
規

定
す

る
事

業
（
同

号
に

規
定

す
る

母
子

生
活

支
援

施
設

を
経

営
す

る
事

業

を
除

く
。
）
、

同
条

第
３

項
第

２
号
に

規
定

す
る

事
業

（
同

号
に

規
定
す

る
児

童
自

立

生
活
援
助
事
業
及
び
児
童
厚
生
施
設
又
は
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
を
経
営
す
る
事

現
在

、
三

重
県

で
は

該
当

な
し

。

業
に

限
る
。
）

及
び

同
項

第
４

号
の

２
に

規
定

す
る
事

業
（

同
号

に
規

定
す

る
相

談

支
援
事
業

の
う
ち

児
童
福
祉

法
第
４
条
第

２
項
（
定

義
）
に

規
定
す

る
障

害
児
に
係

る
も

の
に

限
る

。
）
を

除
く

。
（

１
）

か
ら
（

３
）

ま
で

に
お

い
て

同
じ

。
）

の
用

に

供
す
る
不
動
産
に
係
る
登
記
（
ハ
に
掲
げ
る
登
記
を
除
く
。
）

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
書
類

①
社
会

福
祉
事
業

の
用

に
供

す
る

不
動

産
が
指

定
都

市
及

び
中

核
市
の

区
域
外
に

所
在
す
る
場
合

そ
の

登
記
に
係

る
不

動
産

が
法

別
表

第
３
の

１
０

の
項

の
第

３
欄
の

第
１
号
に

規
定

す
る

不
動

産
に

該
当

す
る
旨

を
証

す
る
当

該
不

動
産

の
所
在
地

を
管
轄

す
る

都
道

府
県

知
事

（
地

方
自

治
法
第

２
５

２
条
の

１
７

の
２

第
１
項
（

条
例
に

よ
る

事
務

処
理

の
特

例
）

の
規

定
に
よ

り
社

会
福
祉

法
第

６
２

条
第
１
項

（
社
会

福
祉

施
設

の
設

置
）

の
社

会
福

祉
施
設

若
し

く
は
同

法
第

６
８

条
の
２
第

１
項
（

社
会

福
祉

住
居

施
設

の
設

置
）

の
社
会

福
祉

住
居
施

設
の

設
置

又
は
同
法

第
６
７

条
第

１
項

（
施

設
を

必
要

と
し

な
い
第

１
種

社
会
福

祉
事

業
の

開
始
）
若

し
く
は

第
６

９
条

第
１

項
（

住
居

の
用

に
供
す

る
た

め
の
施

設
を

必
要

と
し
な
い

第
２
種

社
会

福
祉

事
業

の
開

始
等

）
の

社
会
福

祉
事

業
の
開

始
に

係
る

事
務
を
市

町
村
が

処
理

す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
市
町
村
の
長
。
ロ
①
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
書
類

②
社
会

福
祉
事
業

の
用

に
供

す
る

不
動

産
が
指

定
都

市
の

区
域

内
に
所

在
す
る
場

合

そ
の

登
記
に
係

る
不

動
産

が
法

別
表

第
３
の

１
０

の
項

の
第

３
欄
の

第
１
号
に

規
定

す
る

不
動

産
に

該
当

す
る
旨

を
証

す
る
当

該
不

動
産

の
所
在
地

を
管
轄

す
る

指
定
都
市
の
長
の
書
類

③
社
会
福
祉
事
業
の
用
に
供
す
る
不
動
産
が
中
核
市
の
区
域
内
に
所
在
す
る
場
合

そ
の

登
記
に
係

る
不

動
産

が
法

別
表

第
３
の

１
０

の
項

の
第

３
欄
の

第
１
号
に

規
定

す
る

不
動

産
に

該
当

す
る
旨

を
証

す
る
当

該
不

動
産

の
所
在
地

を
管
轄

す
る

中
核
市
の
長
の
書
類

ロ
法
別
表

第
３
の
１

０
の

項
の

第
３

欄
の

第
１
号

の
社

会
福

祉
事

業
（
イ

に
規
定
す

る
社
会
福
祉
事
業
を
除
く
。
以
下
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
用
に
供
す
る
不
動
産
に
係

る
登
記
（（

ハ
に
掲
げ
る
登
記
を
除
く
。
）

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
書
類

①
社
会

福
祉
事
業

の
用

に
供

す
る

不
動

産
が
指

定
都

市
の

区
域

外
に
所

在
す
る
場

合

そ
の

登
記
に
係

る
不

動
産

が
法

別
表

第
３
の

１
０

の
項

の
第

３
欄
の

第
１
号
に

規
定

す
る

不
動

産
に

該
当

す
る
旨

を
証

す
る
当

該
不

動
産

の
所
在
地

を
管
轄

す
る

都
道
府
県
知
事
の
書
類

②
社
会
福
祉
事
業
の
用
に
供
す
る
不
動
産
が
指
定
都
市
の
区
域
内
に
所
在
す
る
場
合

そ
の

登
記
に
係

る
不

動
産

が
法

別
表

第
３
の

１
０

の
項

の
第

３
欄
の

第
１
号
に

規
定

す
る

不
動

産
に

該
当

す
る
旨

を
証

す
る
当

該
不

動
産

の
所
在
地

を
管
轄

す
る

指
定
都
市
の
長
の
書
類

ハ
法
別
表

第
３
の
１

０
の

項
の

第
３

欄
の

第
１
号

の
社

会
福

祉
事

業
（
児

童
福
祉
法

第
５

９
条
の

４
（

指
定
都

市
等
の

特
例
）

の
規

定
に
よ

り
児

童
相
談

所
設

置
市

が
処

理
す

る
も
の

と
さ

れ
る
事

務
に
係

る
も
の

に
限

る
。
）

の
用

に
供
す

る
不

動
産

に
係

る
登
記

そ
の
登

記
に
係
る

不
動

産
が

同
号

に
規

定
す
る

不
動

産
に

該
当

す
る
旨

を
証
す
る
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当
該
不
動
産
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
児
童
相
談
所
設
置
市
の
長
の
書
類

（
２
）
法
別
表
第
３
の
１
０
の
項
の
第
３
欄
の
第
２
号
に
掲
げ
る
登
記

そ
の
登
記

に
係
る
不

動
産

が
同

号
に

規
定

す
る
不

動
産

に
該

当
す

る
旨
を

証
す
る
当

該
不
動

産
に
係

る
同
号
に

規
定
す

る
学

校
を
所

管
す
る

都
道

府
県

知
事
（

地
方
自

治
法

第
２
５

２
条
の

１
７
の
２

第
１
項

の
規

定
に
よ

り
当
該

学
校

に
係

る
事
務

を
市
町

村
が

処
理
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
市
町
村
の
長
）
の
書
類

（
３
）
法
別
表
第
３
の
１
０
の
項
の
第
３
欄
の
第
３
号
に
掲
げ
る
登
記

次
に
掲
げ
る
登
記
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
書
類

イ
保
育
所
の
用
に
供
す
る
不
動
産
に
係
る
登
記

第
２
条
第
２
号
イ
に
定
め
る
書
類

ロ
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
用
に
供
す
る
不
動
産
に
係
る
登
記

第
２
条
第
２
号
ロ
に
定
め
る
書
類

（
４
）
法
別
表
第
３
の
１
０
の
項
の
第
３
欄
の
第
４
号
に
掲
げ
る
登
記

第
２
条
第
３
号
に
定
め
る
書
類

第
２

条
法

別
表
第
３

の
１
の
２

の
項

の
第

４
欄
に

規
定
す
る

財
務

省
令

で
定

め
る
書

類
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
登
記
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
と
す
る
。

（
１
）
法
別
表
第
３
の
１
の
２
の
項
の
第
３
欄
の
第
１
号
又
は
第
２
号
に
掲
げ
る
登
記

そ
の
登
記

に
係
る
不

動
産

が
同

欄
の

第
１

号
又
は

第
２

号
に

規
定

す
る
不

動
産
に
該

当
す

る
旨

を
証

す
る

当
該

不
動

産
に

係
る

学
校

教
育

法
（

昭
和

２
２

年
法

律
第

２
６

号
）

第
１

条
（

学
校

の
範

囲
）

に
規

定
す

る
学

校
又

は
同

法
第

１
２

４
条

（
専

修
学

校
）
に

規
定
す

る
専
修
学

校
若
し

く
は

同
法
第

１
３
４

条
第

１
項

（
各
種

学
校
）

に
規

定
す
る

各
種
学

校
の
私
立

学
校
法

（
昭

和
２
４

年
法
律

第
２

７
０

号
）
第

４
条
（

所
轄

庁
）
に

規
定
す

る
所
轄
庁

（
地
方

自
治

法
（
昭

和
２
２

年
法

律
第

６
７
号

）
第
２

５
２

条
の
１

７
の
２

第
１
項
（

条
例
に

よ
る

事
務
処

理
の
特

例
）

の
規

定
に
よ

り
同
表

の
１

の
２

の
項

の
第

１
欄

に
規

定
す

る
学

校
法

人
に

係
る

事
務

を
市

町
村

（
特

別
区

を
含

む
。
以
下
同
じ
。
）
が
処
理
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
市
町
村
の
長
）
の
書
類

（
２
）
法
別
表
第
３
の
１
の
２
の
項
の
第
３
欄
の
第
３
号
に
掲
げ
る
登
記

次
に
掲
げ
る
登
記
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
書
類

イ
法

別
表

第
３

の
１

の
２

の
項

の
第

３
欄

の
第

３
号

に
規

定
す

る
保

育
所

（
以

下

「
保
育
所
」
と
い
う
。
）
の
用
に
供
す
る
不
動
産
に
係
る
登
記

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
書
類

①
保

育
所

の
用

に
供

す
る

不
動

産
が

地
方

自
治

法
第

２
５

２
条

の
１

９
第

１
項

（
指

定
都

市
の

権
能

）
に

規
定

す
る

指
定

都
市

（
以

下
「

指
定

都
市

」
と

い

う
。

）
、

同
法

第
２

５
２

条
の
２

２
第

１
項
（

中
核

市
の

権
能
）
に

規
定
す

る
中

核
市

（
以

下
「

中
核

市
」

と
い
う

。
）

及
び
児

童
福

祉
法

（
昭
和
２

２
年
法

律
第

１
６

４
号

）
第

５
９

条
の

４
第
１

項
（

指
定
都

市
等

の
特

例
）
に
規

定
す
る

児
童

相
談

所
設

置
市

（
以

下
「

児
童
相

談
所

設
置
市

」
と

い
う

。
）
の
区

域
外
に

所
在

す
る
場
合

そ
の

登
記
に
係

る
不

動
産

が
法

別
表

第
３
の

１
の

２
の

項
の

第
３
欄

の
第
３
号

規
定

す
る

不
動

産
に

該
当

す
る
旨

を
証

す
る
当

該
不

動
産

の
所
在
地

を
管
轄

す
る

都
道

府
県

知
事

（
地

方
自

治
法
第

２
５

２
条
の

１
７

の
２

第
１
項
の

規
定
に

よ
り

児
童

福
祉

法
第

３
５

条
第

４
項
（

児
童

福
祉
施

設
の

認
可

）
（
１
５

３
頁
参

照
）

の
保

育
所

の
認

可
に

係
る

事
務
を

市
町

村
が
処

理
す

る
場

合
に
あ
っ

て
は
、

当
該

市
町
村
の
長
）
の
書
類

②
保
育
所
の
用
に
供
す
る
不
動
産
が
指
定
都
市
の
区
域
内
に
所
在
す
る
場
合

そ
の

登
記
に
係

る
不

動
産

が
法

別
表

第
３
の

１
の

２
の

項
の

第
３
欄

の
第
３
号

に
規

定
す

る
不

動
産

に
該

当
す
る

旨
を

証
す
る

当
該

不
動

産
の
所
在

地
を
管

轄
す

る
指
定
都
市
の
長
の
書
類

③
保
育
所
の
用
に
供
す
る
不
動
産
が
中
核
市
の
区
域
内
に
所
在
す
る
場
合

そ
の

登
記
に
係

る
不

動
産

が
法

別
表

第
３
の

１
の

２
の

項
の

第
３
欄

の
第
３
号

に
規

定
す

る
不

動
産

に
該

当
す
る

旨
を

証
す
る

当
該

不
動

産
の
所
在

地
を
管

轄
す

る
中
核
市
の
長
の
書
類

④
保
育

所
の
用
に

供
す

る
不

動
産

が
児

童
相
談

所
設

置
市

の
区

域
内
に

所
在
す
る

場
合 そ

の
登

記
に
係

る
不

動
産

が
法

別
表

第
３
の

１
の

２
の

項
の

第
３
欄

の
第
３
号

に
規

定
す

る
不

動
産

に
該

当
す
る

旨
を

証
す
る

当
該

不
動

産
の
所
在

地
を
管

轄
す

る
児
童
相
談
所
設
置
市
の
長
の
書
類

ロ
法
別
表

第
３
の
１

の
２

の
項

の
第

３
欄

の
第
３

号
に

規
定

す
る

家
庭
的

保
育
事
業

等
（

以
下
「

家
庭

的
保
育

事
業
等

」
と
い

う
。

）
の
用

に
供

す
る
不

動
産

に
係

る
登

記

そ
の
登

記
に
係
る

不
動

産
が

同
号

に
規

定
す
る

不
動

産
に

該
当

す
る
旨

を
証
す
る

当
該
不
動
産
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
市
町
村
の
長
の
書
類

（
３
）
法
別
表
第
３
の
１
の
２
の
項
の
第
３
欄
の
第
４
号
に
掲
げ
る
登
記

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
書
類

イ
法

別
表

第
３

の
１

の
２

の
項

の
第

３
欄

の
第

４
号

に
規

定
す

る
認

定
こ

ど
も

園

（
以

下
「
認

定
こ

ど
も
園

」
と
い

う
。
）

の
用

に
供
す

る
不

動
産
が

指
定

都
市

及
び

中
核
市
の
区
域
外
に
所
在
す
る
場
合

そ
の
登

記
に
係
る

不
動

産
が

同
号

に
規

定
す
る

不
動

産
に

該
当

す
る
旨

を
証
す
る

当
該

不
動
産

の
所

在
地
を

管
轄
す

る
都
道

府
県

知
事
（

就
学

前
の
子

ど
も

に
関

す
る

教
育

、
保
育

等
の

総
合
的

な
提
供

の
推
進

に
関

す
る
法

律
（

平
成
１

８
年

法
律

第
７

７
号

）
第
３

条
第

１
項
（

幼
保
連

携
型
認

定
こ

ど
も
園

以
外

の
認
定

こ
ど

も
園

の
認

定
等

）
の
規

定
に

よ
り
同

項
又
は

同
条
第

３
項

の
認
定

こ
ど

も
園
の

認
定

に
係

る
事

務
を

都
道
府

県
の

教
育
委

員
会
が

処
理
す

る
場

合
に
あ

っ
て

は
当
該

都
道

府
県

の
教

育
委

員
会
と

し
、

地
方
自

治
法
第

２
５
２

条
の

１
７
の

２
第

１
項
の

規
定

に
よ

り
当

該
事

務
又
は

就
学

前
の
子

ど
も
に

関
す
る

教
育

、
保
育

等
の

総
合
的

な
提

供
の

推
進

に
関

す
る
法

律
第

１
７
条

第
１
項

（
設
置

等
の

認
可
）

の
幼

保
連
携

型
認

定
こ

ど
も

園
（

同
法

第
２

条
第

７
項

（
定

義
）

に
規

定
す

る
幼

保
連

携
認

定
こ

ど
も

園
を

い

う
。

以
下
同

じ
。

）
の
認

可
に
係

る
事
務

を
市

町
村
が

処
理

す
る
場

合
に

あ
っ

て
は

当
該
市
町
村
の
長
と
す
る
。
）
の
書
類

ロ
認
定
こ
ど
も
園
の
用
に
供
す
る
不
動
産
が
指
定
都
市
の
区
域
内
に
所
在
す
る
場
合

そ
の

登
記
に
係

る
不

動
産

が
法

別
表

第
３
の

１
の

２
の

項
の

第
３
欄

の
第
４
号

に
規

定
す

る
不

動
産

に
該

当
す
る

旨
を

証
す
る

当
該

不
動

産
の
所
在

地
を
管

轄
す

る
指

定
都

市
の

長
（

就
学

前
の
子

ど
も

に
関
す

る
教

育
、

保
育
等
の

総
合
的

な
提

供
の

推
進

に
関

す
る

法
律

第
３
条

第
１

項
の
規

定
に

よ
り

同
項
又
は

同
条
第

３
項

の
認

定
こ

ど
も

園
の

認
定

に
係
る

事
務

を
指
定

都
市

の
教

育
委
員
会

が
処
理

す
る

場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
指
定
都
市
の
教
育
委
員
会
）
の
書
類

ハ
認
定
こ
ど
も
園
の
用
に
供
す
る
不
動
産
が
中
核
市
の
区
域
内
に
所
在
す
る
場
合

そ
の

登
記
に
係

る
不

動
産

が
法

別
表

第
３
の

１
の

２
の

項
の

第
３
欄

の
第
４
号

に
規

定
す

る
不

動
産

に
該

当
す
る

旨
を

証
す
る

当
該

不
動

産
の
所
在

地
を
管

轄
す

る
中

核
市

の
長

（
就

学
前

の
子
ど

も
に

関
す
る

教
育

、
保

育
等
の
総

合
的
な

提
供
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●
社
会
福
祉
法
（
抜
粋
）

の
推

進
に

関
す

る
法

律
第

３
条
第

１
項

の
規
定

に
よ

り
同

項
又
は
同

条
第
３

項
の

認
定

こ
ど

も
園

の
認

定
に

係
る
事

務
を

中
核
市

の
教

育
委

員
会
が
処

理
す
る

場
合

に
あ
っ
て
は
、
当
該
中
核
市
の
教
育
委
員
会
）
の
書
類

（
定
義
）

第
２
条

こ
の

法
律
に

お
い

て
「

社
会

福
祉
事

業
」
と

は
、

第
１

種
社
会
福

祉
事
業

及
び
第

２
種

社
会
福
祉
事
業
を
い
う
。

２
次
に
掲
げ
る
事
業
を
第
１
種
社
会
福
祉
事
業
と
す
る
。

（
１

）
生

活
保
護

法
（

昭
和

２
５

年
法
律

第
１
４

４
号

）
に

規
定
す
る

救
護
施

設
、
更

生
施

設
そ

の
他

生
計
困

難
者

を
無

料
又
は

低
額

な
料
金

で
入

所
さ

せ
て
生

活
の

扶
助
を

行
う

こ
と

を
目

的
と
す

る
施

設
を

経
営
す

る
事

業
及
び

生
計

困
難

者
に
対

し
て

助
葬
を

行
う

事
業

（
２

）
児

童
福
祉

法
（

昭
和

２
２

年
法
律

第
１
６

４
号

）
に

規
定
す
る

乳
児
院

、
母
子

生
活

支
援

施
設

、
児
童

養
護

施
設

、
障
害

児
入

所
施
設

、
児

童
心

理
治
療

施
設

又
は
児

童
自

立
支
援
施
設
を
経
営
す
る
事
業

（
３

）
老

人
福
祉

法
（

昭
和

３
８

年
法
律

第
１
３

３
号

）
に

規
定
す
る

養
護
老

人
ホ
ー

ム
、

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
又
は
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
を
経
営
す
る
事
業

（
４

）
障

害
者
の

日
常

生
活

及
び

社
会
生

活
を
総

合
的

に
支

援
す
る
た

め
の
法

律
（
平

成
１

７
年
法
律
第
１
２
３
号
）
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設
を
経
営
す
る
事
業

（
５
）

削
除

（
６

）
売

春
防
止

法
（

昭
和

３
１

年
法
律

第
１
１

８
号

）
に

規
定
す
る

婦
人
保

護
施
設

を
経

営
す
る
事
業

（
７

）
授

産
施
設

を
経

営
す

る
事

業
及
び

生
計
困

難
者

に
対

し
て
無
利

子
又
は

低
利
で

資
金

を
融
通
す
る
事
業

３
次
に
掲
げ
る
事
業
を
第
２
種
社
会
福
祉
事
業
と
す
る
。

（
１

）
生

計
困
難

者
に

対
し

て
、

そ
の
住

居
で
衣

食
そ

の
他

日
常
の
生

活
必
需

品
若
し

く
は

こ
れ
に
要
す
る
金
銭
を
与
え
、
又
は
生
活
に
関
す
る
相
談
に
応
ず
る
事
業

（
１

の
２
）

生
活

困
窮

者
自

立
支

援
法
（

平
成
２

５
年

法
律

第
１
０
５

号
）
に

規
定
す

る
認

定
生
活
困
窮
者
就
労
訓
練
事
業

（
２

）
児

童
福
祉

法
に

規
定

す
る

障
害
児

通
所
支

援
事

業
、

障
害
児
相

談
支
援

事
業
、

児
童

自
立

生
活

援
助
事

業
、

放
課

後
児
童

健
全

育
成
事

業
、

子
育

て
短
期

支
援

事
業
、

乳
児

家
庭

全
戸

訪
問
事

業
、

養
育

支
援
訪

問
事

業
、
地

域
子

育
て

支
援
拠

点
事

業
、
一

時
預

か
り

事
業

、
小
規

模
住

居
型

児
童
養

育
事

業
、
小

規
模

保
育

事
業
、

病
児

保
育
事

業
又

は
子

育
て

援
助
活

動
支

援
事

業
、
同

法
に

規
定
す

る
助

産
施

設
、
保

育
所

、
児
童

厚
生

施
設

又
は

児
童
家

庭
支

援
セ

ン
タ
ー

を
経

営
す
る

事
業

及
び

児
童
の

福
祉

の
増
進

に
つ

い
て
相
談
に
応
ず
る
事
業

（
２

の
２
）

就
学

前
の

子
ど

も
に

関
す
る

教
育
、

保
育

等
の

総
合
的
な

提
供
の

推
進
に

関
す

る
法

律
（
平

成
１

８
年
法

律
第

７
７

号
）

に
規

定
す

る
幼
保

連
携
型

認
定
こ

ど
も

園
を
経
営
す
る
事
業

（
２

の
３
）

民
間

あ
っ

せ
ん

機
関

に
よ
る

養
子
縁

組
の

あ
っ

せ
ん
に
係

る
児
童

の
保
護

等
に

関
す

る
法
律

（
平

成
２
８

年
法

律
第

１
１

０
号

）
に

規
定
す

る
養
子

縁
組
あ

っ
せ

ん
事
業

（
３

）
母

子
及
び

父
子

並
び

に
寡

婦
福
祉

法
（
昭

和
３

９
年

法
律
第
１

２
９
号

）
に
規

定
す

る
母

子
家

庭
日
常

生
活

支
援

事
業
、

父
子

家
庭
日

常
生

活
支

援
事
業

又
は

寡
婦
日

常
生

●
児
童
福
祉
法
（
抜
粋
）

活
支
援
事
業
及
び
同
法
に
規
定
す
る
母
子
・
父
子
福
祉
施
設
を
経
営
す
る
事
業

（
４

）
老

人
福
祉

法
に

規
定

す
る

老
人
居

宅
介
護

等
事

業
、

老
人
デ
イ

サ
ー
ビ

ス
事
業

、
老

人
短

期
入

所
事
業

、
小

規
模

多
機
能

型
居

宅
介
護

事
業

、
認

知
症
対

応
型

老
人
共

同
生

活
援

助
事

業
又
は

複
合

型
サ

ー
ビ
ス

福
祉

事
業
及

び
同

法
に

規
定
す

る
老

人
デ
イ

サ
ー

ビ
ス

セ
ン

タ
ー
、

老
人

短
期

入
所
施

設
、

老
人
福

祉
セ

ン
タ

ー
又
は

老
人

介
護
支

援
セ

ン
タ
ー
を
経
営
す
る
事
業

（
４

の
２
）

障
害

者
の

日
常

生
活

及
び
社

会
生
活

を
総

合
的

に
支
援
す

る
た
め

の
法
律

に
規

定
す

る
障
害

福
祉

サ
ー
ビ

ス
事

業
、

一
般

相
談

支
援

事
業
、

特
定
相

談
支
援

事
業

又
は

移
動
支

援
事

業
及
び

同
法

に
規

定
す

る
地

域
活

動
支
援

セ
ン
タ

ー
又
は

福
祉

ホ
ー
ム
を
経
営
す
る
事
業

（
５

）
身

体
障
害

者
福

祉
法

（
昭

和
２
４

年
法
律

第
２

８
３

号
）
に
規

定
す
る

身
体
障

害
者

生
活

訓
練

等
事
業

、
手

話
通

訳
事
業

又
は

介
助
犬

訓
練

事
業

若
し
く

は
聴

導
犬
訓

練
事

業
、
同
法

に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
補
装

具
製
作
施
設
、
盲
導
犬
訓

練
施

設
又

は
視
聴

覚
障

害
者

情
報
提

供
施

設
を
経

営
す

る
事

業
及
び

身
体

障
害
者

の
更

生
相
談
に
応
ず
る
事
業

（
６

）
知

的
障
害

者
福

祉
法

（
昭

和
３
５

年
法
律

第
３

７
号

）
に
規
定

す
る
知

的
障
害

者
の

更
生
相
談
に
応
ず
る
事
業

（
７
）

削
除

（
８

）
生

計
困
難

者
の

た
め

に
、

無
料
又

は
低
額

な
料

金
で

、
簡
易
住

宅
を
貸

し
付
け

、
又

は
宿
泊
所
そ
の
他
の
施
設
を
利
用
さ
せ
る
事
業

（
９
）

生
計
困
難
者
の
た
め
に
、
無
料
又
は
低
額
な
料
金
で
診
療
を
行
う
事
業

（
10

）
生

計
困
難

者
に

対
し

て
、

無
料
又

は
低
額

な
費

用
で

介
護
保
険

法
（
平

成
９
年

法
律

第
１
２
３
号
）
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
を
利
用
さ
せ
る
事
業

（
11

）
隣

保
事
業

（
隣

保
館

等
の

施
設
を

設
け
、

無
料

又
は

低
額
な
料

金
で
こ

れ
を
利

用
さ

せ
る

こ
と

そ
の
他

そ
の

近
隣

地
域
に

お
け

る
住
民

の
生

活
の

改
善
及

び
向

上
を
図

る
た

め
の
各
種
の
事
業
を
行
う
も
の
を
い
う
。）

（
12

）
福

祉
サ
ー

ビ
ス

利
用

援
助

事
業
（

精
神
上

の
理

由
に

よ
り
日
常

生
活
を

営
む
の

に
支

障
が

あ
る

者
に
対

し
て

、
無

料
又
は

低
額

な
料
金

で
、

福
祉

サ
ー
ビ

ス
（

前
項
各

号
及

び
前

各
号

の
事

業
に

お
い

て
提

供
さ

れ
る

も
の

に
限

る
。

以
下

こ
の

号
に

お
い

て
同

じ
。
）
の
利
用
に
関
し
相
談
に
応
じ
、
及
び
助
言
を
行
い
、
並

び
に
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提

供
を

受
け

る
た
め

に
必

要
な

手
続
又

は
福

祉
サ
ー

ビ
ス

の
利

用
に
要

す
る

費
用
の

支
払

に
関

す
る

便
宜
を

供
与

す
る

こ
と
そ

の
他

の
福
祉

サ
ー

ビ
ス

の
適
切

な
利

用
の
た

め
の

一
連
の
援
助
を
一
体
的
に
行
う
事
業
を
い
う
。）

（
13
）

前
項
各
号
及
び
前
各
号
の
事
業
に
関
す
る
連
絡
又
は
助
成
を
行
う
事
業

４
（
省
略
）

第
３

５
条

国
は

、
政

令
の

定
め

る
と
こ

ろ
に
よ

り
、

児
童

福
祉

施
設

（
助

産
施

設
、

母
子
生

活

支
援
施
設
、
保
育
所
及
び
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
除
く
。）

を
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。

２
～
３

（
略
）

４
国

、
都

道
府

県
及

び
市

町
村

以
外
の

者
は
、

内
閣

府
令

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
都
道

府

県
知
事
の
認
可
を
得
て
、
児
童
福
祉
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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●
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合

的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
抜
粋
）

（
定
義
）

第
２

条
こ

の
法
律

に
お
い

て
「
子

ど
も

」
と

は
、
小

学
校
就

学
の

始
期
に

達
す

る
ま

で
の

者
を

い
う
。

２
～
５

（
略
）

６
こ

の
法

律
に
お

い
て
「

認
定
こ

ど
も

園
」

と
は
、

次
条
第

１
項

又
は
第

３
項

の
認

定
を

受
け

た
施

設
、

同
条

第
１

０
項

の
規

定
に

よ
る

公
示

が
さ

れ
た

施
設

及
び

幼
保

連
携

型
認

定
こ

ど
も

園
を
い
う
。

７
こ
の
法
律
に
お
い
て
、
「

幼
保
連
携

型
認
定
こ

ど
も
園
」

と
は
、
義

務
教
育
及

び
そ
の
後

の
教

育
の

基
礎

を
培

う
も

の
と

し
て

の
満

３
歳

以
上

の
子

ど
も

に
対

す
る

教
育

並
び

に
保

育
を

必
要

と
す

る
子

ど
も

に
対

す
る

保
育

を
一

体
的

に
行

い
、

こ
れ

ら
の

子
ど

も
の

健
や

か
な

成
長

が
図

ら
れ

る
よ

う
適

当
な

環
境

を
与

え
て

、
そ

の
心

身
の

発
達

を
助

長
す

る
と

と
も

に
、

保
護

者
に

対
す

る
子

育
て

の
支

援
を

行
う

こ
と

を
目

的
と

し
て

、
こ

の
法

律
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
設

置
さ
れ
る
施
設
を
い
う
。

（
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
以
外
の
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
等
）

第
３

条
幼

稚
園
又

は
保
育

所
等
の

設
置

者
（

都
道
府

県
を
除

く
。

）
は
、

そ
の

設
置

す
る

施
設

が
都

道
府

県
の

条
例

で
定

め
る

要
件

に
適

合
し

て
い

る
旨

の
都

道
府

県
知

事
（

保
育

所
に

係
る

児
童

福
祉

法
の

規
定

に
よ

る
認

可
そ

の
他

の
処

分
を

す
る

権
限

に
係

る
事

務
を

地
方

自
治

法

（
昭

和
２

２
年

法
律

第
６

７
号

）
第

１
８

０
条

の
２

の
規

定
に

基
づ

く
都

道
府

県
知

事
の

委
任

を
受

け
て

当
該

都
道

府
県

の
教

育
委

員
会

が
行

う
場

合
そ

の
他

の
主

務
省

令
で

定
め

る
場

合
に

あ
っ

て
は

、
都

道
府

県
の

教
育

委
員

会
。

以
下

こ
の

章
及

び
第

四
章

に
お

い
て

同
じ

。
）

の
認

定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
（
略
）

３
幼

稚
園

及
び
保

育
機
能

施
設
の

そ
れ

ぞ
れ

の
用
に

供
さ
れ

る
建

物
及
び

そ
の

附
属

設
備

が
一

体
的

に
設

置
さ

れ
て

い
る

場
合

に
お

け
る

当
該

幼
稚

園
及

び
保

育
機

能
施

設
（

以
下

「
連

携
施

設
」

と
い

う
。
）
の

設
置
者

（
都

道
府

県
を

除
く

。
）

は
、
そ

の
設

置
す

る
連
携

施
設

が
都

道
府

県
の

条
例

で
定

め
る

要
件

に
適

合
し

て
い

る
旨

の
都

道
府

県
知

事
の

認
定

を
受

け
る

こ
と

が
で

き
る
。

４
～
９

（
略
）

１
０

都
道

府
県
知

事
は
、

当
該
都

道
府

県
が

設
置
す

る
施
設

の
う

ち
、
第

１
項

又
は

第
３

項
の

当
該

都
道

府
県

の
条

例
で

定
め

る
要

件
に

適
合

し
て

い
る

と
認

め
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

こ
れ

を
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。

○
「
別
表
第
３
非
課
税
の
登
記
等
の
表
（
第
４
条
関
係
）」

の
別
表
内
の
定
義
を
抜
粋

１
の
２

学
校
法

人
（

私

立
学
校

法
（

昭

和
２
４

年
法

律

第
２
７

０
号

）

第
１
５

２
条

第

５
項
（

私
立

専

修
学
校

等
）

の

規
定
に

よ
り

設

立
さ
れ

た
法

人

を
含
む
。

私
立
学
校
法

１
校
舎
、
寄
宿
舎
、
図
書
館
そ
の
他
保
育
又
は
教

育
上
直
接
必
要
な
附
属
建
物
（
以
下
「
校
舎
等
」

と
い
う
。）

の
所
有
権
の
取
得
登
記

２
校
舎
等
の
敷
地
、
運
動
場
、
実
習
用
地
そ
の
他

の
直
接
に
保
育
又
は
教
育
の
用
に
供
す
る
土
地
の

権
利
の
取
得
登
記

３
自
己
の
設
置
運
営
す
る
児
童
福
祉
法
（
昭
和
２

２
年
法
律
第
１
６
４
号
）
第
３
９
条
第
１
項
（
保

育
所
）
に
規
定
す
る
保
育
所
（
以
下
「
保
育
所
」

と
い
う
。）

若
し
く
は
同
法
第
６
条
の
３
第
９
項

（
定
義
）
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
事
業
、
同
条

第
１
０
項
に
規
定
す
る
小
規
模
保
育
事
業
若
し
く

は
同
条
第
１
２
項
に
規
定
す
る
事
業
所
内
保
育
事

業
（
以
下
「
家
庭
的
保
育
事
業
等
」
と
い
う
。）

の

用
に
供
す
る
建
物
の
所
有
権
の
取
得
登
記
又
は
当

該
建
物
の
敷
地
そ
の
他
の
直
接
に
保
育
の
用
に
供

す
る
土
地
の
権
利
の
取
得
登
記

４
自

己
の

設
置

運
営

す
る

認
定

こ
ど

も
園

（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の

総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
１

８
年
法
律
第
７
７
号
）
第
２
条
第
６
項
（
定
義
）

に
規

定
す

る
認

定
こ

ど
も

園
を

い
う

。
以

下
同

じ
。
）
の
用
に
供
す
る
建
物
の
所
有
権
の
取
得
登

記
又
は
当
該
建
物
の
敷
地
そ
の
他
の
直
接
に
保
育

若
し
く
は
教
育
の
用
に
供
す
る
土
地
の
権
利
の
取

得
登
記

第
３
欄
の
第

１
号
か
ら
第

４
号
ま
で
の

い
ず
れ
か
の

登
記
に
該
当

す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
を

証
す
る
財
務

省
令
で
定
め

る
書
類
の
添

付
が
あ
る
も

の
に
限
る
。

５
の
２

公
益

社
団
法

人

及
び

公
益
財

団

法
人

一
般
社
団
法

人
及
び
一
般

財
団
法
人
に

関
す
る
法
律

及
び
公
益
社

団
法
人
及
び

公
益
財
団
法

人
の
認
定
等

に
関
す
る
法

律

１
自
己
の
設
置
運
営
す
る
学
校
（
学
校
教
育
法

（
昭
和
２
２
年
法
律
第
２
６
号
）
第
１
条
（
学
校

の
範
囲
）
に
規
定
す
る
学
校
又
は
同
法
第
１
２
４

条
（
専
修
学
校
）
に
規
定
す
る
専
修
学
校
若
し
く

は
同
法
第
１
３
４
条
第
１
項
（
各
種
学
校
）
に
規

定
す
る
各
種
学
校
を
い
う
。）

の
校
舎
等
の
所
有
権

の
取
得
登
記
又
は
当
該
校
舎
等
の
敷
地
、
当
該
学

校
の
運
動
場
、
実
習
用
地
そ
の
他
の
直
接
に
保
育

若
し
く
は
教
育
の
用
に
供
す
る
土
地
の
権
利
の
取

得
登
記

２
（
省
略
）

３
（
省
略
）

第
３
欄
の
第

１
号
か
ら
第

３
号
ま
で
の

い
ず
れ
か
の

登
記
に
該
当

す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
を

証
す
る
財
務

省
令
で
定
め

る
書
類
の
添

付
が
あ
る
も

の
に
限
る
。
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(社会福祉法人の名称)　　　　

(事務所の所在地）

氏　　　　　名 住　　　　　　　　所 寄附金額 受領年月日 備　考

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

様式第１４　寄附金受入明細書

（様式２）

令和　　年度分　寄附金受入明細書

令和　　年　　月　　日～令和　　年　　月　　日

※同一の者からの寄附金額のうち、基準限度超過額がある場合は、備考欄に記載してください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上記寄附金の受領については、事実に相違ありません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社会福祉法人○○○会　　理事長　　〇　〇　〇　〇　　　　　　　　　　

様
式
第
１
３

税
額
控
除
に
係
る
証
明
申
請
書

（
様
式
１
）

令
和
○
○
年
○
○
月
○
○
日

伊
勢

市
長

様

法
人
の
所
在
地

伊
勢
市
○
○
町
○
○
番
地

法
人

の
名

称
社
会
福
祉
法
人
○
○
○
会

代
表
者
の
氏
名

理
事
長

○
○

○
○

税
額
控
除
に
係
る
証
明
申
請
書

租
税

特
別
措

置
法

施
行
令

第
２
６

条
の
２
８
の

２
第
１

項
に
規

定
さ

れ
る

要
件
を
満

た
し

て
い

る
こ
と
に
つ
い
て
証
明
を
受
け
た
い
の
で
、
下
記
の
と
お
り
申
請
し
ま
す
。

記

１
．
申
請
す
る
要
件

□
＜
要
件
１
＞

第
３
号
イ
（
２
）
に
規
定
さ
れ
た
要
件

□
＜
要
件
２
＞

第
３
号
イ
（
１
）
に
規
定
さ
れ
た
要
件

２
．
実
績
判
定
期
間

令
和
○
〇
年
〇
〇
月
〇
〇
日
か
ら
令
和
〇
〇
年
〇
〇
月
〇
〇
日
ま
で

３
．
添
付
書
類

□
寄
附
金
受
入
明
細
書

□
チ
ェ
ッ
ク
表

な
お

、
証
明

を
受

け
た
後

は
、
租

税
特
別
措
置

法
施
行

令
第
２

６
条

の
２

８
の
２
第

１
項

第
３

号
ロ

に
規
定

さ
れ
た

書
類

に
つ
い

て
閲
覧
の

請
求

が
あ

っ
た
場
合

に
は

、
正

当
な
理
由

が
あ

る
場

合
を
除
き
、
閲
覧
に
供
し
ま
す
。
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日

様式第１５　絶対値要件（要件１）チェック表

（様式３ー１） ＜絶対値要件（要件１）チェック表①＞

　☞　実績判定期間内に、保育所等の定員等の総数が5000人未満の会計年度がある場合に以下の項目を入力してください。

①実績判定期間(必須) 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月

②実績判定期間における月数（必須） ヶ月
（注）実績判定期間が5年の場合、月数は１２ヶ月×５＝６０ヶ月とする。
　　　１ヶ月に満たない端数がある場合、その期間は１ヶ月とする。

③の数値が100以上であり、かつ④の数値が300,000以上であれば、絶対値要件（要件１）を満たします。

③3,000円以上の寄附金を支出した者（判定基準寄附者数）の年平均の人数 （自動計算⇒）

④年平均の寄附金額 （自動計算⇒）

１会計年度目 ２会計年度目 ３会計年度目 ４会計年度目 ５会計年度目

⑤定員等の総数（必須）

⑥判定基準寄附者数
（実際の寄附者数）（必須）

⑦判定基準寄附者数
（計算後の寄附者数）（自動計算⇒）

１会計年度目 ２会計年度目 ３会計年度目 ４会計年度目 ５会計年度目

⑧寄附金額（円）（必須）

　実績判定期間内の会計年度全てについて、寄附金額を記載してください。寄附金額については、手引きＰ１０においてカウントできるとさ
れている寄附金の総計を記載してください。実績判定期間内に含まれる会計年度の寄附金額が０円の場合は「０」と記入し、実績判定期間内
に含まれない会計年度については空欄にしてください。

日

※

（様式３-２） ＜絶対値要件（要件１）チェック表②＞

　☞　実績判定期間内に、社会福祉事業に係る費用の額が１億円未満の年度がある場合に以下の項目を入力してください。

①実績判定期間(必須) 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月

②実績判定期間における月数（必須） ヶ月
（注）実績判定期間が5年の場合、月数は１２ヶ月×５＝６０ヶ月とする。
　　  １ヶ月に満たない端数がある場合、その期間は１ヶ月とする。

③の数値が100以上であり、かつ④の数値が300,000以上であれば、絶対値要件（要件１）を満たします。

③3,000円以上の寄附金を支出した者（判定基準寄附者数）の年平均の人数 （自動計算⇒）

④年平均の寄附金額 （自動計算⇒）

１会計年度目 ２会計年度目 ３会計年度目 ４会計年度目 ５会計年度目

⑤社会福祉事業に係る費用の額の
　合計額（※)（必須）

⑥判定基準寄附者数
（実際の寄附者数）（必須）

⑦判定基準寄附者数
（計算後の寄附者数）（自動計算⇒）

社会福祉事業に係る費用とは、事業活動内訳表のうち、社会福祉事業区分における、サービス活動増減の部の費用に計上する額及
びサービス活動外増減の部の費用に計上する額の合計額をいいます。
同費用の額が１億円未満の年度については、当該年度の事業活動内訳表を添付して提出してください。

１会計年度目 ２会計年度目 ３会計年度目 ４会計年度目 ５会計年度目

⑧寄附金額（円）（必須）

　実績判定期間内の会計年度全てについて、寄附金額を記載してください。寄附金額については、手引きＰ１０においてカウントできるとさ
れている寄附金の総計を記載してください。実績判定期間内に含まれる会計年度の寄附金額が０円の場合は「０」と記入し、実績判定期間内
に含まれない会計年度については空欄にしてください。
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（
様

式
４

）

※
経
常
収

支
金
額

が
確
認
で
き
る
決
算
書
類
(
写
)も

添
付
し
て
く
だ
さ
い

。

判
定
式

様
式
第
１
６

　
チ
ェ

ッ
ク
表

＜
チ

ェ
ッ

ク
表

＞

（
自
）
令
和
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
　

（
至
）
令
和
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

（
Ａ
）
寄

附
金
等

収
入
金
額

受
入
寄
附
金
総
額

(1
)

①
一
者
当
た
り
の
基
準
限
度
超
過
額
の
合
計
額

②
寄
附
者
の
氏
名
又
は
名
称
が
明
ら
か
な
も
の

の
う

ち
、
同

一
　
の
者
か
ら
の
寄
附
金
で
、
そ
の
合
計
額
が
1
,
00
0
円
未

満
の

　
も
の
の
額

③
寄
附
者
の
氏
名
又
は
名
称
が
明
ら
か
で
な
い

寄
附

金
額

小
計
（
①
＋
②
＋
③
）

国
等
か
ら
の
補
助
金
等
の
額
(3
)
※

（
(
1
)
-
(
2)
の
額
を
限
度
と
す
る
。
）

(
1
)
－
(2
)
＋
(
3)
＝
（
A）

寄
附
金
等
収
入
金
額

※
｢
国

等
か

ら
の
補

助
金
等

の
額
｣
は
、

当
欄

か
(
B
)
経
常

収
入

金
額

の
控
除

金
額
(
2
)
①
の

い
ず

れ
か
の
み

に
記

載
で
き
る
。

（
Ｂ
）
経

常
収
入

金
額

総
収
入

金
額
(
1
)

①
国
等
か
ら
の
補
助
金
等
の
額
※

②
委
託
の
対
価
と
し
て
の
収
入
で
国
等
か
ら
支

払
わ

れ
る
金

額

③
法
律
等
の
規
定
に
基
づ
く
事
業
で
、
そ
の
対

価
を

国
又
は

地
　
方
公
共
団
体
が
負
担
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
場

合
の
負

担
　
金
額

④
資
産
の
売
却
収
入
で
臨
時
的
な
も
の
の
金
額

⑤
遺
贈
に
よ
り
受
け
入
れ
た
寄
附
金
等
の
う
ち

、
基

準
限
度

超
　
過
額
に
相
当
す
る
金
額

⑥
寄
附
者
の
氏
名
又
は
名
称
が
明
ら
か
な
も
の

の
う

ち
、
同

一
　
の
者
か
ら
の
寄
附
金
で
、
そ
の
合
計
額
が
1
,
00
0
円
未

満
の

　
も
の
の
額

⑦
寄
附
者
の
氏
名
又
は
名
称
が
明
ら
か
で
な
い

寄
附

金
額

小
計
（
①
＋
②
＋
③
＋
④
＋
⑤
＋
⑥
＋

⑦
）

(1
)
－
(
2)
＝
（
B）

経
常

収
入
金
額

（
Ａ
)寄

附
金
等
収
入
金
額
　
　
÷
　
（
Ｂ
)
経
常
収

入
金
額

　
　

＝
　
　

　
　
　

　
　
　

％

実
績
判

定
期
間
　

控
除
金

額
(
2
)

控
除
金

額
(
2
)
　

様
式
例
５
２

理
事
長
変
更
届

（
注
）
１

新
理
事
長
が
重
任
の
場
合
（
任
期
を
満
了
し
、
時
間
的
間
隔
を
置
く
こ
と
な
く
再
任
さ
れ

た
場
合
）
は
、
提
出
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

２
添
付
書
類
と
し
て
、
新
理
事
長
に
関
し
て
登
記
済
み
の
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書
（
写
）

を
添
付
（
原
本
証
明
不
要
）
し
て
く
だ
さ
い
。

３
届
出
は
、
新
理
事
長
の
氏
名
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

理
事

長
変

更
届

令
和
〇
〇
年
〇
〇
月
〇
〇
日

伊
勢
市
長

〇
〇

〇
〇

様

社
会
福
祉
法
人

○
○
○
会

所
在
地

伊
勢
市
○
○
町
○
○
番
地

代
表
者

理
事
長

○
○

○
○

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
令
和
〇
〇
年
〇
〇
月
〇
〇
日
の
理
事
会
に
お
い
て
、
次
の
と
お
り
理
事
長
を

選
定
し
ま
し
た
の
で
、
添
付
書
類
を
添
え
て
提
出
し
ま
す
。

記

就
任
年
月
日

令
和
〇
〇
年
〇
〇
月
〇
〇
日

新
理
事
長
名

ふ
り

が
な

氏
名

旧
理
事
長
名

ふ
り

が
な

氏
名

変
更

理
由

□
任
期
満
了
に
伴
う
改
選

□
変
更
前
の
理
事
長
の
辞
任

□
そ
の
他
（

）
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様
式
例
５
３

理
事
の
在
任
証
明
願

理
事
の
在
任
証
明
願

令
和
〇
〇
年
〇
〇
月
〇
〇
日

伊
勢
市
長

〇
〇

〇
〇

様

社
会
福
祉
法
人

○
○
○
会

所
在
地

伊
勢
市
○
○
町
○
○
番
地

代
表
者

理
事
長

○
○

○
○

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
所
有
権
移
転
登
記
の
た
め
、
○
○
法
務
局
○
○
支
局
に
提
出
す
る
必
要
が
あ

る
の
で
、
令
和
〇
〇
年
〇
〇
月
〇
〇
日
か
ら
令
和
〇
〇
年
〇
〇
月
〇
〇
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、
下

記
の
○
名
が
当
法
人
の
理
事
に
在
任
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
く
だ
さ
る
よ
う
添
付
書
類
を
添
え
て
、
申

請
し
ま
す
。

記

上
記
の
理
事
○
名
は
、
貴
法
人
が
指
定
し
た
期
間
に
お
い
て
、
当
市
に
届
出
さ
れ
て
い
る
社
会
福
祉

法
人
○
○
○
会
の
理
事
と
相
違
な
い
こ
と
を
証
明
し
ま
す
。

令
和
〇
〇
年
〇
〇
月
〇
〇
日

伊
勢
市
長

○
○

○
○

㊞

役
職

名
氏

名
住

所

理
事

理
事

理
事

理
事

理
事

理
事

様
式
例
５
４

理
事
在
任
証
明
取
得
理
由
書

理
事
の
在
任
証
明
取
得
理
由
書

令
和
〇
〇
年
〇
〇
月
〇
〇
日

伊
勢
市
長

○
○

○
○

様

所
在
地

伊
勢
市
○
○
町
○
○
番
地

氏
名

社
会
福
祉
法
人

○
○
会

理
事
長

○
○

○
○

令
和
○
年
度
に
取
得
し
た
下
記
の
不
動
産
の
所
有
権
移
転
を
行
う
に
あ
た
り
、
そ
の
原
因
と
な
る
売

買
契
約
に
お
い
て
、
理
事
長
が
双
方
代
理
と
な
る
こ
と
か
ら
、
伊
勢
市
長
が
交
付
す
る
理
事
の
在
任
証

明
が
必
要
と
な
る
た
め
。

記

不
動
産
の
表
示

１
．
土
地

伊
勢
市
○
○
町
○
○
番

宅
地

○
○
㎡

２
．
建
物

伊
勢
市
○
○
町
○
○
番
地

家
屋
番
号

○
○
番

○
○
造
○
○
葺
○
○
階
建

○
○
○

床
面
積

１
階

○
○
㎡

２
階

○
○
㎡
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第11 社会福祉連携推進法人

社会福祉連携推進法人は、①社員の社会福祉に係る業務の連携を推進し、②地域におけ

る良質かつ適切な福祉サービスを提供するとともに、③社会福祉法人の経営基盤の強化に

資することを目的として、福祉サービス事業者間の連携方策の新たな選択肢として創設さ

れました。(法第１２５条）

２以上の社会福祉法人等の法人が社員として参画し、その創意工夫による多様な取組を

通じて、地域福祉の充実、災害対応力の強化、福祉サービス事業に係る経営の効率化、人

材の確保・育成等の推進が期待されています。

また、社会福祉連携推進法人の設立により、同じ目的意識を持つ法人が個々の自主性を

保ちながら連携し、規模の大きさを活かした法人運営が可能となります。

（社会福祉連携推進法人の行う業務）

一般社団法人は、次の①から⑥までに掲げる業務（以下「社会福祉連携推進業務」とい

う。）の全部又はいずれかを行おうとする場合に、認定所轄庁から連携推進法人に係る認

定を受けることができます。

①地域福祉支援業務

地域福祉の推進に係る取組みを社員が共同して行うための支援

②災害時支援業務

災害が発生した場合における社員が提供する福祉サービスの利用者の安全を社員が

共同して確保するための支援

③経営支援業務

社員が経営する社会福祉事業の経営方法に関する知識の共有を図るための支援

④貸付業務

資金の貸付けを通じた社会福祉事業に係る業務を行うのに必要な資金を調達するた

めの支援

⑤人材確保等業務

社員が経営する社会福祉事業の従事者の確保のための支援及びその資質の向上を図

るための研修

⑥物資等供給業務

社員が経営する社会福祉事業に必要な設備又は物資の供給
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第１ 社会福祉連携推進法人の認定申請

社会福祉連携推進法人を設立する場合には、一般社団法人として設立した後に、次の

書類を認定所轄庁あてに申請を行い、その認定を受けることが必要です。

また、連携推進法人が定款を変更する場合には、認定所轄庁の認可を受けることが必

要です。

１ 社会福祉連携推進法人認定申請手続き

（１）申請書類提出先

伊勢市健康福祉部福祉監査室

〒５１６－８６０１

伊勢市岩渕１丁目７番２９号

ＴＥＬ ０５９６－２１－５５８４

ＦＡＸ ０５９６－２１－５５５５

電子メール fukushi-kansa@city.ise.mie.jp

（２）提出部数

正本 ２部

提出されたもののうち、１部は承認後、承認書として交付します。

（３）提出書類

ア 社会福祉連携推進法人認定申請書（様式第１７・１６２頁）

イ 添付書類（別紙「社会福祉連携推進法人認定申請書一覧表」（１６１頁参照）

２ 認定申請書類作成にあたって留意すべき事項

提出書類一覧表（社会福祉連携推進法人認定申請書一覧表・１６１頁参照）のうち、

適宜必要な書類を一覧表の順に、２穴の紐綴じとし、横見出し（インデックス）を付

けて提出してください。

申請書類の原案ができた時点で、予め、当市の健康福祉部福祉監査室に協議してくだ

さい。
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３ 社会福祉連携推進法人認定申請書一覧表

１ 添付書類に漏れのないように確認してください。

２ 添付書類はこの順序で編綴してください。

添 付 書 類 様式及び記載例

１ 社会福祉連携推進法人認定申請書
様式第17・162～

163頁

２

添

付

書

類

(1) 定款 様式例 56・167 頁～

(2) 社会福祉連携推進方針（別記様式３） 様式第18・164頁

(3) 登記事項証明書（当該一般社団法人に係るもの） －

(4) 役員の氏名、生年月日及び住所を記載した書類 －

(5)
法第１２７条各号に規定する認定基準のいずれにも
適合することを証する書類（別記様式４）

様式第19・164～

165頁

(6)

法第１２８条各号に規定する欠格事由のいずれにも
適合しないことを証する書類（別記様式５）

様式第20・166頁

ア 表明・確約書（役員用）（別添１） 様式第55・166頁

イ 表明・確約書（社員用）（別添２） 様式第55・166頁

(7)
社会福祉連携推進評議会の構成員の氏名、生年月日
及び住所を記載した書類

－

(8)
社員の名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地
を記載した書類

－

(9)
役員・社会福祉連携推進評議会の構成員の履歴書及
びその就任に係る承諾書類

様式例19・57頁

様式例21・58頁

(10)
認定申請段階において当該社会福祉連携推進法人に
帰属すべき財産の財産目録

－

(11)
認定申請を行う会計年度及びその次の会計年度にお
ける事業計画書及びこれに伴う収支予算書

様式例17・55頁

様式例18・56頁

(12) その他認定所轄庁が必要と認める書類 －

(13)

貸

付

業

務

を

行

う

場

合

ア 貸付事前合意書（別紙１様式） 様式第21・175頁

イ
貸付対象社員における貸付金の使途に関
する事業計画

－

ウ
貸付原資提供社員と連携推進法人との金
銭消費貸借契約書案

－

エ
連携推進法人と貸付対象社員との間の金
銭消費貸借契約書案

－

オ
連携推進法人において、当該貸付けを行
うことにつき意思決定を行った際の理事
会、社員総会議事録

様式例 32(1)・74 頁

様式例 32(2)・74 頁

カ
貸付原資提供社員において、当該貸付け
を行うことについて意思決定を行った際
の理事会、評議員会議事録

様式例 32(1)・74 頁

様式例 32(2)・74 頁
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（注） 上記の様式例（例１７、例１８、例１９、例２１、例３２）は、社会福祉法人

用の様式例ですので、社会福祉連携推進法人用に適宜文言を修正してください。

様
式
第
１
７

社
会
福
祉
連
携
推
進
認
定
申
請
書

（
注
）
１

用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
し
て
く
だ
さ
い
。

２
社
会

福
祉
連
携
推
進
業
務

の
う
ち
、
貸
付
業
務

を
行
う
場
合
は
、
上

記
に
加
え
、
別
紙
１

の
４
の
（
２
）
の
①
か
ら
⑦
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

（
別
記
様
式
２
）

令
和
〇
○
年
〇
○
月
〇
○
日

伊
勢
市
長

〇
〇

〇
〇

様

一
般
社
団
法
人
○
○
○

代
表
理
事

○
○

○
○

社
会
福
祉
連
携
推
進
認
定
の
認

定
申
請
に
つ
い
て

社
会

福
祉
法

第
１
２
６

条
第
１

項
の
規

定
に
基

づ
き
、

社
会
福
祉

連
携
推

進
認
定

を
受
け

た
い
の

で
、
別
添
の
申
請
書
に
関
係
書
類
を
添
え
て
、
貴
庁
の
認
定
を
申
請
す
る
。

記

（
添
付
資
料
）

①
定
款

②
社
会
福
祉
連
携
推
進
方
針
（
別
記
様
式
３
）

③
登
記
事
項
証
明
書

④
役
員
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所
を
記
載
し
た
書
類

⑤
法
第
１

２
７
条
各

号
に
規

定
す
る

認
定
基

準
の
い

ず
れ
に
も

適
合
す

る
こ
と

を
証
す

る
書
類

（
別
記
様
式
４
）

⑥
法
第
１
２
８
条
各
号
に
規
定
す
る
欠
格
事
由
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
類

（
別
記
様
式
５
）

⑦
社
会
福
祉
連
携
推
進
評
議
会
の
構
成
員
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所
を
記
載
し
た
書
類

⑧
社
員
の
名
称
、
代
表
者
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
記
載
し
た
書
類

⑨
役
員
・
社
会
福
祉
連
携
推
進
評
議
会
の
構
成
員
の
履
歴
書
及
び
そ
の
就
任
に
係
る
承
諾
書
類

⑩
認
定
申
請
段
階
に
お
い
て
当
該
社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
に
帰
属
す
べ
き
財
産
の
財
産
目
録

⑪
認
定
申
請
を
行
う
会
計
年
度
及
び
そ
の
次
の
会
計
年
度
に
お
け
る
事
業
計
画
書
及
び
こ
れ
に
伴

う
収
支
予
算
書

⑫
そ
の
他
認
定
所
轄
庁
が
必
要
と
認
め
る
書
類

添 付 書 類 様式及び記載例

２(13) キ
貸付対象社員において、当該貸付けを受
けることにつき意思決定を行った際の理
事会、評議員会議事録

様式例 32(1)・74 頁

様式例 32(2)・74 頁
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（
別
添
）

社
会
福
祉
連
携
推
進
認
定
申
請
書

（
表

面
）

設
立
代
表
者

住
所

氏
名

申
請

年
月

日
令
和
〇
〇
年
〇
〇
月
〇
〇
日

ふ
り

が
な

法
人

の
名

称
社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
〇
〇
〇
会

法
人

番
号

社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人

設
立

の
趣

意

主
た
る
事
務
所

所
在

地
三
重
県
伊
勢
市
〇
〇
町
〇
〇
番
地

従
た
る
事
務
所

※
あ
る
場
合
の
み

記
載
の
こ
と

所
在

地
三
重
県
伊
勢
市
〇
〇
町
〇
〇
番
地

実
施
す
る
業
務
の
内
容

※
該
当
す
る
も
の
に
○
を
付
す
こ
と

社
会

福
祉

連
携

推
進

業
務

そ
の

他

業
務

地
域
福
祉

支
援
業
務

災
害

時

支
援
業
務

経
営
支
援

業
務

貸
付
業
務

人
材
確
保

等
業

務

物
資

等

供
給
業
務

資 産

純
資

産

③
－
④

内
訳

①
社

会
福

祉

連
携

推
進

目
的

事
業

財
産

②
そ
の
他

の
財
産

③
財
産
計

①
＋
②

④
負

債

円
円

円
円

円

会 費 等

入
会

金
会
費
（
月
額
・
年
額
）

そ
の

他

円
円

円

（
裏

面
）

（
注
）

行
が
不
足
す
る
場
合
は
、
適
宜
追
加
し
て
く
だ
さ
い
。

役 員

代
表
理
事
、

理
事
、
監
事

の
別

役
員
の
資
格
（
該
当
に
○
）

氏
名

親
族
等
の

特
殊
関
係

者
の
有
無

他
の
法
人
の

理
事
長
へ
の

就
任

状
況

社
会
福

祉
識
見

福
祉

サ
ー
ビ
ス

実
情

財
務
管

理
識
見

そ
の
他

有
無

法
人

名

職 員 数
人

評 議 会 の 構 成 員

氏
名

構
成
員
の
資
格
等
（
該
当
に
○
）

福
祉

サ
ー

ビ
ス

を

受
け

る
立

場
に

あ
る

者

社
会

福
祉

に

関
す

る
団

体

学
識

経
験

を

有
す

る
者

そ
の

他

社 員

法
人

名
称

法
人
格
の
種
別

代
表
者
氏
名
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様
式
第
１
８

社
会
福
祉
連
携
推
進
方
針

（
別
記
様
式
３
）

社
会
福
祉
連
携
推
進
方
針

※
以
下
は
貸
付
業
務
を
行
う
場
合
の
み
記
載
。

（
注
）
１

行
が
不
足
す
る
場
合
は
、
適
宜
追
加
し
て
く
だ
さ
い
。

２
記
載
欄
中
の
記
述
は
記
載
例
で
す
。

社
会

福
祉

連
携

推
進

認
定
後
の
法
人
の
名
称

社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
〇
○
○
会

理
念

・
運

営
方

針

１
．

社
会
福
祉
連
携
推
進
業
務
を
通
じ
て
、
地
域
住
民
に
安
心
、
安

全
か
つ
質
の
高
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
目
指
す
。

２
．

福
祉
人
材
の
育
成
・
確
保
、
定
着
を
目
指
す
。

３
．

地
域
ニ
ー
ズ
の
変
化
を
踏
ま
え
、
地
域
に
お
け
る
福
祉
サ
ー
ビ

ス
を
維
持
・
確
保
し
て
い
く
た
め
、
効
率
的
か
つ
透
明
性
の
高
い

経
営
の
確
保
を
目
指
す
。

社
員

の
名

称
社
会
福
祉
法
人
○
○
〇
会
、
社
会
福
祉
法
人
×
×
×
会
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
△
△

△
、
株
式
会
社
□
□
、
株
式
会
社
◇
◇

社
会

福
祉

連
携

推
進

区
域

の
範

囲
三
重
県
伊
勢
市
〇
〇
町

社 会 福 祉 連 携 推 進 業 務 の 内 容

地
域
福
祉
支
援
業
務

社
員
が
共
同
で
行
う
「
地
域
に
お
け
る
公
益
的
な
取
組
」
の
企
画
・

立
案
、
実
施
に
向
け
た
調
整
業
務

災
害

時
支

援
業

務
実
施
な
し

経
営

支
援

業
務

社
員
の
財
務
状
況
の
分
析
・
助
言

貸
付

業
務

実
施
な
し

人
材

確
保

等
業

務
社
員
の
人
材
の
合
同
募
集
、
社
員
間
の
人
事
交
流
、
合
同
研
修
の
実

施
等
の
調
整
業
務

物
資

等
供

給
業

務
実
施
な
し

そ
の
他
業
務
の
内
容

実
施
な
し

貸
付

件
名

令
和
〇
〇
年
〇
〇
月
〇
〇
日
の
社
員
○
○
に
対
す
る
○
○
円
の
貸
付

貸
付

契
約

締
結

日
令
和
〇
〇
年
〇
〇
月
〇
〇
日

貸
付

対
象

社
員

の
名

称
社
会
福
祉
法
人
○
○
〇
会

貸
付

対
象

社
員

へ
の

貸
付

総
額

○
○
〇
〇
円

貸
付

対
象

社
員

に
お

け
る

重
要

事
項

に
係

る
承

認
の

方
法

貸
付
対
象
社
員
の
評
議
員
会
に
お
い
て
、
各
年
度
の
予
算
・
決
算
等

を
決
議
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
予
め
社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
の
理
事

会
に
お
い
て
、
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

様
式
第
１
９

法
第

１
２

７
条

各
号

に
規

定
す

る
認
定

基
準

の
い

ず
れ

に
も

適
合

す
る
こ

と
を

証
す

る
書
類

（
別
記
様
式
４
）

法
第
１
２
７
条
各
号
に
規
定
す
る
認
定
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

１
社
会
福
祉
連
携
推
進
業
務
を
主
た
る
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
（
第
１
号
）

（
注
）

事
業
計
画
書
や
予
算
書
等
に
お
い
て
上
記
の
事
業
費
率
が
５
０
％
超
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

２
社
員
の
構
成
が
適
当
で
あ
る
こ
と
（
第
２
号
）

（
注
）
１

社
員
は
、
上
記
の
表
の
①
か
ら
④
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
ま
す
。

２
社
員
は
２
以
上
と
な
り
ま
す
。

３
社
員
の
過
半
数
は
社
会
福
祉
法
人
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

４
議
決
権
総
数
の
過
半
数
は
社
会
福
祉
法
人
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

５
１
の
社
員
に
対
し
、
議
決
権
総
数
の
半
数
を
超
え
る
議
決
権
は
配
分
で
き
ま
せ
ん
。

社
会

福
祉

連
携

推
進

業
務

に
係

る

事
業

費
率

の
見

込
み

事
業

費
率

【（
①
＋
②
）
／
（
①
＋
②
＋
③
＋
④
＋
⑤
＋
⑥
）】

％

社
会
福
祉
連
携
推
進
業
務
に
係
る

サ
ー
ビ
ス
活
動
費
用
計
①

円

社
会
福
祉
連
携
推
進
業
務
に
係
る

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
費
用
計
②

円

そ
の
他
業
務
に
係
る

サ
ー
ビ
ス
活
動
費
用
計
③

円

そ
の
他
業
務
に
係
る

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
費
用
計
④

円

法
人
本
部
に
係
る

サ
ー
ビ
ス
活
動
費
用
計
⑤

円

法
人
本
部
に
係
る

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
費
用
計
⑥

円

社
員
の
名
称

法
人
格

の
種
別

社
員
に
参
画
で
き
る
者

※
該
当
す
る
欄
に
○
を
付
す
こ
と
。

１
社
員

当
た
り

の
議
決

権
の
数

①
社
会
福
祉

法
人

②
社
会
福
祉

事
業

経
営
法
人

③
そ

の
他

福
祉

サ
ー

ビ
ス

事
業

経
営

法
人

④
社

会
福

祉
事

業
従

事
者

養
成

機
関

経
営

法
人

合
計

数
社
員
計
：
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３
社
会
福
祉
連
携
推
進
業
務
を
適
切
か
つ
確
実
に
行
う
に
足
り
る
知
識
及
び
能
力
並
び
に
財
産
的
基
礎

が
あ
る
こ
と
（
第
３
号
）

（
注
）
１

上
記
の
①
及
び
②
に
つ
い
て
、
法
人
に
お
い
て
措
置
し
て
い
る
内
容
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

２
記
載
欄
中
の
記
述
は
記
載
例
で
す
。

４
社
員
の
資
格
の
得
喪
に
つ
き
、
不
当
な
条
件
が
な
い
こ
と
（
第
４
号
）

（
注
）
１

定
款
等
に
定
め
る
社
員
の
資
格
の
得
喪
に
関
す
る
ル
ー
ル
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

２
社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
の
目
的
に
照
ら
し
、
不
当
に
差
別
的
な
ル
ー
ル
と
な
ら
な
い
よ

う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

３
記
載
欄
中
の
記
述
は
記
載
例
で
す
。

①
社
会
福
祉
連
携
推
進
業
務
を

適
切

か
つ

確
実

に
行

う
に

足
り

る
知

識
及

び
能

力

社
会

福
祉

法
に

定
め

る
組

織
機

関
を

全
て

備
え

る
と

と
も

に
、
会
費
収
入
に
よ
り
、
法
人
本
部
に
職
員
２
名
を
配
置
し
て

い
る
。

②
財

産
的

基
礎

会
費
に
よ
り
、
年
間
事
業
費
○
千
万
円
を
確
保
す
る
こ
と
に

し
て
い
る
。

①
社
員
の
資
格
の
取
得
ル
ー
ル

定
款
第
○
条
の
規
定
に
よ
り
、
社
員
に
な
ろ
う
と
す
る
者

は
、
理
事
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
申
込
み
を
し
、
理
事
会

の
承
認
を
得
る
必
要
が
あ
る
。

②
社
員
の
資
格
の
喪
失
ル
ー
ル

〈
退
社
〉

定
款
第
○
条
の
規
定
に
よ
り
、
社
員
は
、
社
員
総
会
に
お
い

て
定
め
る
退
社
届
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
い
つ
で
も
退
社

で
き
る
。

〈
除
名
〉

定
款
第
○
条
の
規
定
に
よ
り
、

・
定
款
そ
の
他
の
規
則
に
違
反
し
た
と
き

・
本
法
人
の
名
誉
を
傷
つ
け
、
又
は
目
的
に
反
す
る
行
為

を
し
た
と
き

・
そ
の
他
除
名
す
べ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
に
は
、

社
員
総
会
の
決
議
に
よ
っ
て
当
該
社
員
を
除
名
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

〈
社
員
資
格
の
喪
失
〉

定
款
第
○
条
の
規
定
に
よ
り
、

・
会
費
の
支
払
義
務
を
２
年
以
上
履
行
し
な
か
っ
た
と
き

・
総
社
員
が
同
意
し
た
と
き

・
当
該
社
員
に
係
る
法
人
が
解
散
し
た
と
き
に
は
、
そ
の

資
格
を
喪
失
す
る
。

５
定
款
に
必
要
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
第
５
号
）

（
注
）

上
記
事
項
の
ほ
か
、
一
般
法
人
法
第
１
１
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
事
項
の
記
載
が

必
要
で
す
。

ア
目
的

イ
名
称

ウ
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

エ
設
立
時
社
員
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

オ
社
員
の
資
格
の
得
喪
に
関
す
る
規
定

カ
公
告
方
法

キ
事
業
年
度

定
款

記
載

事
項

記
載
の
有
無

①
社
員
の
議
決
権
に
関
す
る
事
項

有
・

無

②
役
員
に
関
す
る
事
項

有
・

無

③
代
表
理
事
を
１
人
置
く
旨

有
・

無

④
理
事
会
を
置
く
旨
及
び
理
事
会
に
関
す
る
事
項

有
・

無

⑤
事
業
の
規
模
が
政
令
で
定
め
る
基
準
を
超
え
る
一
般
社
団
法
人
の
記
載
事
項

有
・

無

⑥
社
会
福
祉
連
携
推
進
評
議
会
を
置
く
旨
及
び
構
成
員
の
選
任
・
解
任
の
方
法

有
・

無

⑦
貸
付
対
象
社
員
が
予
算
の
決
定
又
は
変
更
等
を
決
定
す
る
に
当
た
っ
て
、
あ

ら
か
じ
め
当
該
一
般
社
団
法
人
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す

る
旨

有
・

無

⑧
資
産
に
関
す
る
事
項

有
・

無

⑨
会
計
に
関
す
る
事
項

有
・

無

⑩
解
散
に
関
す
る
事
項

有
・

無

⑪
社
会
福
祉
連
携
目
的
取
得
財
産
残
額
は
国
又
は
地
方
公
共
団
体
等
に
贈
与
す

る
旨

有
・

無

⑫
清
算
時
に
残
余
財
産
を
国
等
に
帰
属
さ
せ
る
旨

有
・

無

⑬
定
款
の
変
更
に
関
す
る
事
項

有
・

無
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様
式
第
２
０

法
第

１
２

８
条

各
号

に
規

定
す

る
欠

格
事

由
の

い
ず

れ
に

も
該

当
し

な
い

こ
と

を
証

す
る

書
類

（
別
記
様
式
５
）

法
第
１
２
８
条
各
号
に
規
定
す
る
欠
格
事
由
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
類

（
注
）
１

①
の
ロ
に
い
う
「
そ
の
他
社
会
福
祉
に
関
す
る
法
律
」
と
は
、
社
会
福
祉
法
施
行
令
第
３

４
条
に
掲
げ
る
法
律
で
す
。

※
児
童
福
祉
法
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
、
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法

律
、
生
活
保
護
法
、
老
人
福
祉
法
、
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
、
介
護
保
険
法
、

精
神
保
健
福
祉
士
法
、
児
童
買
春
・
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
規
制
及
び
処
罰
並
び

に
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
、
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
、
障
害
者
の
日

常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
、
高
齢
者
虐
待
の
防
止
、
高

齢
者
の
養
護
者
に
対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
法
律
、
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、

保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
、
障
害
者
虐
待
の
防
止
、
障
害
者
の
養

護
者
に
対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
法
律
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
、
国
家
戦
略
特
別
区

域
法
（
第
１
２
条
の
５
第
１
５
項
及
び
第
１
７
項
か
ら
第
１
９
項
ま
で
の
規
定
に
限
る
。
）、

公
認
心
理
師
法
、
民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
に
よ
る
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
に
係
る
児
童
の
保

護
等
に
関
す
る
法
律
、
自
殺
対
策
の
総
合
的
か
つ
効
果
的
な
実
施
に
資
す
る
た
め
の
調
査

研
究
及
び
そ
の
成
果
の
活
用
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律

２
①
の
ニ
及
び
③
の
証
明
に
当
た
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
者
に
よ
る
表
明
・
確
約
書
を
添
付

し
て
く
だ
さ
い
。

・
当
該
社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
の
理
事
及
び
監
事
（
別
添
１
）

・
当
該
社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
の
社
員
（
別
添
２
）

区
分

事
実
の
有
無

①
理
事
及
び
監
事
の
う
ち
に
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
の
有
無

イ
社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
が
社
会
福
祉
連
携
推
進
認
定
を
取
り
消
さ
れ
た

場
合
に
お
い
て
、
そ
の
取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
が
あ
っ
た
日
以
前
１

年
内
に
当
該
社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
の
業
務
を
行
う
理
事
で
あ
っ
た
者
で

そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の

有
・

無

ロ
社
会
福
祉
法
そ
の
他
社
会
福
祉
に
関
す
る
法
律
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の

規
定
に
よ
り
罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執

行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者
（
ハ
に
該

当
す
る
者
を
除
く
。）

有
・

無

ハ
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
刑
の
執

行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者

有
・

無

ニ
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
６
号

に
規
定
す
る
暴
力
団
員
又
は
暴
力
団
員
で
な
く
な
っ
た
日
か
ら
５
年
を
経
過

し
な
い
者
（
以
下
「
暴
力
団
員
等
」
と
い
う
。）

有
・

無

②
社
会
福
祉
連
携
推
進
認
定
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
五
年
を
経

過
し
な
い
も
の

有
・

無

③
暴
力
団
員
等
が
そ
の
事
業
活
動
を
支
配
す
る
も
の

有
・

無

様
式
例
５
５

表
明
・
確
約
書

（
別
添
１
）
※
役
員
用

表
明
・
確
約
書

伊
勢
市
長

〇
○

○
○

様

所
属

〇
〇

〇
〇

職
名

○
○

○
〇

氏
名

○
○

○
〇

私
は
、
現
在
及
び
将
来
に
わ
た
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
表

明
、
確
約
し
ま
す
。

（
１
）
暴
力
団
員

（
２
）
暴
力
団
員
で
な
く
な
っ
た
日
か
ら
５
年
を
経
過
し
な
い
者

令
和
〇
〇
年
〇
○
月
〇
○
日

氏
名

（
自
署
）

（
別
添
２
）
※
社
員
用

表
明
・
確
約
書

伊
勢
市
長

○
○

○
○

様

所
属

〇
〇

〇
〇

職
名

○
○

○
〇

氏
名

○
○

○
〇

当
法
人
は
、
現
在
及
び
将
来
に
わ
た
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を

表
明
、
確
約
し
ま
す
。

（
１
）
暴
力
団

（
２
）
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
す
る
法
人

令
和
〇
〇
年
〇
○
月
〇
○
日

氏
名

（
自
署
）
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＜
様
式
例
５
６

社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
定
款
例
に
つ
い
て
の
説
明
＞

１
．
定
款
例
に
つ
い
て

・
各
連
携
推
進
法
人
の
定
款
に
記
載
さ
れ
る
こ
と
が
一
般
的
に
多
い
と
思
わ
れ
る
事
項
に
つ
い
て
、
定
款
の

定
め
方
の
一
例
を
記
載
し
て
い
ま
す
。

・
各
連
携
推
進
法
人
の
定
款
の
記
載
内
容
に
つ
い
て
は
、
当
該
定
款
例
の
文
言
に
拘
束
さ
れ
る
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
定
款
に
お
い
て
定
め
る
こ
と
が
必
要
な
事
項
が
入
っ
て
い
る
か
、
そ
の
内
容
が
法
令
に
沿
っ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

２
．
記
載
事
項
の
種
類

・
必
要
的
記
載
事
項
（
実
線
）
→

必
ず
定
款
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
で
あ
り
、
そ
の
一
つ
で
も

記
載
が
欠
け
る
と
、
定
款
の
効
力
が
生
じ
な
い
事
項
（
法
第
１
２
７
条
第
５

号
に
掲
げ
る
事
項
等
）

※
内
容
が
法
令
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
れ
ば
よ
く
、
当
該
定
款
例
の
文
言
に

拘
束
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

・
相
対
的
記
載
事
項
（
点
線
）
→

必
要
的
記
載
事
項
と
異
な
り
、
記
載
が
な
く
て
も
定
款
の
効
力
に
影
響
は

な
い
が
、
法
令
上
、
定
款
の
定
め
が
な
け
れ
ば
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
事

項

・
任
意
的
記
載
事
項

→
法
令
に
違
反
し
な
い
範
囲
で
任
意
に
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項

３
．
社
員
総
会
及
び
理
事
会
に
お
け
る
決
議
事
項

理
事

会
社

員
総

会

決 議 事 項

・
社
員
総
会
の
日
時
及
び
場
所
並
び
に
議
題
・
議
案
等
の
決
定

（
一
般
社

団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
一
般
法
人
法
」
と
い
う
。）

第
３
８
条

第
２
項
）

・
代
表
理
事
及
び
業
務
執
行
理
事
の
選
定
及
び
解
職
（

理
事
長
：
一
般
法

人
法
第
９
０
条
第
２
項
第
３
号
、
業
務
執
行
理
事
：
一
般
法
人
法
第
９
１
条
第
１
項
第
２
号
）

・
重
要
な
財
産
の
処
分
及
び
譲
受
け

（
一
般
法
人
法
第
９
０
条
第
４
項
第
１
号
）

・
多
額
の
借
財

（
一
般
法
人
法
第
９
０
条
第
４
項
第
２
号
）

・
重
要
な
使
用
人
の
選
任
及
び
解
任

（
一
般
法
人
法
第
９
０
条
第
４
項
第
３
号
）

・
従
た
る
事
務
所
そ
の
他
の
重
要
な
組
織
の
設
置
、
変
更
及
び
廃
止

（
一
般
法
人
法
第
９
０
条
第
４
項
第
４
号
）

・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
（
法
令
遵
守
等
）
の
体
制
の
整
備

（
一
般
法
人
法
第

９
０
条
第
４
項
第
５
号
）
※
一
定
規
模
を
超
え
る
法
人
の
み

・
定
款
の
定
め
及
び
理
事
会
決
議
（
一
般
法
人
法
第
１
１
４
条
）
に
基

づ
く
役
員
等
の
責
任
の
一
部
免
除

（
一
般
法
人
法
第
９
０
条
第
４
項
第
６
号
）

・
競
業
及
び
利
益
相
反
取
引

（
一
般
法
人
法
第
第
９
２
条
第
１
項
）

・
補
償
契
約
の
内
容
の
決
定

（
一
般
法
人
法
第
１
１
８
条
の
２
第
１
項
）

・
役
員
等
の
た
め
に
締
結
さ
れ
る
保
険
契
約
の
内
容
の
決
定

（
一
般
法
人

法
第
１
１
８
条
の
３
第
１
項
）

・
計
算
書
類
及
び
事
業
報
告
等
の
承
認

（
法
第
１
２
４
条
第
３
項
）

・
貸
付
け
を
受
け
た
社
員
に
お
け
る
重
要
事
項
に
係
る
決
定
の
承
認

（
R3
.1
1.
12

厚
労
省
通
知

別
紙
１
の
６
（
４
））

・
そ
の
他
重
要
な
業
務
執
行
の
決
定

・
社
員
の
除
名

（
一
般
法
人
法
第
３
０
条
第
１
項
）
★

・
社
員
総
会
提
出
資
料
の
調
査
者
の
選
任

（
一
般
法
人
法
第
５
５
条
）

・
理
事
、
監
事
、
会
計
監
査
人
の
選
任

（
一
般
法
人
法
第
６
３
条
、
第
６
９
条
第

２
項
）

・
理
事
、
監
事
、
会
計
監
査
人
の
解
任

（
一
般
法
人
法
第

70
条
）
★

・
役
員
等
の
責
任
の
一
部
免
除

（
一
般
法
人
法
第
１
１
３
条
）
★

・
計
算
書
類
の
承
認

（
一
般
法
人
法
第
１
２
６
条
第
２
項
）

・
基
金
の
返
還

（
一
般
法
人
法
第
１
４
１
条
）

・
定
款
の
変
更

（
一
般
法
人
法
第
１
４
６
条
）
★

・
事
業
の
全
部
の
譲
渡

（
一
般
法
人
法
第
１
４
７
条
）
★

・
解
散
の
決
議

（
解
散
：
一
般
法
人
法
第
１
４
８
条
第
３
号
、
継
続
：
一
般
法
人
法
第
１
５

０
条
）
★

・
清
算
人
の
選
任

（
一
般
法
人
法
第
２
０
９
条
第
１
項
第
３
号
）

・
清
算
人
の
解
任

（
一
般
法
人
法
第
２
１
０
条
第
１
項
）

・
残
余
財
産
の
帰
属
先
の
決
定

（
一
般
法
人
法
第
２
３
９
条
第
２
項
）

・
役
員
報
酬
等
基
準
の
承
認

（
法
第
１
３
８
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
４
５
条
の
３

５
第
２
項
）

・
社
会
福
祉
連
携
推
進
評
議
会
の
構
成
員
の
選
任
・
解
任

（
R3
.1
1.
12

厚

労
省
通
知

第
３
の
６
（
２
）
②
）

・
会
費
等
の
使
途
及
び
金
額

（
R3
.1
1.
12

厚
労
省
通
知

第
４
の
３
（
２
））

・
社
会
福
祉
連
携
推
進
方
針
の
策
定

（
R3
.1
1.
12
厚
労
省
通
知

第
５
の
３
（
１
））

・
社
会
福
祉
連
携
推
進
方
針
の
変
更

（
R3
.1
1.
12
厚
労
省
通
知

第
５
の
８
（
１
））

・
貸
付
け
に
係
る
合
意
内
容
の
承
認

（
R3
.1
1.
12

厚
労
省
通
知

別
紙
１
の
３

（
１
））

・
そ
の
他
定
款
で
定
め
た
事
項

★
：

一
般
法
人
法
第
４
９
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
社
員
の
総
議

決
権
の
３
分
の
２
（
こ
れ
を
上
回
る
割
合
を
定
款
で
定
め
た
場
合

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
割
合
）
以
上
に
当
た
る
多
数
を
も
つ
て
決
議

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項

様
式
例
５
６

社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
定
款
例

社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
〇
〇
○
○

定
款

第
１
章

名
称
及
び
事
務
所

（
名
称
）

第
１
条

本
法
人
は
、
社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
○
○
○
○
と
称
す
る
。

（
事
務
所
）

第
２
条

本
法
人
は
、
主
た
る
事
務
所
を
三
重
県
伊
勢
市
○
○
町
○
○
番
地
に
置
く
。

（
備

考
）

従
た

る
事

務
所

の
所

在
地

を
次

の
と

お
り

記
載

す
る

こ
と

も
可

能
で

あ
る

。

２
本

法
人

は
、

理
事

会
の

決
議

に
よ

っ
て

従
た

る
事

務
所

を
三

重
県

伊
勢

市
○

○
町

○
○

番
地

に
置

く
。

第
２
章

目
的
及
び
業
務

（
目
的
）

第
３
条

本
法
人
は
、
社
会
福
祉
連
携
推
進
方
針
に
基
づ
き
、
社
員
の
社
会
福
祉
に
係
る
業
務
の
連
携
を

推
進
し
、
並
び
に
地
域
に
お
け
る
良
質
か
つ
適
切
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
及
び
社
会
福
祉
法
人
の
経

営
基
盤
の
強
化
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
社
会
福
祉
連
携
推
進
業
務
）

第
４
条

本
法
人
は
、
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
。

（
１
）

地
域
福
祉
の
推
進
に
係
る
取
組
を
社
員
が
共
同
し
て
行
う
た
め
の
支
援

（
２
）

災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
社
員
が
提
供
す
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
の
安
全
を
社

員
が
共
同
し
て
確
保
す
る
た
め
の
支
援

（
３
）

社
員
が
経
営
す
る
社
会
福
祉
事
業
の
経
営
方
法
に
関
す
る
知
識
の
共
有
を
図
る
た
め
の
支
援

（
４
）

資
金
の
貸
付
け
を
通
じ
た
社
会
福
祉
事
業
に
係
る
業
務
を
行
う
の
に
必
要
な
資
金
を
調
達
す

る
た
め
の
支
援

（
５
）

社
員
が
経
営
す
る
社
会
福
祉
事
業
の
従
事
者
の
確
保
の
た
め
の
支
援
及
び
そ
の
資
質
の
向
上

を
図
る
た
め
の
研
修

（
６
）

社
員
が
経
営
す
る
社
会
福
祉
事
業
に
必
要
な
設
備
又
は
物
資
の
供
給

（
備

考
）

実
際

に
実

施
す

る
事

業
の

み
を

記
載

す
る

こ
と

。
ま

た
、

社
会

福
祉

連
携

推
進

方
針

に
記

載
し

た
よ

り
詳

細
な

事
業

内
容

を
記

載
す

る
こ

と
も

可
能

で
あ

る
。

（
そ
の
他
業
務
）

第
５
条

本
法
人
は
、
社
会
福
祉
連
携
推
進
方
針
に
沿
っ
た
連
携
を
推
進
す
る
た
め
、
前
条
に
掲
げ
る
業

務
の
ほ
か
、
○
○
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。

（
備

考
）

そ
の

他
業

務
を

行
わ

な
い

場
合

は
、

記
載

不
要

で
あ

る
。

167



第
３
章

基
金

（
基
金
）

第
６
条

本
法
人
は
、
基
金
を
引
き
受
け
る
者
の
募
集
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
拠
出
さ
れ
た
基
金
は
、
基
金
の
拠
出
者
と
合
意
し
た
期
日
ま
で
返
還
し
な
い
。

３
基
金
の
返
還
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
返
還
す
る
基
金
の
総
額
に
つ
い
て
定
時
社
員
総
会
の
決
議
を
経

る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
基
金
の
返
還
を
行
う
場
所
及
び
方
法
そ
の
他
の
必
要
な
事
項
を
理
事
会
に
お
い

て
別
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
備

考
）

①
一

般
法

人
法

第
1
3
1

条
参

照
。

基
金

の
募

集
を

行
う

場
合

は
定

款
に

記
載

す
る

必
要

が
あ

る
。

た
だ

し
、

社
会

福
祉

法

人
で

あ
る

社
員

は
、

当
該

基
金

に
対

す
る

資
金

の
拠

出
が

で
き

な
い

。

②
基

金
の

返
還

に
つ

い
て

は
、

法
人

の
解

散
ま

で
と

す
る

こ
と

も
可

能
で

あ
る

。
こ

の
場

合
、

第
２

項
及

び
第

3
項

を
次

の
と

お
り

と
す

る
こ

と
。

2
拠

出
さ

れ
た

基
金

は
、

本
法

人
が

解
散

す
る

ま
で

返
還

し
な

い
。

3
基

金
の

返
還

の
手

続
に

つ
い

て
は

、
一

般
社

団
法

人
及

び
一

般
財

団
法

人
に

関
す

る
法

律
第

2
3
6

条
の

規
定

に
従

い
、

基
金

の
返

還
を

行
う

場
所

及
び

方
法

そ
の

他
の

必
要

な
事

項
を

清
算

人
に

お
い

て
別

に
定

め
る

も
の

と
す

る
。

第
４
章

社
員

（
法
人
の
構
成
員
）

第
７
条

本
法
人
は
、
本
法
人
の
社
会
福
祉
連
携
推
進
方
針
に
賛
同
し
、
次
に
該
当
す
る
法
人
で
あ
っ
て
、

次
条
の
規
定
に
よ
り
、
本
法
人
の
社
員
と
な
っ
た
者
を
も
っ
て
構
成
す
る
。

（
１
）

本
法
人
の
社
会
福
祉
連
携
推
進
区
域
に
お
け
る
社
会
福
祉
法
人

（
２
）

本
法
人
の
社
会
福
祉
連
携
推
進
区
域
に
お
い
て
社
会
福
祉
事
業
を
経
営
す
る
法
人
（（

１
）
に

該
当
す
る
法
人
を
除
く
。）

（
３
）

本
法
人
の
社
会
福
祉
連
携
推
進
区
域
に
お
い
て
社
会
福
祉
を
目
的
と
す
る
事
業
（
社
会
福
祉

事
業
を
除
く
。）

を
経
営
す
る
法
人
（（

１
）
及
び
（
２
）
に
該
当
す
る
法
人
を
除
く
。）

（
４
）

本
法
人
の
社
会
福
祉
連
携
推
進
区
域
に
お
い
て
社
会
福
祉
事
業
等
従
事
者
の
養
成
機
関
を
経

営
す
る
法
人
（（

１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
に
該
当
す
る
法
人
を
除
く
。）

（
社
員
の
資
格
の
取
得
）

第
８
条

本
法
人
の
社
員
に
な
ろ
う
と
す
る
者
は
、
理
事
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
申
込
み
を
し
、
そ

の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
本
法
人
は
、
社
員
名
簿
を
備
え
置
き
、
社
員
の
変
更
が
あ
る
ご
と
に
必
要
な
変
更
を
加
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
備

考
）

第
１

項
に

つ
い

て
、

社
員

総
会

の
承

認
を

必
要

と
す

る
こ

と
も

可
能

で
あ

る
。

第
９
条

前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
地
方
公
共
団
体
に
つ
い
て
は
社
員
と
し
な
い
。

（
経
費
の
負
担
）

第
１
０
条

本
法
人
の
事
業
活
動
に
経
常
的
に
生
じ
る
費
用
に
充
て
る
た
め
、
社
員
に
な
っ
た
時
及
び
毎

年
、
社
員
は
、
社
員
総
会
に
お
い
て
別
に
定
め
る
額
を
支
払
う
義
務
を
負
う
。

（
備

考
）

①
一

般
法

人
法

第
2
7

条
参

照
。

経
費

の
負

担
を

生
じ

さ
せ

る
場

合
は

定
款

に
記

載
が

必
要

で
あ

る
。

②
事

業
活

動
に

経
常

的
に

生
じ

る
費

用
」

と
は

、
本

法
人

の
本

部
運

営
に

当
た

っ
て

発
生

す
る

事
務

的
経

費
等

で
あ

り
、

社
会

福
祉

連
携

推
進

業
務

に
要

す
る

費
用

に
つ

い
て

は
、

業
務

委
託

費
等

に
よ

り
別

途
確

保
す

る
必

要
が

あ
る

。

（
貸
付
け
を
受
け
た
社
員
の
責
務
）

第
１
１
条

第
４
条
（
４
）
に
規
定
す
る
支
援
を
受
け
た
社
員
が
、
次
の
事
項
を
決
定
す
る
に
当
た
っ
て

は
、
あ
ら
か
じ
め
理
事
会
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
１
）

予
算
（
補
正
予
算
を
含
む
。）

の
決
定
又
は
変
更

（
２
）

決
算
の
決
定

（
３
）

借
入
金
（
当
該
会
計
年
度
内
の
収
入
を
も
っ
て
償
還
す
る
一
時
の
借
入
金
を
除
く
。）

の
借
入

れ

（
４
）

重
要
な
資
産
の
処
分

（
５
）

合
併

（
６
）

目
的
た
る
事
業
の
成
功
の
不
能
に
よ
る
解
散

（
備

考
）

第
４

条
（

４
）

に
規

定
す

る
業

務
を

行
う

場
合

は
、

本
規

定
を

必
ず

記
載

す
る

必
要

が
あ

る
。

（
任
意
退
社
）

第
１
２
条

社
員
は
、
社
員
総
会
に
お
い
て
別
に
定
め
る
退
社
届
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
任
意
に
い

つ
で
も
退
社
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
備

考
）

①
一

般
法

人
法

第
2
8

条
参

照
。

退
社

に
当

た
っ

て
書

面
に

よ
る

意
思

表
示

を
求

め
る

な
ど

の
場

合
は

、
定

款
に

本
条

の
よ

う
な

記
載

が
必

要
で

あ
る

。

②
貸

付
業

務
を

行
う

場
合

は
、

第
２

項
と

し
て

、
次

の
規

定
を

追
加

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

２
前

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
本

法
人

か
ら

第
４

条
（

４
）

に
規

定
す

る
支

援
を

受
け

た
社

員
に

つ
い

て
は

、
社

員

総
会

に
お

い
て

社
員

全
員

の
同

意
を

得
な

け
れ

ば
、

退
社

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
。

（
除
名
）

第
１
３
条

社
員
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
社
員
総
会
の
決
議
に
よ
っ
て
当
該

社
員
を
除
名
す
る
こ
と
で
き
る
。

（
１
）
こ
の
定
款
そ
の
他
の
規
則
に
違
反
し
た
と
き
。

（
２
）
本
法
人
の
名
誉
を
傷
つ
け
、
又
は
目
的
に
反
す
る
行
為
を
し
た
と
き
。

（
３
）
そ
の
他
除
名
す
べ
き
正
当
な
事
由
が
あ
る
と
き
。

（
備

考
）

一
般

法
人

法
第

3
0

条
、

第
4
9

条
第

２
項

参
照

。

（
社
員
資
格
の
喪
失
）

第
１
４
条

前
２
条
の
場
合
の
ほ
か
、
社
員
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
そ
の

資
格
を
喪
失
す
る
。

（
１
）
第
１
０
条
の
支
払
義
務
を
２
年
以
上
履
行
し
な
か
っ
た
と
き
。

（
２
）
総
社
員
が
同
意
し
た
と
き
。

（
３
）
当
該
社
員
に
係
る
法
人
が
解
散
し
た
と
き
。
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第
５
章

社
員
総
会

（
構
成
）

第
１
５
条

社
員
総
会
は
、
全
て
の
社
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
。

（
権
限
）

第
１
６
条

社
員
総
会
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
決
議
す
る
。

（
１
）

社
員
の
除
名

（
２
）

理
事
及
び
監
事
並
び
に
社
会
福
祉
連
携
推
進
評
議
会
の
構
成
員
の
選
任
又
は
解
任

（
３
）

理
事
及
び
監
事
の
報
酬
等
の
額

（
４
）

貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
の
承
認

（
５
）

定
款
の
変
更

（
６
）

解
散
及
び
残
余
財
産
の
処
分

（
７
）

基
本
財
産
の
処
分
又
は
担
保
に
供
す
る
こ
と
に
係
る
承
認

（
８
）

会
費
等
の
使
途
及
び
金
額

（
９
）

社
会
福
祉
連
携
推
進
方
針
の
変
更

（
10
）

貸
付
け
に
係
る
合
意
内
容
の
承
認

（
11
）

そ
の
他
社
員
総
会
で
決
議
す
る
も
の
と
し
て
法
令
又
は
こ
の
定
款
で
定
め
ら
れ
た
事
項

（
備

考
）

会
計

監
査

人
を

置
く

場
合

は
、

第
２

号
を

次
の

よ
う

に
記

載
す

る
。

（
２

）
理

事
及

び
監

事
、

会
計

監
査

人
並

び
に

社
会

福
祉

連
携

推
進

評
議

会
の

構
成

員
の

選
任

又
は

解
任

（
開
催
）

第
１
７
条

社
員
総
会
は
、
定
時
社
員
総
会
と
し
て
毎
年
度
○
月
に
１
回
開
催
す
る
ほ
か
、
必
要
が
あ
る

場
合
に
開
催
す
る
。

（
備

考
）

一
般

法
人

法
第

3
6

条
第

１
項

参
照

。
定

時
社

員
総

会
は

、
の

規
定

に
よ

り
、

毎
会

計
年

度
終

了
後

一
定

の
時

期
に

招
集

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
た

め
、

開
催

時
期

を
定

め
て

お
く

こ
と

が
望

ま
し

い
。

他
方

、
臨

時
社

員
総

会
は

、
い

つ
で

も
招

集

す
る

こ
と

が
で

き
る

。（
一

般
法

人
法

第
3
6

条
第

２
項

）

（
招
集
）

第
１
８
条

社
員
総
会
は
、
法
令
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
理
事
会
の
決
議
に
基
づ
き
代
表

理
事
が
招
集
す
る
。

２
総
社
員
の
議
決
権
の
１
０
分
の
１
以
上
の
議
決
権
を
有
す
る
社
員
は
、
代
表
理
事
に
対
し
、
社
員
総

会
の
目
的
で
あ
る
事
項
及
び
招
集
の
理
由
を
示
し
て
、
社
員
総
会
の
招
集
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
備

考
）

①
一

般
法

人
法

第
３

６
条

か
ら

第
３

８
条

ま
で

参
照

。

②
第

２
項

に
い

う
「

総
社

員
の

議
決

権
の

１
０

分
の

１
以

上
の

議
決

権
を

有
す

る
社

員
」

は
、

単
独

の
社

員
の

み
な

ら
ず

、

複
数

の
社

員
で

も
可

能
で

あ
る

。
ま

た
、「

１
０

分
の

１
」

は
５

分
の

１
以

下
の

割
合

と
す

る
こ

と
も

可
能

で
あ

る
。

（
議
長
）

第
１
９
条

社
員
総
会
の
議
長
は
、
当
該
社
員
総
会
に
お
い
て
社
員
の
中
か
ら
選
出
す
る
。

（
備

考
）

一
般

法
人

法
第

５
４

条
参

照
。「

社
員

総
会

の
議

長
は

、
代

表
理

事
が

こ
れ

に
当

た
る

。」
と

す
る

こ
と

も
可

能
で

あ
る

。

（
議
決
権
）

第
２
０
条

社
員
総
会
に
お
け
る
議
決
権
は
、
社
員
１
名
に
つ
き
１
個
と
す
る
。

（
備

考
）

議
決

権
の

数
に

つ
い

て
、

定
款

で
別

段
の

定
め

を
す

る
場

合
は

、「
社

員
○

○
に

つ
き

○
個

、
社

員
○

○
に

つ
き

○
個

と
す

る
。」

な
ど

の
記

載
と

す
る

こ
と

が
考

え
ら

れ
る

。

な
お

、
こ

の
場

合
、

次
の

い
ず

れ
も

満
た

し
て

い
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。

①
社

会
福

祉
連

携
推

進
目

的
に

照
ら

し
、

不
当

に
差

別
的

な
取

扱
い

を
し

な
い

こ
と

。

②
社

員
が

連
携

推
進

法
人

に
対

し
て

提
供

し
た

金
銭

そ
の

他
の

財
産

の
価

額
に

応
じ

て
異

な
る

取
扱

い
を

し
な

い
こ

と
。

③
１

の
社

員
に

対
し

、
総

社
員

の
議

決
権

の
過

半
数

を
配

分
し

な
い

こ
と

。
ま

た
、

併
せ

て
第

１
項

の
次

に
次

の
１

項

を
加

え
る

。

２
総

社
員

の
議

決
権

の
過

半
数

は
、

社
員

で
あ

る
社

会
福

祉
法

人
が

保
有

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
決
議
）

第
２
１
条

社
員
総
会
の
決
議
は
、
総
社
員
の
議
決
権
の
過
半
数
を
有
す
る
社
員
が
出
席
し
、
出
席
し
た

当
該
社
員
の
議
決
権
の
過
半
数
を
も
っ
て
行
う
。

２
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
決
議
は
、
総
社
員
の
半
数
以
上
で
あ
っ
て
、
総
社
員
の
議
決
権

の
３
分
の
２
以
上
に
当
た
る
多
数
を
も
っ
て
行
う
。

（
１
）
社
員
の
除
名

（
２
）
監
事
の
解
任

（
３
）
定
款
の
変
更

（
４
）
そ
の
他
法
令
で
定
め
ら
れ
た
事
項

（
備

考
）

①
一

般
法

人
法

第
４

９
条

参
照

。

②
第

２
項

に
い

う
「

総
社

員
の

議
決

権
の

３
分

の
２

以
上

」
が

必
要

と
さ

れ
て

い
る

が
、

定
款

に
よ

り
こ

れ
を

上
回

る
割

合
を

定
め

る
こ

と
も

可
能

で
あ

る
。

（
議
事
録
）

第
２
２
条

社
員
総
会
の
議
事
に
つ
い
て
は
、
法
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
議
事
録
を
作
成
す
る
。

（
備

考
）

①
一

般
法

人
法

第
５

７
条

参
照

。

②
こ

の
ほ

か
、

一
般

法
人

法
第

５
０

条
（

議
決

権
の

代
理

行
使

）、
第

５
１

条
（

書
面

に
よ

る
議

決
権

の
行

使
）、

第
５

２

条
（

電
磁

的
方

法
に

よ
る

議
決

権
の

行
使

）、
第

５
８

条
（

社
員

総
会

の
決

議
の

省
略

）、
第

５
９

条
（

社
員

総
会

へ
の

報

告
の

省
略

）
等

が
定

め
ら

れ
て

お
り

、
そ

れ
ら

の
手

続
に

つ
い

て
定

款
に

規
定

し
て

お
く

こ
と

も
可

能
で

あ
る

。

第
６
章

役
員

（
役
員
〈
及
び
会
計
監
査
人
〉
の
設
置
）

第
２
３
条

本
法
人
に
、
次
の
役
員
を
置
く
。

（
１
）
理
事

○
名
以
上
○
名
以
内

（
２
）
監
事

○
名
以
内

２
理
事
の
う
ち
１
名
を
代
表
理
事
と
す
る
。

３
代
表
理
事
以
外
の
理
事
の
う
ち
、
○
名
を
業
務
執
行
理
事
と
す
る
。

（
備

考
）

①
理

事
は

６
名

以
上

、
監

事
は

２
名

以
上

と
す

る
こ

と
。
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②
理

事
及

び
監

事
の

定
数

は
確

定
数

と
す

る
こ

と
も

可
能

で
あ

る
。

③
業

務
執

行
理

事
に

つ
い

て
は

、「
代

表
理

事
以

外
の

理
事

の
う

ち
、

○
名

を
業

務
執

行
理

事
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。」

と
定

め
る

こ
と

も
可

能
で

あ
る

。

④
会

計
監

査
人

を
置

く
場

合
は

、
第

３
項

の
次

に
次

の
１

項
を

加
え

る
。

４
本

法
人

に
会

計
監

査
人

を
置

く
。

⑤
代

表
理

事
を

理
事

長
と

す
る

な
ど

、
一

般
法

人
法

と
は

異
な

る
呼

称
と

す
る

こ
と

は
可

能
で

あ
る

が
、

法
令

上
の

名
称

と
、

定
款

上
の

名
称

が
ど

の
よ

う
な

関
係

に
あ

る
の

か
を

明
確

に
す

る
必

要
が

あ
る

。
こ

の
場

合
、

次
の

よ
う

な
記

載
と

す
る

こ
と

が
考

え
ら

れ
る

。

２
理

事
の

う
ち

１
名

を
会

長
、

○
名

を
常

務
理

事
と

す
る

。

３
前

項
の

会
長

を
も

っ
て

一
般

社
団

法
人

及
び

一
般

財
団

法
人

に
関

す
る

法
律

に
規

定
す

る
代

表
理

事
と

し
、

常
務

理
事

を
も

っ
て

同
法

に
規

定
す

る
業

務
執

行
理

事
と

す
る

。

（
役
員
の
選
任
）

第
２
４
条

理
事
及
び
監
事
は
、
社
員
総
会
の
決
議
に
よ
っ
て
選
任
す
る
。

２
理
事
及
び
監
事
は
、
次
に
掲
げ
る
者
が
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
１
）

理
事
に
あ
っ
て
は
、
社
会
福
祉
連
携
推
進
業
務
に
識
見
を
有
す
る
者
又
は
社
会
福
祉
連
携
推

進
区
域
に
お
け
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
実
情
に
通
じ
て
い
る
者

（
２
）

監
事
に
あ
っ
て
は
、
財
務
管
理
に
識
見
を
有
す
る
者

３
理
事
及
び
監
事
の
選
任
に
当
た
っ
て
、
そ
れ
に
含
ま
れ
る
各
役
員
の
親
族
等
の
特
殊
の
関
係
が
あ
る

者
の
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
１
）

各
理
事
に
つ
い
て
、
親
族
等
の
特
殊
の
関
係
が
あ
る
者
が
３
人
を
超
え
て
含
ま
れ
ず
、
当
該

理
事
並
び
に
親
族
等
の
特
殊
の
関
係
が
あ
る
者
が
理
事
の
総
数
の
３
分
の
１
超
え
て
含
ま
れ
て
い

な
い
こ
と
。

（
２
）

監
事
の
う
ち
に
、
各
役
員
の
親
族
等
の
特
殊
の
関
係
が
あ
る
者
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
。

４
代
表
理
事
及
び
業
務
執
行
理
事
は
、
理
事
会
の
決
議
に
よ
っ
て
理
事
の
中
か
ら
選
任
す
る
。

（
備

考
）

①
会

計
監

査
人

を
置

く
場

合
は

、
第

２
４

条
の

見
出

し
を

「（
役

員
及

び
会

計
監

査
人

の
選

任
）」

と
す

る
こ

と
。

ま
た

、

第
２

４
条

第
１

項
を

次
の

よ
う

に
記

載
す

る
こ

と
。

第
２

４
条

理
事

及
び

監
事

並
び

に
会

計
監

査
人

は
、

社
員

総
会

の
決

議
に

よ
っ

て
選

任
す

る
。

②
「

親
族

等
の

特
殊

の
関

係
が

あ
る

者
」

と
は

次
に

掲
げ

る
者

と
す

る
。

（
１

）
配

偶
者

（
２

）
三

親
等

以
内

の
親

族

（
３

）
事

実
上

婚
姻

関
係

と
同

様
の

事
情

に
あ

る
者

（
４

）
使

用
人

（
５

）
当

該
役

員
か

ら
受

け
る

金
銭

そ
の

他
の

財
産

に
よ

っ
て

生
計

を
維

持
し

て
い

る
者

（
６

）
（

４
）

及
び

（
５

）
に

掲
げ

る
者

の
配

偶
者

（
７

）
（

３
）

か
ら

（
５

）
ま

で
に

掲
げ

る
者

の
三

親
等

以
内

の
親

族
で

あ
っ

て
、

こ
れ

ら
の

者
と

生
計

を
一

に
す

る
も

の

（
理
事
の
職
務
及
び
権
限
）

第
２
５
条

理
事
は
、
理
事
会
を
構
成
し
、
法
令
及
び
こ
の
定
款
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
職
務
を
執

行
す
る
。

２
代
表
理
事
は
、
法
令
及
び
こ
の
定
款
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
本
法
人
を
代
表
し
、
そ
の
業
務
を

執
行
し
、
業
務
執
行
理
事
は
、
理
事
会
に
お
い
て
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
本
法
人
の
業
務
を
分

担
執
行
す
る
。

３
代
表
理
事
及
び
業
務
執
行
理
事
は
、
毎
会
計
年
度
に
３
箇
月
に
１
回
以
上
、
自
己
の
職
務
の
執
行
の

状
況
を
理
事
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
備

考
）

①
一

般
法

人
法

第
９

１
条

参
照

。

②
代

表
理

事
及

び
業

務
執

行
理

事
が

自
己

の
職

務
の

執
行

の
状

況
を

理
事

会
に

報
告

す
る

頻
度

に
つ

い
て

は
、

第
３

項
に

つ
い

て
、

毎
会

計
年

度
に

４
月

を
超

え
る

間
隔

で
２

回
以

上
と

す
る

こ
と

も
可

能
で

あ
る

。

な
お

、
こ

の
報

告
は

現
実

に
開

催
さ

れ
た

理
事

会
に

お
い

て
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
ず

、
報

告
の

省
略

を
す

る
こ

と
は

で

き
な

い
。（

一
般

法
人

法
第

９
８

条
第

２
項

）

（
監
事
の
職
務
及
び
権
限
）

第
２
６
条

監
事
は
、
理
事
の
職
務
の
執
行
を
監
査
し
、
法
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
監
査
報
告
を

作
成
す
る
。

２
監
事
は
、
い
つ
で
も
、
理
事
及
び
使
用
人
に
対
し
て
事
業
の
報
告
を
求
め
、
本
法
人
の
業
務
及
び
財

産
の
状
況
の
調
査
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
備

考
）

①
会

計
監

査
人

を
置

く
場

合
は

、
次

の
条

を
追

加
す

る
こ

と
。

（
会

計
監

査
人

の
職

務
及

び
権

限
）

第
〇

条
会

計
監

査
人

は
、

法
令

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
本

法
人

の
計

算
書

類
（

貸
借

対
照

表
及

び
損

益
計

算
書

）

並
び

に
そ

の
附

属
明

細
書

及
び

財
産

目
録

を
監

査
し

、
会

計
監

査
報

告
を

作
成

す
る

。

２
会

計
監

査
人

は
、

そ
の

職
務

を
適

切
に

遂
行

す
る

た
め

、
次

に
掲

げ
る

者
と

の
意

思
疎

通
を

図
り

、
情

報
の

収
集

及

び
監

査
の

環
境

の
整

備
に

努
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

（
１

）
本

法
人

の
理

事
及

び
職

員

（
２

）
そ

の
他

会
計

監
査

人
が

適
切

に
職

務
を

遂
行

す
る

に
当

た
り

意
思

疎
通

を
図

る
べ

き
者

３
会

計
監

査
人

は
、

い
つ

で
も

、
次

に
掲

げ
る

も
の

の
閲

覧
及

び
謄

写
を

し
、

又
は

理
事

及
び

職
員

に
対

し
、

会
計

に

関
す

る
報

告
を

求
め

る
こ

と
が

で
き

る
。

（
１

）
会

計
帳

簿
又

は
こ

れ
に

関
す

る
資

料
が

書
面

を
も

っ
て

作
成

さ
れ

て
い

る
と

き
は

、
当

該
書

面

（
２

）
会

計
帳

簿
又

は
こ

れ
に

関
す

る
資

料
が

電
磁

的
記

録
を

も
っ

て
作

成
さ

れ
て

い
る

と
き

は
、

当
該

電
磁

的
記

録
に

記
録

さ
れ

た
事

項
を

法
令

で
定

め
る

方
法

に
よ

り
表

示
し

た
も

の
。

②
一

般
法

人
法

第
９

９
条

第
１

項
及

び
第

２
項

参
照

。

（
役
員
の
任
期
）

第
２
７
条

理
事
又
は
監
事
の
任
期
は
、
選
任
後
２
年
以
内
に
終
了
す
る
会
計
年
度
の
う
ち
最
終
の
も
の

に
関
す
る
定
時
社
員
総
会
の
終
結
の
時
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。

２
理
事
又
は
監
事
は
、
第
２
３
条
に
定
め
る
定
数
に
足
り
な
く
な
る
と
き
は
、
任
期
の
満
了
又
は
辞
任

に
よ
り
退
任
し
た
後
も
、
新
た
に
選
任
さ
れ
た
者
が
就
任
す
る
ま
で
、
な
お
、
理
事
又
は
監
事
と
し
て

の
権
利
義
務
を
有
す
る
。

（
備

考
）

①
会

計
監

査
人

を
置

く
場

合
は

、
第

２
７

条
の

見
出

し
を

「（
役

員
及

び
会

計
監

査
人

の
任

期
）」

と
す

る
こ

と
。

ま
た

、

第
２

項
の

次
に

次
の

１
項

を
加

え
る

こ
と

。

３
会

計
監

査
人

の
任

期
は

、
選

任
後

１
年

以
内

に
終

了
す

る
会

計
年

度
の

う
ち

最
終

の
も

の
に

関
す

る
定

時
社

員
総

会

の
終

結
の

時
ま

で
と

す
る

。
た

だ
し

、
そ

の
定

時
社

員
総

会
に

お
い

て
別

段
の

決
議

が
さ

れ
な

か
っ

た
と

き
は

、
再

任

さ
れ

た
も

の
と

み
な

す
。

②
一

般
法

人
法

第
６

６
条

参
照

。
理

事
の

任
期

は
、

定
款

の
定

め
に

よ
り

短
縮

す
る

こ
と

が
可

能
で

あ
る

。

③
一

般
法

人
法

第
６

７
条

第
2

項
に

基
づ

き
、

補
欠

理
事

又
は

監
事

の
任

期
を

退
任

し
た

理
事

又
は

監
事

の
任

期
満

了
時

と
す

る
場

合
は

、
第

１
項

の
次

に
次

の
１

項
を

加
え

る
こ

と
。
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２
補

欠
と

し
て

選
任

さ
れ

た
役

員
の

任
期

は
、

前
任

者
の

任
期

の
満

了
す

る
時

ま
で

と
す

る
。

（
役
員
の
解
任
）

第
２
８
条

役
員
は
、
社
員
総
会
の
決
議
に
よ
っ
て
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
備

考
）

①
会

計
監

査
人

を
置

く
場

合
は

、
第

２
８

条
の

見
出

し
を

「（
役

員
及

び
会

計
監

査
人

の
解

任
）」

と
す

る
こ

と
。

ま
た

、

第
２

８
条

第
１

項
を

次
の

よ
う

に
記

載
し

、
第

１
項

の
次

に
次

の
１

項
を

加
え

る
こ

と
。

第
２

８
条

役
員

及
び

会
計

監
査

人
は

、
社

員
総

会
の

決
議

に
よ

っ
て

解
任

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

２
監

事
は

、
会

計
監

査
人

が
、

次
の

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

と
き

は
、

監
事

全
員

の
同

意
に

よ
り

、
会

計
監

査
人

を
解

任
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

こ
の

場
合

、
監

事
は

、
解

任
し

た
旨

及
び

解
任

の
理

由
を

、
解

任
後

最
初

に
招

集
さ

れ
る

評
議

員
会

に
報

告
す

る
も

の
と

す
る

。

（
１

）
職

務
上

の
義

務
に

違
反

し
、

又
は

職
務

を
怠

っ
た

と
き

。

（
２

）
会

計
監

査
人

と
し

て
ふ

さ
わ

し
く

な
い

非
行

が
あ

っ
た

と
き

。

（
３

）
心

身
の

故
障

の
た

め
、

職
務

の
執

行
に

支
障

が
あ

り
、

又
は

こ
れ

に
堪

え
な

い
と

き
。

②
一

般
法

人
法

第
７

０
条

第
１

項
参

照
。

③
監

事
を

解
任

す
る

場
合

は
特

別
決

議
が

必
要

。（
一

般
法

人
法

第
４

９
条

第
２

項
）

④
第

２
項

は
、

一
般

法
人

法
第

７
１

条
参

照
。

（
役
員
の
報
酬
等
）

第
２
９
条

理
事
及
び
監
事
に
対
し
て
、
社
員
総
会
に
お
い
て
定
め
る
総
額
の
範
囲
内
で
、
社
員
総
会
に

お
い
て
別
に
定
め
る
報
酬
等
の
支
給
の
基
準
に
従
っ
て
算
定
し
た
額
を
報
酬
等
と
し
て
支
給
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
備

考
）

①
会

計
監

査
人

を
置

く
場

合
は

、
第

２
９

条
の

見
出

し
を

「（
役

員
及

び
会

計
監

査
人

の
報

酬
等

）」
と

す
る

こ
と

。
ま

た
、

第
１

項
の

次
に

次
の

１
項

を
加

え
る

こ
と

。

２
会

計
監

査
人

に
対

す
る

報
酬

等
は

、
監

事
の

過
半

数
の

同
意

を
得

て
、

理
事

会
に

お
い

て
定

め
る

。

②
第

１
項

の
よ

う
に

、
理

事
及

び
監

事
の

報
酬

等
の

額
に

つ
い

て
定

款
に

定
め

な
い

と
き

は
、

社
員

総
会

の
決

議
に

よ
っ

て
定

め
る

必
要

が
あ

る
。

③
費

用
弁

償
分

に
つ

い
て

は
報

酬
等

に
含

ま
れ

な
い

。

第
７
七
章

理
事
会

（
構
成
）

第
３
０
条

本
法
人
に
理
事
会
を
置
く
。

２
理
事
会
は
、
全
て
の
理
事
を
も
っ
て
構
成
す
る
。

（
権
限
）

第
３
１
条

理
事
会
は
、
次
の
職
務
を
行
う
。

（
１
）
本
法
人
の
業
務
執
行
の
決
定

（
２
）
理
事
の
職
務
の
執
行
の
監
督

（
３
）
代
表
理
事
の
選
定
及
び
解
職

（
備

考
）

①
会

計
監

査
人

を
置

く
場

合
は

、
第

１
項

の
次

に
次

の
１

項
を

加
え

る
。

２
前

項
に

掲
げ

る
職

務
の

ほ
か

、
理

事
の

職
務

の
執

行
が

法
令

及
び

定
款

に
適

合
す

る
こ

と
を

確
保

す
る

た
め

の
体

制
そ

の
他

業
務

の
適

正
を

確
保

す
る

た
め

に
必

要
な

体
制

の
整

備
に

関
す

る
事

項
は

、
理

事
会

に
お

い
て

定
め

る
。

②
第

２
項

に
規

定
す

る
「

理
事

の
職

務
の

執
行

が
法

令
及

び
定

款
に

適
合

す
る

こ
と

を
確

保
す

る
た

め
の

体
制

そ
の

他
業

務
の

適
正

を
確

保
す

る
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

に
関

す
る

事
項

」
と

は
次

の
事

項
を

い
う

。

（
１

）
理

事
の

職
務

の
執

行
に

係
る

情
報

の
保

存
及

び
管

理
に

関
す

る
体

制

（
２

）
損

失
の

危
険

の
管

理
に

関
す

る
規

程
そ

の
他

の
体

制

（
３

）
理

事
の

職
務

の
執

行
が

効
率

的
に

行
わ

れ
る

こ
と

を
確

保
す

る
た

め
の

体
制

（
４

）
職

員
の

職
務

の
執

行
が

法
令

及
び

定
款

に
適

合
す

る
こ

と
を

確
保

す
る

た
め

の
体

制

（
５

）
監

事
が

そ
の

職
務

を
補

助
す

べ
き

職
員

を
置

く
こ

と
を

求
め

た
場

合
に

お
け

る
当

該
職

員
に

関
す

る
事

項

（
６

）
前

号
の

職
員

の
理

事
か

ら
の

独
立

性
に

関
す

る
事

項

（
７

）
監

事
の

第
五

号
の

職
員

に
対

す
る

指
示

の
実

効
性

の
確

保
に

関
す

る
事

項

（
８

）
理

事
及

び
職

員
が

監
事

に
報

告
を

す
る

た
め

の
体

制
そ

の
他

の
監

事
へ

の
報

告
に

関
す

る
体

制

（
９

）
前

号
の

報
告

を
し

た
者

が
当

該
報

告
を

し
た

こ
と

を
理

由
と

し
て

不
利

な
取

扱
い

を
受

け
な

い
こ

と
を

確
保

す

る
た

め
の

体
制

（
1
0
）

監
事

の
職

務
の

執
行

に
つ

い
て

生
ず

る
費

用
の

前
払

又
は

償
還

の
手

続
そ

の
他

の
当

該
職

務
の

執
行

に
つ

い
て

生
ず

る
費

用
又

は
債

務
の

処
理

に
係

る
方

針
に

関
す

る
事

項

（
1
1
）

そ
の

他
監

事
の

監
査

が
実

効
的

に
行

わ
れ

る
こ

と
を

確
保

す
る

た
め

の
体

制

第
３
２
条

代
表
理
事
の
選
定
及
び
解
職
は
、
認
定
所
轄
庁
の
認
可
を
も
っ
て
、
そ
の
効
力
を
生
じ
る
。

（
招
集
）

第
３
３
条

理
事
会
は
代
表
理
事
が
招
集
す
る
。

２
代
表
理
事
が
欠
け
た
と
き
又
は
代
表
理
事
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
各
理
事
が
理
事
会
を
招
集
す
る
。

（
備

考
）

一
般

法
人

法
第

９
３

条
第

１
項

参
照

。
原

則
と

し
て

、
各

理
事

が
理

事
会

を
招

集
す

る
が

、
理

事
会

を
招

集
す

る
理

事
を

定
款

又
は

理
事

会
で

定
め

る
こ

と
も

可
能

。

（
決
議
）

第
３
４
条

理
事
会
の
決
議
は
、
決
議
に
つ
い
て
特
別
の
利
害
関
係
を
有
す
る
理
事
を
除
く
理
事
の
過
半

数
が
出
席
し
、
そ
の
過
半
数
を
も
っ
て
行
う
。

２
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第

96
条
の
要
件

を
満
た
し
た
と
き
は
、
理
事
会
の
決
議
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
備

考
）

①
一

般
法

人
法

第
9
5

条
第

１
項

参
照

。
第

1
項

に
つ

い
て

は
、

過
半

数
に

代
え

て
、

こ
れ

を
上

回
る

割
合

を
定

款
で

定

め
る

こ
と

も
可

能
で

あ
る

。

②
特

別
の

利
害

を
有

す
る

理
事

が
議

決
に

加
わ

る
こ

と
は

で
き

な
い

。（
一

般
法

人
法

第
９

５
条

第
２

項
）

③
理

事
会

に
つ

い
て

は
、

代
理

人
に

よ
る

議
決

権
の

行
使

、
書

面
に

よ
る

議
決

権
の

行
使

は
認

め
ら

れ
な

い
。

④
可

否
同

数
の

場
合

に
、

議
長

に
２

票
を

与
え

る
よ

う
な

定
款

の
定

め
は

不
可

。

⑤
第

２
項

で
は

、
理

事
が

理
事

会
の

決
議

の
目

的
で

あ
る

事
項

に
つ

い
て

提
案

を
し

た
場

合
に

お
い

て
、

当
該

提
案

に
つ

き
理

事
（

当
該

事
項

に
つ

い
て

議
決

に
加

わ
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

に
限

る
。）

の
全

員
が

書
面

又
は

電
磁

的
記

録
に

よ
り

同
意

の
意

思
表

示
を

し
た

と
き

（
監

事
が

当
該

提
案

に
つ

い
て

異
議

を
述

べ
た

と
き

を
除

く
。）

は
、

当
該

提
案

を
可

決
す

る
旨

の
理

事
会

の
決

議
が

あ
っ

た
も

の
と

み
な

す
旨

を
定

款
に

定
め

る
こ

と
も

で
き

る
。（

一
般

法
人

法
第

９
６

条
）

な
お

、
本

項
を

定
款

に
定

め
な

い
場

合
、

同
条

に
基

づ
く

決
議

の
省

略
を

行
う

こ
と

は
で

き
な

い
の

で
留

意
の

こ
と

。

（
議
事
録
）

第
３
５
条

理
事
会
の
議
事
に
つ
い
て
は
、
法
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
議
事
録
を
作
成
す
る
。
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２
出
席
し
た
理
事
及
び
監
事
は
、
前
項
の
議
事
録
に
記
名
押
印
す
る
。

（
備

考
）

定
款

で
、

記
名

押
印

す
る

者
を

、
当

該
理

事
会

に
出

席
し

た
代

表
理

事
及

び
監

事
と

す
る

こ
と

も
可

能
で

あ
る

。（
一

般
法

人
法

第
９

５
条

第
３

項
）

第
８
章

社
会
福
祉
連
携
推
進
評
議
会

（
構
成
）

第
３
６
条

本
法
人
に
社
会
福
祉
連
携
推
進
評
議
会
を
置
く
。

２
社
会
福
祉
連
携
推
進
評
議
会
は
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
立
場
に
あ
る
者
、
社
会
福
祉
に
関
す
る

団
体
、
学
識
経
験
を
有
す
る
者
そ
の
他
の
関
係
者
を
も
っ
て
構
成
す
る
。

３
社
会
福
祉
連
携
推
進
評
議
会
の
定
員
は
、
○
人
以
内
と
す
る
。

４
社
会
福
祉
連
携
推
進
評
議
会
の
構
成
員
は
、
社
員
総
会
の
決
議
に
よ
っ
て
、
第
２
項
に
掲
げ
る
者
の

中
か
ら
選
任
し
、
ま
た
は
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
備

考
）

①
社

会
福

祉
連

携
推

進
評

議
会

の
定

員
は

３
人

以
上

と
す

る
こ

と
。

②
社

会
福

祉
連

携
推

進
評

議
会

の
構

成
員

は
、

当
該

法
人

が
行

う
業

務
の

内
容

に
応

じ
、

例
え

ば
、

次
の

よ
う

な
者

か
ら

構
成

す
る

こ
と

が
考

え
ら

れ
る

。

（
１

）
福

祉
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

者
団

体
か

ら
推

薦
を

受
け

る
者

（
２

）
福

祉
サ

ー
ビ

ス
の

経
営

者
団

体
か

ら
推

薦
を

受
け

る
者

（
３

）
学

識
有

識
者

（
４

）
介

護
福

祉
士

・
社

会
福

祉
士

等
の

職
能

団
体

か
ら

推
薦

を
受

け
る

者

（
５

）
社

会
福

祉
協

議
会

か
ら

推
薦

を
受

け
る

者

（
６

）
共

同
募

金
会

か
ら

推
薦

を
受

け
る

者

（
７

）
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
団

体
か

ら
推

薦
を

受
け

る
者

（
８

）
自

治
会

か
ら

推
薦

を
受

け
る

者

（
9
）

民
生

委
員

・
児

童
委

員

（
1
0
）

福
祉

人
材

の
養

成
機

関
か

ら
推

薦
を

受
け

る
者

（
1
1
）

就
労

支
援

機
関

か
ら

推
薦

を
受

け
る

者

（
1
2
）

商
工

会
議

所
か

ら
推

薦
を

受
け

る
者

（
1
3
）

地
方

公
共

団
体

か
ら

推
薦

を
受

け
る

者

（
1
4
）

そ
の

他
地

域
福

祉
に

関
し

て
中

立
公

正
な

立
場

か
ら

意
見

を
述

べ
ら

れ
る

団
体

か
ら

推
薦

を
受

け
る

者
又

は
個

人

（
権
限
）

第
３
７
条

社
会
福
祉
連
携
推
進
評
議
会
は
、
本
法
人
に
対
し
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
社
員
総
会
及
び

理
事
会
に
お
い
て
必
要
な
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
１
）
第
１
１
条
の
承
認
の
適
否

（
２
）
事
業
計
画
の
内
容

（
３
）
社
会
福
祉
連
携
推
進
評
議
会
の
定
数
の
変
更

（
４
）
構
成
員
の
過
半
数
の
賛
成
に
よ
り
、
意
見
を
述
べ
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
た
事
項

（
５
）
代
表
理
事
か
ら
求
め
が
あ
っ
た
事
項

２
社
会
福
祉
連
携
推
進
評
議
会
は
、
社
会
福
祉
連
携
推
進
方
針
に
照
ら
し
、
本
法
人
の
業
務
の
実
施
の

状
況
に
つ
い
て
評
価
を
行
い
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
社
員
総
会
及
び
理
事
会
に
お
い
て
意

見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
本
法
人
は
、
前
項
の
意
見
を
尊
重
す
る
も
の
と
す
る
。

（
開
催
）

第
３
８
条

社
会
福
祉
連
携
推
進
評
議
会
は
、
毎
年
度
○
月
に
１
回
開
催
す
る
ほ
か
、
必
要
が
あ
る
場
合

に
開
催
す
る
。

（
招
集
）

第
３
９
条

社
会
福
祉
連
携
推
進
評
議
会
は
、
理
事
会
の
決
議
に
基
づ
き
代
表
理
事
が
招
集
す
る
。

２
社
会
福
祉
連
携
推
進
評
議
会
の
構
成
員
は
、
代
表
理
事
に
対
し
、
社
会
福
祉
連
携
推
進
評
議
会
の
目

的
で
あ
る
事
項
及
び
招
集
の
理
由
を
示
し
て
、
社
会
福
祉
連
携
推
進
評
議
会
の
招
集
を
請
求
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

第
９
章

資
産
及
び
会
計

第
４
０
条

本
法
人
の
資
産
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
１
）
設
立
当
時
の
財
産

（
２
）
設
立
後
寄
附
さ
れ
た
金
品

（
３
）
事
業
に
伴
う
収
入

（
４
）
そ
の
他
の
収
入

２
本
法
人
の
設
立
当
時
の
財
産
目
録
は
、
主
た
る
事
務
所
に
お
い
て
備
え
置
く
も
の
と
す
る
。

第
４
１
条

本
法
人
の
資
産
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
財
産
を
基
本
財
産
と
す
る
。

（
１
）・

・
・

（
２
）・

・
・

（
３
）・

・
・

２
基
本
財
産
は
処
分
し
、
又
は
担
保
に
供
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
別
の
理
由
の
あ
る
場
合
に

は
、
理
事
会
及
び
社
員
総
会
の
承
認
を
得
て
、
処
分
し
、
又
は
担
保
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
備

考
）

基
本

財
産

を
定

め
な

い
こ

と
も

可
能

で
あ

る
。

（
資
産
の
管
理
）

第
４
２
条

本
法
人
の
資
産
は
、
理
事
会
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
代
表
理
事
が
管
理
す
る
。

２
資
産
の
う
ち
現
金
は
、
確
実
な
金
融
機
関
に
預
け
入
れ
、
確
実
な
信
託
会
社
に
信
託
し
、
又
は
確
実

な
有
価
証
券
に
換
え
て
、
保
管
す
る
。

（
備

考
）

基
本

財
産

以
外

の
資

産
に

お
い

て
、

株
式

投
資

又
は

株
式

を
含

む
投

資
信

託
等

に
よ

る
管

理
運

用
を

行
う

場
合

に
は

、
第

２
項

の
次

に
次

の
１

項
を

加
え

る
。

３
前

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
基

本
財

産
以

外
の

資
産

の
う

ち
の

現
金

に
つ

い
て

は
、

理
事

会
の

議
決

を
経

て
、

株
式

に
換

え
て

保
管

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

（
事
業
計
画
及
び
収
支
予
算
）

第
４
３
条

本
法
人
の
事
業
計
画
書
、
収
支
予
算
書
に
つ
い
て
は
、
毎
会
計
年
度
の
開
始
の
日
の
前
日
ま

で
に
、
代
表
理
事
が
作
成
し
、
理
事
会
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
す
る
場
合

も
、
同
様
と
す
る
。

２
前
項
の
書
類
に
つ
い
て
は
、
主
た
る
事
務
所
に
、
当
該
会
計
年
度
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
備
え
置
き
、
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一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
も
の
と
す
る
。

（
備

考
）

①
社

員
総

会
の

承
認

を
受

け
る

こ
と

と
す

る
場

合
は

、
第

１
項

を
次

の
よ

う
に

記
載

す
る

。

第
４

３
条

本
法

人
の

事
業

計
画

書
、

収
支

予
算

書
に

つ
い

て
は

、
毎

会
計

年
度

の
開

始
の

日
の

前
日

ま
で

に
、

代
表

理
事

が
作

成
し

、
理

事
会

の
決

議
を

経
て

、
社

員
総

会
の

承
認

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

こ
れ

を
変

更
す

る
場

合
も

、
同

様
と

す
る

。

②
書

類
の

備
え

置
き

及
び

閲
覧

に
つ

い
て

、
法

務
局

に
従

た
る

事
務

所
の

登
記

が
さ

れ
て

い
る

場
合

は
、

主
た

る
事

務
所

の
次

に
「

及
び

従
た

る
事

務
所

」
を

加
え

る
こ

と
。

（
事
業
報
告
及
び
決
算
）

第
４
４
条

本
法
人
の
事
業
報
告
及
び
決
算
に
つ
い
て
は
、
毎
会
計
年
度
終
了
後
、
代
表
理
事
が
次
の
書

類
を
作
成
し
、
監
事
の
監
査
を
受
け
た
上
で
、
理
事
会
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
１
）
事
業
報
告

（
２
）
事
業
報
告
の
附
属
明
細
書

（
３
）
貸
借
対
照
表

（
４
）
損
益
計
算
書

（
５
）
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
の
附
属
明
細
書

（
６
）
財
産
目
録

２
前
項
の
承
認
を
受
け
た
書
類
の
う
ち
、
第
１
号
、
第
３
号
、
第
４
号
及
び
第
６
号
の
書
類
に
つ
い
て

は
、
定
時
社
員
総
会
に
提
出
し
、
第
１
号
の
書
類
に
つ
い
て
は
そ
の
内
容
を
報
告
し
、
そ
の
他
の
書
類

に
つ
い
て
は
、
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
第
１
項
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
次
の
書
類
を
主
た
る
事
務
所
に
５
年
間
備
え
置
き
、
一
般
の
閲
覧

に
供
す
る
と
と
も
に
、
定
款
を
主
た
る
事
務
所
に
備
え
置
き
、
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
も
の
と
す
る
。

（
１
）
監
査
報
告

（
２
）
理
事
及
び
監
事
の
名
簿

（
３
）
理
事
及
び
監
事
の
報
酬
等
の
支
給
の
基
準
を
記
載
し
た
書
類

（
４
）
事
業
の
概
要
等
を
記
載
し
た
書
類

（
備

考
）

①
法

務
局

に
従

た
る

事
務

所
の

登
記

が
さ

れ
て

い
る

場
合

は
、

第
３

項
を

次
の

よ
う

に
記

載
す

る
。

３
第

１
項

に
掲

げ
る

書
類

の
ほ

か
、

次
の

書
類

を
主

た
る

事
務

所
に

５
年

間
、

ま
た

従
た

る
事

務
所

に
３

年
間

備
え

置
き

、
一

般
の

閲
覧

に
供

す
る

と
と

も
に

、
定

款
を

主
た

る
事

務
所

及
び

従
た

る
事

務
所

に
備

え
置

き
、

一
般

の
閲

覧
に

供
す

る
も

の
と

す
る

。

②
会

計
監

査
人

を
置

い
て

い
る

場
合

は
例

え
ば

次
の

よ
う

な
規

定
と

す
る

こ
と

が
考

え
ら

れ
る

。

第
４

５
条

本
法

人
の

事
業

報
告

及
び

決
算

に
つ

い
て

は
、

毎
会

計
年

度
終

了
後

、
代

表
理

事
が

次
の

書
類

を
作

成
し

、

監
事

の
監

査
を

受
け

、
か

つ
、

第
３

号
か

ら
第

６
号

ま
で

の
書

類
に

つ
い

て
会

計
監

査
人

の
監

査
を

受
け

た
上

で
、

理
事

会
の

承
認

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
１

）
事

業
報

告

（
２

）
事

業
報

告
の

附
属

明
細

書

（
３

）
貸

借
対

照
表

（
４

）
損

益
計

算
書

（
５

）
貸

借
対

照
表

及
び

損
益

計
算

書
の

附
属

明
細

書

（
６

）
財

産
目

録

２
前

項
の

承
認

を
受

け
た

書
類

の
う

ち
、

第
１

号
、

第
３

号
、

第
４

号
及

び
第

６
号

の
書

類
に

つ
い

て
は

、
定

時
社

員
総

会
に

報
告

す
る

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

一
般

社
団

法
人

及
び

一
般

財
団

法
人

に
関

す
る

法
律

第
１

２
７

条
の

適
用

を
受

け
な

い
場

合
に

は
、

第
１

号
の

書
類

を
除

き
、

定
時

社
員

総
会

へ
の

報
告

に
代

え
て

、
定

時
社

員
総

会
の

承
認

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

３
第

１
項

の
書

類
の

ほ
か

、
次

の
書

類
を

主
た

る
事

務
所

に
５

年
間

備
え

置
き

、
一

般
の

閲
覧

に
供

す
る

と
と

も
に

、

定
款

を
主

た
る

事
務

所
に

備
え

置
き

、
一

般
の

閲
覧

に
供

す
る

も
の

と
す

る
。

（
１

）
監

査
報

告

（
２

）
会

計
監

査
報

告

（
３

）
理

事
及

び
監

事
の

名
簿

（
４

）
理

事
及

び
監

事
の

報
酬

等
の

支
給

の
基

準
を

記
載

し
た

書
類

（
５

）
事

業
の

概
要

等
を

記
載

し
た

書
類

③
法

務
局

に
従

た
る

事
務

所
の

登
記

が
さ

れ
て

い
る

場
合

は
、

第
３

項
を

次
の

よ
う

に
記

載
す

る
。

３
第

１
項

の
書

類
の

ほ
か

、
次

の
書

類
を

主
た

る
事

務
所

に
５

年
間

、
ま

た
従

た
る

事
務

所
に

３
年

間
備

え
置

き
、

一
般

の
閲

覧
に

供
す

る
と

と
も

に
、

定
款

を
主

た
る

事
務

所
及

び
従

た
る

事
務

所
に

備
え

置
き

、
一

般
の

閲
覧

に
供

す
る

も
の

と
す

る
。

第
４
５
条

決
算
の
結
果
、
剰
余
金
を
生
じ
た
と
し
て
も
、
配
当
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
会
計
年
度
）

第
４
６
条

本
法
人
の
会
計
年
度
は
、
毎
年
４
月
１
日
に
始
ま
り
、
翌
年
３
月
３
１
日
を
も
っ
て
終
わ
る
。

（
会
計
処
理
の
基
準
）

第
４
７
条

本
法
人
の
会
計
に
関
し
て
は
、
法
令
等
及
び
こ
の
定
款
に
定
め
の
あ
る
も
の
の
ほ
か
、
理
事

会
に
お
い
て
定
め
る
経
理
規
程
に
よ
り
処
理
す
る
。

（
臨
機
の
措
置
）

第
４
８
条

予
算
を
も
っ
て
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
新
た
に
義
務
の
負
担
を
し
、
又
は
権
利
の
放
棄
を
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
理
事
総
数
の
３
分
の
２
以
上
の
同
意
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
４
９
条

本
法
人
は
、
毎
会
計
年
度
終
了
後
３
月
以
内
に
、
次
の
書
類
を
認
定
所
轄
庁
に
届
け
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
１
）
第
４
４
条
第
１
項
第
１
号
か
ら
第
６
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

（
２
）
第
４
４
条
第
３
項
第
１
号
か
ら
第
４
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

（
社
会
福
祉
連
携
推
進
目
的
取
得
財
産
残
額
の
算
定
）

第
５
０
条

代
表
理
事
は
、
毎
会
計
年
度
、
当
該
会
計
年
度
の
末
日
に
お
け
る
社
会
福
祉
連
携
推
進
目
的

取
得
財
産
残
額
を
算
定
し
、
財
産
目
録
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

第
１
０
章

定
款
の
変
更
及
び
解
散

（
定
款
の
変
更
）

第
５
１
条

こ
の
定
款
は
、
社
員
総
会
の
決
議
に
よ
っ
て
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
備

考
）

一
般

法
人

法
第

４
９

条
第

２
項

及
び

第
１

４
６

条
参

照
。

定
款

変
更

は
特

別
決

議
が

必
要

で
あ

る
。

第
５
２
条

こ
の
定
款
の
変
更
は
、
認
定
所
轄
庁
の
認
可
を
も
っ
て
、
そ
の
効
力
を
生
じ
る
。
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第
５
３
条

本
法
人
は
、
事
務
所
の
所
在
地
又
は
公
告
の
方
法
に
係
る
定
款
の
変
更
を
し
た
と
き
は
、
遅

滞
な
く
、
そ
の
旨
を
認
定
所
轄
庁
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
解
散
）

第
５
４
条

本
法
人
は
、
次
の
事
由
に
よ
っ
て
解
散
す
る
。

（
１
）
目
的
た
る
業
務
の
成
功
の
不
能

（
２
）
社
員
総
会
の
決
議

（
３
）
社
員
の
欠
亡

（
４
）
破
産
手
続
開
始
の
決
定

２
本
法
人
は
、
総
社
員
の
３
分
の
２
以
上
の
賛
成
が
な
け
れ
ば
、
前
項
第
２
号
の
社
員
総
会
の
決
議
を

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３
第
１
項
第
１
号
か
ら
第
３
号
ま
で
の
事
由
に
よ
り
解
散
す
る
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
認
定
所
轄
庁
に

社
会
福
祉
連
携
推
進
認
定
の
取
消
し
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
５
５
条

本
法
人
が
解
散
し
た
と
き
は
、
破
産
手
続
開
始
の
決
定
に
よ
る
解
散
の
場
合
を
除
き
、
理
事

が
そ
の
清
算
人
と
な
る
。
た
だ
し
、
社
員
総
会
の
議
決
に
よ
っ
て
理
事
以
外
の
者
を
選
任
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

２
清
算
人
は
、
次
の
第
１
号
か
ら
第
３
号
ま
で
に
掲
げ
る
職
務
を
行
い
、
ま
た
当
該
職
務
を
行
う
た
め

に
必
要
な
一
切
の
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
１
）
現
務
の
結
了

（
２
）
債
権
の
取
立
て
及
び
債
務
の
弁
済

（
３
）
残
余
財
産
の
引
渡
し

（
備

考
）

①
一

般
法

人
法

第
２

０
９

条
第

１
項

参
照

。

②
第

１
項

た
だ

し
書

き
に

つ
い

て
、

清
算

人
を

定
款

に
お

い
て

あ
ら

か
じ

め
定

め
て

お
く

こ
と

も
可

能
で

あ
る

。

（
社
会
福
祉
連
携
推
進
認
定
の
取
消
し
等
に
伴
う
贈
与
）

第
５
６
条

本
法
人
が
社
会
福
祉
連
携
推
進
認
定
の
取
消
し
の
処
分
を
受
け
た
場
合
に
は
、
社
員
総
会
の

決
議
を
経
て
、
社
会
福
祉
連
携
推
進
目
的
取
得
財
産
残
額
に
相
当
す
る
額
の
財
産
を
、
当
該
社
会
福
祉

連
携
推
認
定
の
取
消
し
の
日
か
ら
１
箇
月
以
内
に
、
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
、
他
の
社
会
福
祉
連

携
推
進
法
人
、
社
会
福
祉
法
人
の
い
ず
れ
か
に
贈
与
す
る
も
の
と
す
る
。

（
備

考
）

公
益

認
定

法
第

４
条

に
よ

る
公

益
認

定
を

受
け

た
法

人
で

あ
る

場
合

、
本

条
は

適
用

し
な

い
。

（
残
余
財
産
の
帰
属
）

第
５
７
条

本
法
人
が
清
算
を
す
る
場
合
に
お
い
て
有
す
る
残
余
財
産
は
、
社
員
総
会
の
決
議
を
経
て
、

国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
、
他
の
社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
又
は
社
会
福
祉
法
人
（
社
員
を
除
く
。）

の
い
ず
れ
か
に
贈
与
す
る
も
の
と
す
る
。

（
備

考
）

公
益

認
定

法
第

４
条

に
よ

る
公

益
認

定
を

受
け

た
法

人
で

あ
る

場
合

、
本

条
は

適
用

し
な

い
。

第
１
１
章

公
告
の
方
法

（
公
告
の
方
法
）

第
５
８
条

本
法
人
の
公
告
は
、
社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
○
○
○
の
掲
示
場
に
掲
示
す
る
と
と
も
に
、

官
報
、
新
聞
又
は
電
子
公
告
に
掲
載
し
て
行
う
。

（
備

考
）

解
散

時
の

債
権

申
出

の
催

告
及

び
破

産
手

続
の

開
始

に
つ

い
て

は
、

官
報

に
よ

っ
て

公
告

す
る

こ
と

。

第
１
２
章

雑
則

第
５
９
条

こ
の
定
款
の
施
行
に
つ
い
て
の
細
則
は
、
理
事
会
に
お
い
て
定
め
る
。

附
則

１
本
法
人
の
設
立
時
社
員
の
名
称
又
は
氏
名
及
び
住
所
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

三
重
県
伊
勢
市
○
〇
町
○
〇
番
地

社
会
福
祉
法
人
〇
〇
○
会

三
重
県
伊
勢
市
○
〇
町
○
丁
目
○
番
○
号

社
会
福
祉
法
人
○
〇
〇
会

三
重
県
伊
勢
市
○
〇
町
○
〇
番
地

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
〇
〇
○
会

三
重
県
伊
勢
市
○
〇
町
〇
〇
番
地

株
式
会
社
〇
〇
〇
〇

三
重
県
伊
勢
市
○
〇
町
○
丁
目
○
番
○
号

株
式
会
社
○
〇
〇
〇

２
本
法
人
の
設
立
時
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

代
表
理
事

三
重
県
伊
勢
市
〇
○
町
○
○
番
地

社
会
福
祉
法
人
〇
〇
〇
会

○
○

○
○

理
事

三
重
県
伊
勢
市
〇
○
町
○
丁
目
○
番
○
号

社
会
福
祉
法
人
×
×
×
会

○
○

○
○

三
重
県
伊
勢
市
○
〇
町
○
〇
番
地

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
△
△
△

○
○

○
○

三
重
県
伊
勢
市
○
〇
町
〇
〇
番
地

株
式
会
社
□
□

○
○

○
○

三
重
県
伊
勢
市
○
〇
町
○
丁
目
○
番
○
号

株
式
会
社
◇
◇

○
○

○
○

監
事

三
重
県
伊
勢
市
○
〇
町
○
丁
目
○
番
○
号

○
○

○
○

（
備

考
）

①
会

計
監

査
人

を
置

か
な

い
法

人
に

あ
っ

て
は

、「
会

計
監

査
人

」
を

削
る

。

②
定

款
を

変
更

す
る

場
合

は
、

現
行

定
款

の
附

則
の

最
後

に
、

次
の

と
お

り
記

載
を

追
加

す
る

こ
と

。

附
則

こ
の

定
款

は
、

伊
勢

市
長

の
認

可
の

日
(令

和
○

○
年

○
○

月
○

○
日

）
か

ら
施

行
す

る
。

③
定

款
を

変
更

す
る

場
合

に
お

い
て

、
附

則
に

複
数

の
事

項
を

規
定

す
る

場
合

は
、

番
号

を
付

し
て

記
載

す
る

こ
と

。

（
注
）

社
会
福
祉
連
携
推
進
認
定
を
受
け
た
後
も
引
き
続
き
、
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に

関
す
る
法
律
（
以
下
「
一
般
法
人
法
」
と
い
う
。）

に
定
め
る
一
般
社
団
法
人
の
要
件
等
を
満
た
す

必
要
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
人
の
状
況
に
よ
っ
て
は
、
本
定
款
例
に
規
定
の
な
い
事
項
に
つ

い
て
も
、
一
般
法
人
法
に
基
づ
い
て
定
め
る
必
要
が
あ
り
得
る
。
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様
式
第
２
１

貸
付
事
前
合
意
書

（
別
紙
１
様
式
）

貸
付
事
前
合
意
書

（
注
）
記
載
欄
中
の
記
述
は
記
載
例
で
す
。

貸
付

件
名

令
和
〇
〇
年
〇
〇
月
〇
〇
日
の
社
員
○
○
〇
〇
に
対
す
る
○
○
円

の
貸
付
け

社
員

総
会

に
お

け
る

承
認

日
〇
〇
年
〇
〇
月
〇
〇
日

貸
付

契
約

締
結

日
〇
〇
年
〇
〇
月
〇
〇
日

貸
付

対
象

社
員

の
名

称
社
会
福
祉
法
人
○
○
〇
会

貸
付

原
資

提
供

社
員

の
名

称
社
会
福
祉
法
人
×
×
×
会
、
社
会
福
祉
法
人
△
△
△
会
、
社
会
福
祉

法
人
□
□
□
会
、

貸 付 条 件

貸
付

対
象

社
員

へ
の

貸
付

総
額

○
○
〇
〇
円

貸
付

原
資

提
供

社
員

の
提

供
額

社
会
福
祉
法
人
×
×
×
会
：
○
○
円

社
会
福
祉
法
人
△
△
△
会
：
○
○
円

社
会
福
祉
法
人
□
□
□
会
：
○
○
円

返
済

期
限

〇
〇
年
〇
〇
月
〇
〇
日

返
済

方
法

一
括
償
還

利
率

１
．
０
％

担
保

社
会
福
祉
法
人
○
○
〇
会
が
保
有
す
る
三
重
県
伊
勢
市
〇
〇
町
〇

〇
番
地
に
所
在
す
る
建
物

延
滞

時
の

取
扱

い
遅
延
利
息
〇
〇
％

貸
付

金
回

収

不
能

時
の

取
扱

い
貸
付
金
額
に
応
じ
て
、
各
貸
付
原
資
提
供
社
員
が
リ
ス
ク
を
負
う
。

貸
付

実
行

予
定

日
〇
〇
年
〇
〇
月
〇
〇
日

貸
付

対
象

社
員

に
お

け
る

貸
付

金
の

使
途

地
域
共
生
関
連
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
必
要
と
な
る
施
設
内
の

レ
イ
ア
ウ
ト
変
更
及
び
配
線
工
事
に
必
要
な
費
用

貸
付

対
象

社
員

に
お

け
る

重
要
事
項
に
係
る
承
認
の
方
法

貸
付
対
象
社
員
の
評
議
員
会
に
お
い
て
、
各
年
度
の
予
算
・
決
算

等
を
決
議
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
社
会
福
祉
連
携
推
進

法
人
の
理
事
会
に
お
い
て
、
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の

と
す
る
。
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第２ 定款変更認可申請手続き、届出手続き

１ 定款変更認可申請

定款に記載された事項に変更が生じた場合には、定款の変更が必要になります。

（１）申請書類提出先

伊勢市健康福祉部福祉監査室

〒５１６－８６０１

伊勢市岩渕１丁目７番２９号

ＴＥＬ ０５９６－２１－５５８４

ＦＡＸ ０５９６－２１－５５５５

電子メール fukushi-kansa@city.ise.mie.jp

（２）提出部数

正 本 ２部

提出されたもののうち１部は承認後、承認書として交付します。

（３）提出書類

ア 社会福祉連携推進法人定款変更認可申請書（様式第２２・１７７頁）

イ 添付書類（「社会福祉連携推進法人定款変更認可申請書一覧表」（１７６

頁参照）

社会福祉連携推進法人定款変更認可申請書一覧表

１ 添付書類に漏れのないように確認してください。

２ 添付書類はこの順序で編綴してください。

（注） 上記の様式例３２は、社会福祉法人用の様式例ですので、社会福祉連携推進法

人用に適宜文言を修正してください。

添 付 書 類 様式及び記載例

１ 社会福祉連携推進法人定款変更認可申請書（別記様式６） 様式第22・177頁

２

添
付
書
類

(1) 変更後の定款 様式例56・167頁

(2) 理事会議事録 様式例 32(2)・74 頁

(3) 社員総会議事録 様式例 32(1)・74 頁

(4) その他定款変更に関する参考資料 －
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様
式
第
２
２

社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
定
款
変
更
認
可
申
請
書

（
別
記
様
式
６
）

令
和
○
〇
年
○
〇
月
〇
○
日

伊
勢
市
長

○
○

○
○

様

社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
○
○
○
会

代
表
理
事

○
○

○
○

定
款
変
更
の
認
可
申
請
に
つ
い
て

社
会
福
祉
法
第
１
３
９
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
定
款
変
更
の
認
可
を
受
け
た
い
の
で
、
別
添

の
申
請
書
に
関
係
書
類
を
添
え
て
、
貴
庁
の
認
可
を
申
請
す
る
。

（
添
付
資
料
）

①
当
該
定
款
変
更
後
の
定
款
全
文

②
当
該
定
款
変
更
に
係
る
理
事
会
議
事
録

③
当
該
定
款
変
更
に
係
る
社
員
総
会
議
事
録

④
そ
の
他
当
該
定
款
変
更
に
関
す
る
参
考
資
料

（
別
添
）

定
款
変
更
認
可
申
請
書

（
注
）
１

行
が
不
足
す
る
場
合
は
、
適
宜
追
加
し
て
く
だ
さ
い
。

２
変
更
前
の
条
文
と
変
更
後
の
条
文
と
を
対
比
表
と
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
、
対
比

表
の
形
式
に
よ
ら
な
い
こ
と
も
差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。

申 請 者

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

ふ
り

が
な

法
人

の
名

称

法
人

番
号

ふ
り

が
な

代
表
理
事
の
氏
名

定 款 変 更 の 内 容 及 び 理 由

内
容

理
由

変
更
前
の
条
文

変
更
後
の
条
文
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２ 定款変更届出

定款に記載された事項に変更が生じた場合には、定款の変更が必要になりますが、

次の事項については、伊勢市長への届出で足りるとされています。

ア 事務所の所在地の変更

イ 社会福祉連携推進認定による法人の名称の変更

ウ 公告の方法の変更

（１）届出書提出先

伊勢市健康福祉部福祉監査室

〒５１６－８６０１

伊勢市岩渕１丁目７番２９号

ＴＥＬ ０５９６－２１－５５８４

ＦＡＸ ０５９６－２１－５５５５

電子メール fukushi-kansa@city.ise.mie.jp

（２）提出部数

正本 ２部

提出されたもののうち、１部は受理後、受理書として交付します。

（３）提出書類

ア 定款変更届書（様式第２３・１７９頁）

イ 添付書類（「社会福祉連携推進法人定款変更届出書類書一覧表」１７８頁

参照）

社会福祉連携推進法人定款変更届出書類書一覧表

１ 添付書類に漏れのないように確認してください。

２ 添付書類はこの順序で編綴してください。

（注） 上記の様式例３２は、社会福祉法人用の様式例ですので、社会福祉連携推進法

人用に適宜文言を修正してください。

添 付 書 類 様式及び記載例

１ 社会福祉連携推進法人定款変更届 様式第23・179頁

２

添
付
書
類

(1) 変更後の定款 様式例56・167頁

(2) 理事会議事録 様式例 32(2)・74 頁

(3) 社員総会議事録 様式例 32(1)・74 頁

(4) その他定款変更に関する参考資料 －
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様
式
第
２
３

社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
定
款
変
更
届

（
別
記
様
式
７
）

令
和
〇
○
年
〇
○
月
〇
○
日

伊
勢
市
長

〇
○

○
○

様

社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
○
○
○
会

代
表
理
事

○
○

○
○

定
款
変
更
の
届
出
に
つ
い
て

社
会
福
祉
法
第
１
３
９
条
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
定
款
変
更
を
行
っ
た
の
で
、
別
添
の
届
出
書

に
関
係
書
類
を
添
え
て
、
貴
庁
に
届
出
を
行
う
。

（
添
付
資
料
）

①
当
該
定
款
変
更
後
の
定
款
全
文

②
当
該
定
款
変
更
に
係
る
理
事
会
議
事
録

③
当
該
定
款
変
更
に
係
る
社
員
総
会
議
事
録

④
そ
の
他
当
該
定
款
変
更
に
関
す
る
参
考
資
料

（
別
添
）

定
款
変
更
届
出
書

（
注
）
１

行
が
不
足
す
る
場
合
は
、
適
宜
追
加
し
て
く
だ
さ
い
。

２
変
更
前
の
条
文
と
変
更
後
の
条
文
と
を
対
比
表
と
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
、
対
比

表
の
形
式
に
よ
ら
な
い
こ
と
も
差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。

届 出 者

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

ふ
り

が
な

法
人

の
名

称

法
人

番
号

ふ
り

が
な

代
表
理
事
の
氏
名

定 款 変 更 の 内 容

変
更
前
の
条
文

変
更
後
の
条
文
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　　合は、変更となる側（変更後）の所轄庁へ申請を行います。申請に関するご質問等

　　の連絡先は下記のとおりです。

令和7年4月1日現在

F A X 番 号

〒514-0004 津市栄町８９１番地（合同ビル２階）

０５９－２２４－２０４１

〒511-8601 桑名市中央町２丁目３７番地

０５９４－２４－１３５１

〒511-0498 いなべ市北勢町阿下喜３１番地

０５９４－８６－７８６４

〒510-8601 四日市市諏訪町１番５号

０５９－３５９－０２８８

〒513-8701 鈴鹿市神戸１丁目１８番１８号

０５９－３８２－７６０７

〒519-0164 亀山市羽若町５４５番地

０５９５－８２－８１８０

〒514-8611 津市西丸之内２３番１号

０５９－２２９－３３３４

〒515-8515 松阪市殿町１３４０番地１

０５９８－２６－９１１３

〒516-8601 伊勢市岩渕１丁目７番２９号

０５９６－２１－５５５５

〒517-0022 鳥羽市大明東町２番５号

０５９９－２５－１１５４

〒517-0592 志摩市阿児町鵜方３０９８番地２２

０５９９－４４－５２６０

〒518-8501 伊賀市四十九町３１８４番地

０５９５－２２－９６７３

〒518-0492 名張市鴻之台１番町１番地

０５９５－６２－５０５８

〒519-3696 尾鷲市中央町１０番４３号

０５９７－２３－８２０４

 社会福祉係 〒519-4392 熊野市井戸町７９６番地

 児童福祉係 ０５９７－８９－３３０４

〒519-4324 熊野市井戸町１１５０番地

０５９７－８９－５８８５

　※　伊勢市外において新たな施設を経営する等の理由により、所轄庁が変更となる場

所　   　在   　　地

電 話 番 号

子ども・福祉部

福祉監査課 法人監査班 ０５９－２２４－２２５８

保健福祉部

福祉総務課 福祉総務係 ０５９４－２４－１１６８

福祉部

人権福祉課 福祉総務係 ０５９４－８６－７８１５

健康福祉部

福祉総務課 福祉監査室 ０５９－３５４－８１０１

健康福祉部 健康福祉政策課

福祉法人監査室 ０５９－３８２－９０１２

健康福祉部 地域福祉課

福祉総務グループ ０５９５－８４－３３１１

０５９－２２９－３３５１

健康福祉部 健康福祉総務課

社会福祉法人指導監査係 ０５９８－５３－４６７４

０５９６－２１－５５８４

０５９９－２５－１１８１

健康福祉部

地域福祉課 高齢者福祉係 ０５９９－４４－０２８３

０５９５－２２－９７０８

福祉子ども部

医療福祉総務室 ０５９５－６３－７５７９

０５９７－２３－８２０１

０５９７－８９－４１１１

健康・長寿課

いきがい健康支援係 ０５９７－８９－３１１３

三  重  県  内  所  轄  庁  一  覧

所 轄 庁 担　 当　 部 　署

三重県知事

桑名市長

いなべ市長

四日市市長

鈴鹿市長

亀山市長

津市長 健康福祉部 福祉監査室

松阪市長

伊勢市長 健康福祉部 福祉監査室

鳥羽市長 健康福祉課 生活支援係

志摩市長

伊賀市長 健康福祉部 医療福祉政策課

名張市長

尾鷲市長 福祉保健課 高齢者福祉係

熊野市長

福祉事務所
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社会福祉法人

認可申請ハンドブック（本編）

令和７年６月

伊勢市健康福祉部 福祉監査室

〒５１６－８６０１ 伊勢市岩渕１丁目７番２９号

電 話 （０５９６）２１－５５８４

ファックス （０５９６）２１－５５５５

電子メール fukushi-kansa@city.ise.mie.jp

mailto:fukushi-kansa@city.ise.mie.jp



